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主       文 

１ 被告Ａ＆ＡＭ、被告ＭＭＫ及び被告ニチアスは、原告ａに対し、連帯して５１

４万円及びこれに対する平成２７年１０月２２日から支払済みまで年５分の割合

による金員を支払え。 

２ 被告Ａ＆ＡＭ、被告ＭＭＫ及び被告ニチアスは、原告ｂに対し、連帯して１７5 

１万円及びこれに対する平成２７年１０月２２日から支払済みまで年５分の割合

による金員を支払え。 

３ 被告Ａ＆ＡＭ、被告ＭＭＫ及び被告ニチアスは、原告ｃに対し、連帯して１７

１万円及びこれに対する平成２７年１０月２２日から支払済みまで年５分の割合

による金員を支払え。 10 

４ 被告Ａ＆ＡＭ、被告ＭＭＫ及び被告ニチアスは、原告ｄに対し、連帯して１７

１万円及びこれに対する平成２７年１０月２２日から支払済みまで年５分の割合

による金員を支払え。 

５ 被告Ａ＆ＡＭ及び被告ＭＭＫは、原告ｅに対し、連帯して８８５万円及びこれ

に対する平成２９年３月１２日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払15 

え。 

６ 被告Ａ＆ＡＭ及び被告ＭＭＫは、原告ｆに対し、連帯して５６９万円及びこれ

に対する平成２９年１１月２１日から支払済みまで年５分の割合による金員を支

払え。 

７ 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 20 

８ 訴訟費用は、別紙１訴訟費用記載のとおりの負担とする。 

９ この判決は、第１項ないし第６項に限り、仮に執行することができる。ただし、

次の被告らが、各原告に対し、次の各金員の担保を供するときは、当該原告との

関係でその仮執行を免れることができる。 

⑴ 被告Ａ＆ＡＭ 原告ａに対し４１０万円、原告ｂに対し１３５万円、原告ｃ25 

に対し１３５万円、原告ｄに対し１３５万円、原告ｅに対し６００万円、原告
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ｆに対し４５０万円 

⑵ 被告ＭＭＫ 原告ａに対し４１０万円、原告ｂに対し１３５万円、原告ｃに

対し１３５万円、原告ｄに対し１３５万円、原告ｅに対し６００万円、原告ｆ

に対し４５０万円 

⑶ 被告ニチアス 原告ａに対し４１０万円、原告ｂに対し１３５万円、原告ｃ5 

に対し１３５万円、原告ｄに対し１３５万円 

事 実 及 び 理 由 

第１章 請求 

１ 被告らは、原告ａに対し、連帯して１４３０万円及びこれに対する平成２７

年１０月２２日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。 10 

２ 被告らは、原告ｂに対し、連帯して４７６万６６６６円及びこれに対する平

成２７年１０月２２日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。 

３ 被告らは、原告ｃに対し、連帯して４７６万６６６６円及びこれに対する平

成２７年１０月２２日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。 

４ 被告らは、原告ｄに対し、連帯して４７６万６６６６円及びこれに対する平15 

成２７年１０月２２日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。 

５ 被告らは、原告ｅに対し、連帯して２８６０万円及びこれに対する平成２９

年３月１２日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。 

６ 被告らは、原告ｆに対し、連帯して２８６０万円及びこれに対する平成２９

年１１月２１日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。 20 

第２章 事案の概要 

第１節 事案の要旨 

 本件は、建設作業従事者であるｋ（ 以下「被災者ｋ」という。）の相続人で

ある原告ａｂｃｄ並びに建設作業従事者である原告ｅ及び原告ｆ 以下、被

災者ｋ、原告ｅ及び原告ｆの各人を（「本件各被災者」という。）が、建材メー25 

カーである被告らに対し、被告らは、石綿含有建材から生ずる石綿粉じんに
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ばく露すると石綿の吸入に起因する疾患（ 以下「石綿関連疾患」という。）を

発症する危険があること等を表示する義務 以下「警告表示義務」という。）

を履行せずに石綿含有建材を製造販売し、本件各被災者が作業する建設現場

に到達させ、本件各被災者はこれにより石綿関連疾患にり患したと主張して、

民法７１９条１項後段類推適用により、損害賠償金（ 慰謝料及び弁護士費用）5 

並びにこれに対する各石綿関連疾患の診断確定の日から支払済みまで平成２

９年法律第４４号による改正前の民法所定の年５分の割合による遅延損害金

を連帯して原告それぞれに支払うよう求める事案である。 

 なお、略語等は別紙２略語一覧表記載のとおりである。 

第２節 前提事実 当事者間に争いがないか、後掲各証拠及び弁論の全趣旨により10 

容易に認められる事実） 

第１ 当事者等 

１ 被災者ｋ 

⑴ 被災者ｋは、昭和４８年５月頃から配管工として石綿含有建材が使用さ

れる建設現場での作業に従事した 甲Ｄ１の２の１）。 15 

⑵ 被災者ｋは、上記⑴の建設現場での石綿粉じんへの累積的なばく露によ

り肺がんにり患し（ 平成２７年１０月２２日診断確定）、平成２８年１１月

１４日、同疾患を原因として死亡した 甲Ｄ１の２の１、甲Ｄ１の３の２。

なお、被告らの中には、被災者ｋの喫煙歴を理由として石綿粉じんへのば

く露と肺がんの発症との因果関係を否定すべき旨主張する者がいるが、後20 

記第４章第３節第３の２のとおり、採用できない。）。 

⑶ 原告ａは被災者ｋの妻であり、原告ｂ、原告ｃ及び原告ｄは被災者ｋの

子である 甲Ｄ１の４の１～６）。 

２ 原告ｅ 

⑴ 原告ｅは、昭和４０年４月頃から大工として石綿含有建材が使用される25 

建設現場での作業に従事した 甲Ｄ２の２の１）。 
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⑵ 原告ｅは、上記⑴の建設現場での石綿粉じんへの累積的なばく露により

びまん性胸膜肥厚にり患した 平成２９年３月１２日診断確定。甲Ｄ２の

２の１）。 

３ 原告ｆ 

⑴ 原告ｆは、昭和４２年４月頃から左官として石綿含有建材が使用される5 

建設現場での作業に従事した 甲Ｄ３の２の１）。 

⑵ 原告ｆは、上記⑴の建設現場での石綿粉じんへの累積的なばく露により

肺がんにり患した 平成２９年１１月２１日診断確定。甲Ｄ３の２の１）。 

４ 被告ら 

⑴ 被告らは、いずれも石綿含有建材を製造販売していた建材メーカー又は10 

その承継人である 弁論の全趣旨）。 

⑵ 被告Ａ＆ＡＭは、平成１２年１０月に、いずれも石綿含有建材を製造販

売していた建材メーカーである浅野スレート株式会社 以下「浅野スレー

ト」という。）と株式会社アスク 以下「アスク」という。）とが合併して

発足した会社であり、アスクの昭和６２年４月までの商号は朝日石綿工業15 

株式会社である 弁論の全趣旨。なお、本判決書では、合併前の会社や商

号変更前の会社についても、合併後の会社や商号変更後の会社の略語を用

いることがある。）。 

⑶ 被告ＭＭＫの昭和４７年４月までの商号は三好石綿工業株式会社、同月

から昭和４８年１月までの商号は三菱セメント石綿工業株式会社、同月か20 

ら平成４年１０月までの商号は三菱セメント建材株式会社、同月から平成

２７年１０月までの商号は三菱マテリアル建材株式会社である 弁論の全

趣旨）。 

⑷ 被告ニチアスの昭和５６年までの商号は日本アスベスト株式会社である

 弁論の全趣旨）。 25 

第２ 石綿及び石綿含有建材の概要 
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１ 石綿は、天然に産出される繊維状の無機ケイ酸塩鉱物の総称である。その

種類としてはクリソタイル 白石綿、温石綿）、クロシドライト 青石綿）、

アモサイト 茶石綿、褐石綿）、アンソフィライト 直閃石）、トレモライト

 透閃石）及びアクチノライト 陽起石）がある。石綿は、紡織性、抗張力、

耐熱性等に特長がある。 甲Ａ１〔１７～１８、２２～２３頁〕） 5 

２ 日本における年間石綿輸入量は、昭和２５年以降に年々増加し、昭和４９

年に最高の３５万２０００ｔに達し、その後も増減を繰り返しながら２０万

ｔ以上で推移したが、国の石綿含有率低減化政策等により平成２年以降は急

速に減少し、平成１２年に１０万ｔを下回り、石綿使用がほぼ全面的に禁止

された平成１８年以降はゼロとなった 甲Ａ１〔２５頁〕）。 10 

３ 石綿の主要な用途として、建材である石綿セメント製品がある。石綿セメ

ント製品は板状製品とパイプ状製品に大別され、板状製品は屋根、外壁、軒

天井、内壁、天井、床等に使用され、パイプ状製品は煙突や排気管、上下水

道管等として使用された。石綿の製品における石綿セメント製品 建材製品）

の割合は、昭和５７年には約６８％であり、平成８年には約９３％であった。15 

また、鉄骨造建物の工事においては、躯体となる鉄骨の耐火被覆として石綿

とセメント等を混合して吹き付ける工法が用いられたり、建物内の配管の保

温のために石綿含有保温材が用いられたりすることがあった。（ 甲Ａ１〔２９

～３７頁〕） 

４ 国土交通省及び経済産業省が公表している石綿 アスベスト）含有建材デ20 

ータベース（ 以下、単に「データベース」という。）は、石綿含有建材を次の

とおり分類している 甲Ｃ８〔枝番を含む。以下、同じ。〕、甲Ｃ２５。令和

５年１月２５日のデータベース更新の内容は当裁判所に顕著である。なお、

被告らの中には建材の種類を番号で呼称する者がいるが、本件で提出された

証拠では建材の種類に番号が付されていることは確認できず、データベース25 

更新の際に廃止された可能性がある。）。 
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石綿含有スレートボード・フレキシブル板 以下「フレキ板」という。） 

石綿含有スレートボード・平板 以下「平板」といい、フレキ板及び平板

を包括する建材の種類名として「ボード２種」を用いる。） 

石綿含有スレートボード・軟質板 以下「軟質板」という。） 

石綿含有スレートボード・軟質フレキシブル板 以下「軟質フレキ板」と5 

いう。） 

石綿含有スレートボード・その他 

石綿含有スラグせっこう板 以下「スラグせっこう板」という。） 

石綿含有パルプセメント板 以下「パルプセメント板」という。） 

石綿含有押出成形セメント板 10 

石綿含有けい酸カルシウム板第１種 以下「けいカル板」といい、フレキ

板、平板及びけいカル板を包括する建材の種類名として「ボード３種」を用

いる。） 

石綿含有ロックウール吸音天井板 以下「ロックウール吸音天井板」とい

う。） 15 

石綿含有せっこうボード 以下「せっこうボード」という。） 

石綿含有パーライト板 以下「パーライト板」という。） 

石綿含有その他パネル・ボード 

石綿含有壁紙 

石綿含有ビニル床タイル 20 

石綿含有ビニル床シート 

石綿含有ソフト巾木 

石綿含有住宅屋根用化粧スレート 

石綿含有ルーフイング 

石綿含有窯業系サイディング 25 

石綿含有建材複合金属系サイディング 
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石綿含有スレート波板・大波 

石綿含有スレート波板・小波 

石綿含有スレート波板・その他 

石綿セメント管 

石綿セメント円筒 令和５年１月２５日のデータベース更新後のもの。以5 

下、同更新後のものを単に「石綿セメント円筒」という。） 

石綿ビニル二層管 令和５年１月２５日のデータベース更新後のもの。同

更新前は石綿セメント円筒に含められていた。以下「耐火二層管」という。） 

石綿発泡体 

石綿含有けい酸カルシウム板第２種 以下「けいカル第２種」という。） 10 

吹付け石綿 

石綿含有吹付けロックウール 

湿式石綿含有吹付け材 

第３ 石綿関連疾患の概要 

１ 石綿ばく露の指標 15 

⑴ 石綿ばく露の指標となる医学的所見としては、①胸膜プラーク、②石綿

小体及び石綿繊維、③石綿肺が挙げられ、その概要は以下のとおりである。 

⑵ 胸膜プラーク 

胸膜プラークは、胸膜肥厚斑あるいは限局性胸膜肥厚ともいわれ、石綿

ばく露と極めて関係の深い医学的所見である。現在の日本においては、石20 

綿ばく露によってのみ発生すると考えてよいといわれている。 

胸膜プラークは、石綿ばく露開始直後には認められず、石綿ばく露後少

なくとも１０年以上、おおむね１５～３０年で出現すると考えられている。

経過とともに石灰化するが、ばく露開始から２０年以内に石灰化胸膜プラ

ークが出現することはまれである。 25 

⑶ 石綿小体及び石綿繊維 
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石綿繊維は、他の粉じん粒子とは異なり、吸入された数十μｍ（ マイク

ロメートル）といった比較的長い繊維も直径が極めて細いので、肺胞にま

で到達し、そのまま長期間滞留する。そうした石綿繊維の一部は、表面に

鉄蛋白が付着して亜鈴状になった、いわゆる石綿小体を形成する。 

⑷ 石綿肺 5 

石綿肺は、じん肺の一種であり、石綿粉じんを吸入することによって起

こる肺のびまん性間質性肺線維症である。日本では、胸部エックス線所見

で下肺野の線状影を主とする異常陰影を不整形陰影と定義し、職業上の石

綿ばく露歴があり、じん肺法による胸部エックス線の像の型が第１型以上

のものを石綿肺として、肺機能検査と組み合わせて健康管理の措置を講じ10 

ている。 

したがって、じん肺法で定めるところの石綿肺は、高濃度の石綿ばく露

によって発生する疾患でもあり、同時に、石綿ばく露の重要な医学的所見

の一つでもある。 

 ⑴～⑷につき、乙マ２００５〔３～５頁〕） 15 

２ 石綿関連疾患 

石綿関連疾患としては、①石綿肺、②肺がん、③中皮腫、④びまん性胸膜

肥厚、⑤良性石綿胸水が知られており、このうち②肺がん、④びまん性胸膜

肥厚の概要は以下のとおりである。 

⑴ 肺がん 20 

ア 肺がん 原発性）は、石綿に特異的な疾患である中皮腫と異なり、喫

煙をはじめ、石綿以外に発症原因が多く存在する疾患であり、石綿粉じ

んばく露者の肺がんと石綿粉じんばく露を受けていない者にみられる肺

がんとで臨床像に違いはない。 

肺がん発症における喫煙と石綿の関係は、相加的よりも相乗的に作用25 

すると考えられており、喫煙歴も石綿粉じんばく露歴もない人の発がん
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リスクを１とすると、喫煙歴があり石綿粉じんばく露歴がない人では１

０．８５倍、喫煙歴がなく石綿粉じんばく露歴がある人では５．１７倍、

喫煙歴も石綿粉じんばく露歴もある人では５３．２４倍になると報告さ

れている。 

イ 石綿のばく露量と肺がんの発症率との間には、累積ばく露量が増えれ5 

ば発症リスクが上がるという直線的な量－反応関係があることが判明し

ている。 

石綿肺がんの潜伏期間は、１５～６０年 中央値４３年）とする報告

や、平均３１．８年で、石綿ばく露開始から４０年以上経過して発生す

る事例もあるとする報告などがある。 10 

 ア、イにつき、乙マ２００５〔９～１０頁、１５頁〕） 

⑵ びまん性胸膜肥厚 

びまん性胸膜肥厚とは、胸膜プラークが壁側胸膜の病変であるのに対し、

臓側胸膜 肺側胸膜）の病変であり、壁側胸膜との癒着を伴う。 

石綿肺と同様に、病態は徐々に進行する経過をたどるが、肺がん・中皮15 

腫のように短期間で死に至ることはない。 

 以上につき、乙マ２００５〔２１～２２頁〕） 

第４ アスベスト規制に関する法令の改正経緯等 

 別紙３記載のとおり。 

第３章 争点及び当事者の主張 20 

 本件の争点は、①被告らの警告表示義務の有無、②本件各被災者に対する

被告らの建材現場到達事実の有無 被告らの建材による石綿粉じんへの本件

各被災者のばく露の有無及び石綿関連疾患発症との因果関係）、③被告らの

損害賠償責任の範囲の考慮事情 主に寄与度）及び④本件各被災者の損害額

である。 25 

第１節 被告らの警告表示義務の有無 
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第１ 原告らの主張 

１ 石綿含有建材の危険の認識可能性の有無及び認識可能な時期 

 石綿粉じんの有害性は戦前から指摘されており、昭和４７年頃には石綿粉

じんばく露によって肺がん、中皮腫及びびまん性胸膜肥厚が発症するという

医学的知見が確立し、昭和４９年には一般経済誌においても石綿取扱作業者5 

のじん肺り患状況を紹介する記事が掲載された。 

このような社会状況に鑑みれば、被告らは、遅くとも昭和４９年１月１日

には、石綿含有建材から発生・飛散する石綿粉じんにばく露することによっ

て建設作業従事者が石綿関連疾患にり患する危険を認識することができた。 

２ 警告表示義務の有無及び始期 10 

 製品を製造販売する企業は、製品の使用状況、使用態様等を把握した上で、

製品の使用において発生する危険に関する情報を正しく購入者ないし使用者

に伝達して危険を生じさせない義務を負う。そして、製品の使用者の生命・

身体に危険が生じる可能性がある場合には、同危険を認識次第、直ちに製造

販売する製品に関する警告を表示する義務を負う。 15 

上記１のとおり、被告らにつき、昭和４９年１月１日には石綿含有建材の

危険の認識可能性が認められるから、被告らは、昭和４９年１月１日以降、

後記３及び４の警告表示義務を負っていた。 

３ 警告表示義務の内容 

 被告らは、自社の製造する石綿含有建材に以下の内容の明確かつ具体的な20 

警告表示を行う義務があった。同警告表示は、当該建材又はその最小単位の

包装に印刷又はシールの貼付等によって行うべきである。被告らは、いずれ

も、同警告表示を行っておらず、警告表示義務違反が認められる。 

⑴ 石綿を含有するときはその旨及び量 

⑵ 石綿の危険性 石綿粉じんばく露により石綿肺、肺がん、中皮腫等重篤25 

な疾患を発症する危険があること） 
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⑶ 当該危険を防止するための対策 防じんマスクを着用すること、集じん

機付き工具を使用することなど） 

４ 警告表示義務の相手方 

 被告らは、建物の新築工事及び新たに建材を使用する改修・改築工事の当

該建材を使用した以降の工程の全ての建設作業従事者に対して、警告表示義5 

務を負う。 

当該建材を直接使用する職種以外の建設作業従事者に対しても、警告表示

を直接見る建材の購入者を介して警告表示の内容が伝えられることが想定さ

れている。 

第２ 被告らの主張 10 

１ 石綿含有建材の危険の認識可能性の有無及び認識可能な時期並びに警告表

示義務の始期 

⑴ 石綿含有建材の危険の認識可能性の有無 

 被告らが石綿含有建材を製造販売していた当時は、石綿も適切に管理し

て使用すれば安全であるとの見解が有力であった。被告らに石綿含有建材15 

の危険に係る認識可能性はない。 

 旧労基法及び安衛法等は、使用者及び労働者に対し、呼吸用保護具 防

じんマスク）の備付けないし着用を義務付けていたところ、これらの規定

に反して、防じんマスクが着用されないことを被告らが予見することはで

きない。 20 

⑵ 石綿含有建材の危険を認識可能な時期、警告表示義務の始期 

 仮に、石綿含有建材の危険の認識可能性が認められるとしても、昭和４

０年代中頃までは、石綿粉じんの低濃度ばく露による肺がんの危険の医学

的知見が確立されていたとはいえない。また、昭和４０年代の建設現場に

おいて、吹付作業ではない作業につき許容濃度等を超過する危険な状況に25 

達していることを示す測定結果はなく、電動工具も普及過程にあった。被
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告らが製造する石綿含有建材の中には、電動工具で切断されることを想定

していない製品 けいカル板）もあることを併せ考慮すると、昭和４０年

代において建設作業従事者に石綿粉じんばく露による生命・健康への危険

が生じることを、被告らが具体的に認識できたとはいえない。 

 被告らの警告表示義務の始期は、昭和５３年以降というべきであり、ど5 

れほど早くとも、昭和５０年１０月１日より早くなることはない。 

２ 警告表示義務の内容 

 被告らは、表示方法通達 別紙３の４⑵）において石綿含有建材につき警

告表示をするべき具体的内容が定められていたから、被告らにこれと異なる

警告表示を期待することはできない。私法上の警告表示義務と公法上の警告10 

表示義務は、法的性質は異なるものの、その目的は共通しているところ、国

が定めた表示方法通達に従えば、当該目的を達成できるものと考えられるか

ら、被告らが、表示方法通達に則った警告表示をしていれば私法上の義務た

る警告表示義務を履行できていると判断したこともやむを得ない。被告らは、

表示方法通達と異なる内容の私法上の警告表示義務を負わない。 15 

３ 警告表示義務違反の有無 

 被告らの中には、当時のＪＩＳ規格で原料として石綿を使用することが規

定されていた建材についてはＪＩＳマークを表示することで間接的に石綿含

有建材であることを表示する、「ａ」マーク 日本石綿協会が平成元年７月以

降に導入した、石綿含有量が５％を超える石綿含有建材〔平成７年１月１日20 

以降は石綿含有量が１％を超えるものに対象が拡大された。〕である旨示す

マーク）を付す、取扱い注意事項や加工上の注意事項を記載した書面を製品

に添付するなどしていた者がおり、警告表示義務を履行していたといえる。 

４ 警告表示義務の相手方、対象建材 

 既存の建材を補修・解体する作業の従事者は警告表示義務の相手方に含ま25 

れない。 
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屋外作業の従事者は警告表示義務の相手方に含まれず、屋外作業で使用さ

れる外装材は警告表示義務の対象とはならない。 

二次加工メーカー、プレハブメーカー及び住宅機器メーカー 以下「二次

加工メーカー等」という。）に対して出荷した製品については、当該二次加工

メーカー等が加工するなどして出荷する。二次加工メーカー等による製品の5 

加工後は、一次メーカーの警告表示は消失してしまう可能性があることも踏

まえると、警告表示義務は、二次加工メーカー等が負うものであり、このよ

うな製品は一次メーカーの警告表示義務の対象とはならない。 

第２節 建材現場到達事実の立証方法 

第１ 原告らの主張 10 

１ 総論 

 特定の建材メーカーが警告表示義務に違反して製造販売した石綿含有建材

が特定の被災者の作業する建設現場に相当回数にわたり到達していた事実

 以下「建材現場到達事実」という。）が認められる場合、当該建材メーカー

は、民法７１９条１項後段の類推適用により、当該被災者の石綿関連疾患に15 

よる損害について不法行為責任を負う。 

 建材現場到達事実は、次の各事項を検討・立証することによって推認する

ことができる。 

⑴ データベースに基づき石綿含有建材を分類し、その中から、被災者の職

種、作業内容、作業に従事した期間と建材の製造期間の重なりの程度、作20 

業に従事した主な建物の種類と建材が用いられる建物の種類の重なりの程

度等を踏まえて、石綿粉じんにばく露したことにより当該被災者の石綿関

連疾患の発症に与えた影響が大きい石綿含有建材の種類 以下「主要原因

建材」という。）を選定する。 

⑵ 主要原因建材を製造販売した建材メーカーのうち、建材現場到達事実が25 

認められる建材メーカー 以下「主要原因企業」という。）を選定する。 
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同種の建材の中でのシェアが概ね１０％以上である建材メーカーの建材

は、２０現場で１回以上取り扱う確率は９０％近いものとなるから、被災

者が作業した建設現場に到達した蓋然性は高いといえる。 

⑶ または、被災者等が取り扱った石綿含有建材の名称、製造者等につき具

体的な供述等をする場合には、その供述等により、その被災者が作業した5 

建設現場に到達した石綿含有建材を特定する。 

２ 主要原因建材の特定 

 後記第３節のとおり、被災者ｋの主要原因建材はボード２種、けいカル板

及び耐火二層管であり、原告ｅの主要原因建材はボード２種及びけいカル

板であり、原告ｆの主要原因建材はボード２種、けいカル板及び石綿セメン10 

ト円筒である。 

３ 主要原因企業の特定 シェアの算定） 

原告らは、ボード２種、けいカル板及び耐火二層管の主要原因企業につい

て、シェアにより立証する 石綿セメント円筒の原告ｆに対する主要原因企

業については、原告ｆの供述等により立証する。）。 15 

⑴ ボード２種のシェア 

甲Ｃ５、甲Ｃ６、甲Ｃ１６及び甲Ｃ１９に基づきボード２種のシェアを

算出すると、別紙４の【石綿スレートボード】記載のとおりとなり、被告

Ａ＆ＡＭ及び被告ＭＭＫに１０％以上のシェアが認められる。 

⑵ けいカル板のシェア 20 

甲Ｃ１６、甲Ｃ１７及び甲Ｃ１９に基づきけいカル板の出荷量に基づく

シェアを算出すると、別紙４の【けい酸カルシウム板第一種 内装材）】 出

荷量に基づくシェア）記載のとおりとなり、被告ニチアス、被告Ａ＆ＡＭ

及び被告ＭＭＫに概ね１０％以上のシェアが認められる。 

甲Ｃ１８に基づきけいカル板の生産数量に基づくシェアを算出すると、25 

別紙４の【けい酸カルシウム板第一種 内装材）】 生産数量に基づくシェ
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ア）記載のとおりとなり、被告ニチアス、被告Ａ＆ＡＭ、被告神島化学及

び被告ＭＭＫに概ね１０％以上のシェアが認められる。 

⑶ 耐火二層管のシェア 

甲Ｃ１１及び甲Ｃ１２に基づき耐火二層管のシェアを算出すると、別紙

４の【石綿セメント円筒 耐火被覆塩ビ管）】記載のとおりとなり、被告Ａ5 

＆ＡＭに概ね１０％以上のシェアが認められる。 

⑷ ボード２種とけいカル板とのシェアの合算について 

けいカル板は、耐火性・断熱性に優れていたため耐火間仕切壁にも使用

されていた。この点においてボード２種とは用途が異なり、代替可能な建

材とはいえないから、これらを合算してシェアを算出すべきではない。 10 

仮に、これらを合算するとしても、甲Ｃ１６、甲Ｃ１７及び甲Ｃ１９に

記載された内装材の使用割合に基づき内装材の用途に供されたボード３種

のシェアを算出すると、別紙４の「石綿含有スレートボードとけい酸カル

シウム板第１種の出荷量及び通算シェア」のとおりとなり、被告Ａ＆ＡＭ、

被告ＭＭＫ及び被告ニチアスのシェアは優に１０％を超える。 15 

第２ 被告らの主張 

１ 総論 

 シェアによる確率計算をもって建材現場到達事実を推認する手法は、建設

現場における建材の出現頻度が区々であること、建設作業従事者が無作為に

建設現場を選んでいるわけではないこと等を無視した不合理なものである。20 

かかる手法によって建材現場到達事実が推認できるとは到底いえない。 

シェアによる立証を認めるとしても、シェア２０～２５％を到達の認定の

基準とすべきであり、１０％程度の低率なシェアでは到達は推認されない。 

２ 主要原因建材の特定 けいカル板に関する被告ニチアスの主張） 

被告ニチアスが製造販売するけいカル板の主要な切断方法はカッターでの25 

切断である 乙マ１０２５（〔５、１４頁〕、乙マ１０２９、乙マ１０３１、乙
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マ１０３６等）。切断時、大量の石綿粉じんが発生するとはいえず、被告ニチ

アスが製造販売したけいカル板は主要原因建材となり得ない。 

３ 主要原因企業の特定 

⑴ シェアの認定一般 

 本件各被災者は、いずれも四国内の建設現場で作業しているから、シェ5 

アは、四国内における出荷実績に基づき算定すべきである（ 被告Ａ＆ＡＭ

及び被告神島化学の主張）。 

シェアを算出する際、二次加工メーカー等出荷分、自社施工分、内装用

途以外に使用される出荷分、材工一式方式による出荷分については、シェ

アから除外されるべきである 被告Ａ＆ＡＭの主張）。 10 

 被告Ａ＆ＡＭのシェアの算定において、浅野スレートのシェアとアスク

のシェアは合算すべきでない 被告Ａ＆ＡＭの主張）。 

 石綿含有建材と無石綿化建材 ノンアス建材）は合算して検討すべきで

ある。 

⑵ ボード２種とけいカル板とのシェアの合算について 15 

 ボード２種及びけいカル板は、いずれも防火性・耐火性があり、使用用

途・使用箇所等も類似し、相互に代替性・競合性があるから、合算の上で

シェアを算出すべきである。 

 その他、スラグせっこう板及びせっこうボードの一種である防水ボード

と、ボード３種とはその用途が共通しており、相互に代替可能な建材とい20 

えるから、これらも合算の上シェアを算定すべきである。 

⑶ けいカル板のシェア 

ア 被告Ａ＆ＡＭの主張 

 被告Ａ＆ＡＭは、昭和５３年から昭和５５年までの期間は化粧板のけ

いカル板を製造販売していないため、シェアを算定する際は、これを考25 

慮すべきである。 
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イ 被告ニチアスの主張 

 被告ニチアスのけいカル板の９０％はゼネコンを経由して中高層建築

向けに出荷されており、住宅向けに出荷されたのは１０％に留まる 乙

マ１０３２、乙マ１０３３）。これを基に、被告ニチアスの住宅向けけい

カル板のシェアを算出すると、１０％を下回る。 5 

ウ 被告神島化学の主張 

けいカル板に関する資料 甲Ｃ３、乙シ６等）では、主要メーカーと

して被告神島化学は挙げられていない。被告神島化学が製造販売したけ

いカル板のシェアは１０％を下回る。 

⑷ 耐火二層管のシェア 被告Ａ＆ＡＭの主張） 10 

 耐火二層管は、汚水・雑排水の水管や、病院等の排水管として使用され

ていた 甲Ｃ１１の８頁）ところ、強化プラスチック複合管及びフッ素樹

脂ライディング鋼管と用途が共通している。耐火二層管のシェアは、これ

らの建材と合算すべきである。 

被告Ａ＆ＡＭの四国内における耐火二層管の出荷量は微量とされている15 

ことから分かるとおり 乙キＢ３）、四国内において耐火二層管についての

被告Ａ＆ＡＭの代理店が存在しておらず、販売も行われていなかった。四

国内のシェアは国内シェアと異なる。 

原告ら主張のシェアは、被告Ａ＆ＡＭがＯＥＭ受注していた三菱樹脂社

の販売実績を含めたものである。二次加工メーカー等出荷分と同様、これ20 

らはシェアの算定の際、除外する必要がある。 

第３節 本件各被災者に対する被告らの建材現場到達事実の有無 

第１ 被災者ｋに対する建材現場到達事実 

１ 原告ａｂｃｄの主張 

⑴  作業内容等 25 

 被災者ｋは、昭和４８年５月１日から平成２７年１０月頃までの間、兄
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ｌが営む乙工業に雇用され、配管工として建設現場で作業していた。新築・

改修の現場割合は、新築８割、改修２割程度であった。解体現場はなかっ

た。建物の種類は、大規模建築が９割以上で、建物の構造は、鉄筋コンク

リート造が約８割、鉄骨造が２割弱程度で、木造はほとんどなかった。 

 作業した現場数は、年間平均２５現場であった。 5 

 被災者ｋは、約７割の現場で、壁・天井の開口作業や切断作業のため、

ボード２種及びけいカル板を電動ドリル、電動サンダー、電動丸のこを使

用して穿孔・切断するなどしていた。これらの作業は、いずれも屋内で行

われていた。また、被災者ｋが作業する近くで、大工・内装工等がボード

工事を行うことが多く、この際、ボード２種及びけいカル板を電動丸のこ10 

やカッターで切断していたため、被災者ｋは、これによって生じた石綿粉

じんに間接的にばく露した。 

 被災者ｋは、約４割の現場で、耐火二層管を高速カッターで切断して

雑排水管や汚水管として取り付けていた。この作業も、屋内で行われてい

た。 15 

⑵ 主要原因建材及び主要原因企業 

 上記⑴の事実からすれば、被災者ｋの主要原因建材は、ボード２種、け

いカル板及び耐火二層管である。 

 これらの建材について、高いシェアを有する建材メーカーは上記第２節

第１の３のとおりであるから、ボード２種につき被告Ａ＆ＡＭ及び被告Ｍ20 

ＭＫが、けいカル板につき被告Ａ＆ＡＭ、被告ＭＭＫ、被告ニチアス及び

被告神島化学が、耐火二層管につき被告Ａ＆ＡＭが主要原因企業となる。 

２ 被告らの主張  

⑴ 吹付材が主要原因建材であること 

 被災者ｋは配管工であるから、ボード３種は主要原因建材にならない。25 

被災者ｋは、石綿吹付工事のすぐそばで配管工事を行っていた旨述べてい
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る。ボード３種は吹付材と比べて飛散性が低くばく露量が僅少であるから、

被災者ｋの主要原因建材は吹付材であってボード３種ではない。被災者ｋ

の労災認定も、被災者ｋの主要原因建材が吹付材であるとの前提に立って

いる。石綿を含有した吹付材は平成元年頃まで使用されていた。 

⑵ 被災者ｋがボード３種の開口作業等を行ったのは改築工事であること 5 

被災者ｋは、労災認定の申立ての際に、「配管を修理したり、増設したり

する工事のために、天井や壁の石綿含有けい酸カルシウム板等の建材を切

断・開口する作業」をしたとしており、新築工事の作業ではない。 

⑶ ボード３種に関する間接ばく露の可能性が乏しいこと 

 被災者ｋが作業した建設現場の９割以上は大規模建築であるところ、こ10 

のような建設現場では、ゼネコンの工程管理により多職種が同時並行的に

作業を行う可能性は乏しく、ボード３種から間接的にばく露することは考

えられない。また、大規模建築の建設現場では、ゼネコンが元請となって

おり、防じんマスクが備え付けられていた。 

⑷ ｌ供述の信用性 15 

 ｌの供述は、被災者ｋが死亡してから相当期間が経過した後なされたも

のであるから、その内容の信用性は認められない。 

第２ 原告ｅに対する建材現場到達事実 

１ 原告ｅの主張 

⑴ 作業内容等 20 

 原告ｅは、父による雇用等を経て、昭和５０年頃から平成２９年９月頃

まで、一人親方の大工として建設現場で作業していた。新築・改築の現場

割合は、新築６割、改築４割程度であった。建物の種類は、個人の住宅が

ほとんどで、構造は木造がほとんどだった。 

 原告ｅは、内装工事及び軒天井の施工に関与していた。現場ごとの作業25 

期間は、新築が約６か月、改築が約１～２か月であった。作業日数は年間
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３００日程度であり、現場数は、昭和５０年頃以降の全期間を通じて、新

築現場が７０～８０件程度、改築現場が３００件以上であった。 

 原告ｅは、ボード２種及びけいカル板を主に取り扱い、ボード２種は内

装材として、けいカル板は軒天井として使用し、電動丸のこ、手のこ等を

使用してこれらを切断する、断面をやすりがけする、ボード２種は電動ド5 

ライバーを用いてビス留めする、けいカル板は釘打ちで取り付けるなどの

作業を行っていた。これらの作業はいずれも屋内で行われた。 

⑵ 主要原因建材及び主要原因企業 

 上記⑴の事実からすれば、原告ｅの主要原因建材は、ボード２種及びけ

いカル板となる。これらの建材について高いシェアを有する建材メーカー10 

は上記第２節第１の３のとおりであるから、ボード２種につき被告Ａ＆Ａ

Ｍ及び被告ＭＭＫが、けいカル板につき被告Ａ＆ＡＭ、被告ＭＭＫ、被告

ニチアス及び被告神島化学が主要原因企業となる。 

２ 被告ニチアスの主張 

 原告ｅが作業した建設現場は、個人の住宅ないし木造住宅がほとんどであ15 

った。上記第２節第２の３⑶イのとおり、被告ニチアスのけいカル板の９０％

は中高層建築向けの出荷であるから、原告ｅが作業した建設現場に被告ニチ

アスが製造販売したけいカル板は到達していない。 

第３ 原告ｆに対する建材現場到達事実 

１ 原告ｆの主張 20 

⑴ 作業内容等 

 原告ｆは、昭和４２年頃から平成１２年頃までの間、父の従業員又は一

人親方の左官として建設現場で作業していた。新築・改修 改築）の現場

割合は、新築が１～２割、改修が８～９割であった。建物は、個人の一般

木造住宅が多かったが、学校やビル等の建設現場で作業することもあった。 25 

作業した現場数は、年間３０件ほどであった。 



21 

 原告ｆは、風呂、トイレ、台所、洗面所等の水回りの左官作業を行った

ほか、半分程度の現場では、工程の全部を請け負い、ボード２種及びけい

カル板を電気サンダー及び電動丸のこを使用して切断（・加工して貼ってい

た。この作業は屋内で行われた。工事を大工と共に実施する場合は、ボー

ド２種及びけいカル板の切断は大工が行ったが、その石綿粉じんは同じ現5 

場で作業している原告ｆのところまで飛散し、間接的にばく露した。 

 原告ｆは、年間２０～３０件程度の現場で、風呂釜の煙突、台所のかま

ど煙突、汲み取り式トイレの臭気管等に「アサノ」「アサノパイプ」との記

載のある石綿セメント円筒を設置する際、長さ調節のため電気サンダー等

を用いてこれを切断した。この作業は、屋外ですることもあったが、屋内10 

ですることが多かった。 

⑵ 主要原因建材及び主要原因企業 

 上記⑴の事実からすれば、原告ｆの主要原因建材は、ボード２種、けい

カル板及び石綿セメント円筒である。 

 ボード２種及びけいカル板について、高いシェアを有する建材メーカー15 

は上記第２節第１の３のとおりであるから、ボード２種につき被告Ａ＆Ａ

Ｍ及び被告ＭＭＫが、けいカル板につき被告Ａ＆ＡＭ、被告ＭＭＫ、被告

ニチアス及び被告神島化学が主要原因企業となる。 

 石綿セメント円筒について、「アサノ」「アサノパイプ」との表記からす

れば、原告ｆが取り扱ったのは浅野スレートが製造販売した建材であると20 

いえるから、被告Ａ＆ＡＭが主要原因企業となる。 

⑶ 被告らの主張に対する反論 

被告らは、下記のとおり、原告ｆの主要原因建材がテーリング 混和材）

である旨主張する。しかし、一般木造住宅の建設現場においては、石綿含

有の混和材を使用することはほとんどなく、原告ｆも、モルタルを塗ると25 

きには浅黄土という混和材 甲Ｄ３の５の１～２。石綿を含有しない）を
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使用していた。テーリングが使用される現場への応援に呼ばれたときも、

原告ｆが混練作業をすることはなかった。 

以上より、テーリングは、原告ｆの主要原因建材ではない。 

２ 被告らの主張 

⑴ 原告ｆは主として既存のボード３種の解体・撤去作業に従事したものと5 

考えられ、新たなボード３種の設置作業に従事したとはいえないから、原

告ｆとの関係において、被告らは警告表示義務違反の責任を負わない。 

 左官工については、左官作業で使用するテーリング 混和材）が主要原

因建材となるから、ボード３種は主要原因建材とはならない。 

⑵ 被告Ａ＆ＡＭの主張 10 

「アサノ」「アサノパイプ」と記載のある石綿セメント円筒について、原

告ｆは、昭和５０年代において風呂釜及びかまどの煙突ないし汲み取り式

トイレの臭気管を設置した旨主張するが、同年代には既にガスが普及して

おり、そのような設置工事が行われた可能性は乏しい。 

煙突の設置作業は、いずれも屋外で行われるから、被告Ａ＆ＡＭは警告15 

表示義務を負わない。 

⑶ 被告ニチアスの主張 

 原告ｆが作業した建設現場は一般木造住宅であるから、その９０％が中

高層建築向けに出荷される被告ニチアスの製造販売するけいカル板は、原

告ｆが作業した建設現場に到達していない。 20 

第４節 被告らの損害賠償責任の範囲の考慮事情 

第１ 寄与度総論 

１ 原告らの主張 

 被災者の石綿粉じんへのばく露において、主要原因建材からのばく露量は

圧倒的に多いから、主要原因建材について高いシェアが認められる被告らの25 

寄与度が大きいことは明らかである。事案の性質も踏まえると、寄与度減責
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を認めるべきではない。 

 仮に、寄与度減責を認める場合、減責の程度等は、責任期間内における被

告らの建材からの石綿粉じんばく露量とそれ以外の建材からの石綿粉じんば

く露量との量的関係に基づく減責 いわゆる「横の寄与割合」）、責任期間前

における被災者の石綿粉じんばく露作業歴と責任期間の長短に基づく減責5 

 いわゆる「縦の寄与割合」）、責任期間内における被災者の就労期間の長短

に基づく減責 いわゆる「責任期間修正」）等の観点から検討すべきである。 

 横の寄与割合について、原告らは、本件各被災者の石綿関連疾患への影響

が大きいものを主要原因建材とした上、それらの建材につき高いシェアを有

する被告らを主要原因企業としている。被告らが製造販売した主要原因建材10 

による石綿粉じんばく露量は相当に大きいものと考えられる。横の寄与割合

について、被告らの寄与度が８割を下回ることはない。 

 縦の寄与割合及び責任期間修正については、責任期間内における被災者の

就労期間が石綿関連疾患の発症に十分といえるのであれば、寄与度減責は認

めるべきではない。具体的には、責任期間内における被災者の就労期間が、15 

被災者の石綿関連疾患が肺がん・石綿肺の場合は１０年未満、びまん性胸膜

肥厚の場合は３年未満の場合には、寄与度減責として、１０％の減責がなさ

れるに留まり（ 甲Ｂ２４参照）、これに当たらない場合には寄与度減責を認め

るべきではない。 

２ 被告らの主張 20 

⑴ 寄与度の判断の際には、建設作業従事者を雇用する事業者の安全配慮義

務違反、国の規制権限不行使、二次加工メーカー等の警告表示義務違反等

の責任を考慮すべきである。 

主要原因建材以外の石綿含有建材や主要原因企業以外の企業が製造した

主要原因建材による石綿粉じんばく露による寄与、責任期間前の石綿粉じ25 

んばく露による寄与、解体作業や屋外作業による石綿粉じんばく露による
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寄与、間接ばく露による寄与、被告らの責任期間の長短による修正等を踏

まえると、被告らの寄与度は小さい。 

⑵ 被告ＭＭＫの主張 

被告ＭＭＫの責任期間は、警告表示義務の始期である昭和５０年４月か

ら、原告らによるシェアの立証の終期である昭和５３年までの３年９か月5 

間であるから、これを前提に被告ＭＭＫの寄与度は算定すべきである。 

第２ 本件各被災者の石綿関連疾患発症に対する被告らの寄与度 

１ 被災者ｋ 

⑴ 原告ａｂｃｄの主張 

 上記第１の１のとおり、横の寄与割合における被告らの寄与度は、８０％10 

を下回ることはない。 

 被災者ｋは、被告らの責任期間において肺がんの発症に十分な期間であ

る１０年以上にわたって石綿粉じんばく露作業に従事しているから、縦の

寄与割合及び責任期間修正に基づく寄与度減責は認められない。 

以上より、被災者ｋにつき、寄与度減責を認めるとしても、被告らの寄15 

与度は８０％を下回らない。 

⑵ 被告らの主張 

ア 被災者ｋが修理や撤去などの作業に従事していたこと、石綿吹付現場

で作業することもあったこと、古くなった石綿含有保温材を剥がすなど

主要原因建材以外の石綿含有建材を扱っていたこと、被災者ｋは配管工20 

であり、大工と比べてボード３種を取り扱う機会は少なかったこと、責

任期間外の石綿粉じんばく露も相当量認められること等を踏まえ、相応

の寄与度減責がなされるべきである。 

イ 被告Ａ＆ＡＭの主張 

 被告Ａ＆ＡＭが耐火二層管たる浅野耐火パイプを製造していたのは昭25 

和５７年から昭和６３年のわずか６年間であり、被災者ｋの就労期間の
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７分の１に留まる。 

２ 原告ｅ 

⑴ 原告ｅの主張 

 上記第１の１のとおり、横の寄与割合における被告らの寄与度は、８０％

を下回ることはない。 5 

 原告ｅは、被告らの責任期間においてびまん性胸膜肥厚の発症に十分な

期間である３年以上にわたって石綿粉じんばく露作業に従事しているから、

縦の寄与割合及び責任期間修正に基づく寄与度減責は認められない。 

以上より、原告ｅにつき、寄与度減責を認めるとしても、被告らの寄与

度は８０％を下回らない。 10 

⑵ 被告らの主張 

 原告ｅが解体作業・屋外作業に従事していたこと、外装材、サイディン

グ等の切断・加工・撤去作業に従事するなど主要原因建材以外の石綿含有

建材を多数扱っていたこと、責任期間外の石綿粉じんばく露も相当量認め

られること、石綿粉じんばく露量のうち半分は間接ばく露であること等も15 

踏まえ、相応の寄与度減責がなされるべきである。 

３ 原告ｆ 

⑴ 原告ｆの主張 

 上記第１の１のとおり、横の寄与割合における被告らの寄与度は、８０％

を下回ることはない。 20 

 原告ｆは、被告らの責任期間において肺がんの発症に十分な期間である

１０年以上にわたって石綿粉じんばく露作業に従事しているから、縦の寄

与割合及び責任期間修正に基づく寄与度減責は認められない。 

以上より、原告ｆにつき、寄与度減責を認めるとしても、被告らの寄与

度が８０％を下回ることはない。 25 

⑵ 被告らの主張 
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 原告ｆが、解体作業・屋外作業に従事していたこと、改築工事の際に石

綿含有建材を撤去・解体する作業に従事していたこと、テーリング剤を使

用する作業等に従事するなど主要原因建材以外の石綿含有建材を扱ってい

たこと、原告ｆは左官であり、大工と比べてボード３種を取り扱う機会は

少なかったこと、責任期間外の石綿粉じんばく露も相当量認められること5 

等を踏まえ、相応の寄与度減責がなされるべきである。 

第３ 喫煙歴の考慮 

１ 被告らの主張 

 本件各被災者はいずれも喫煙歴があり、それが各疾患に寄与したといえる

から、民法７２２条２項類推適用により、損害額を減額すべきである。肺が10 

んを発症した被災者ｋ及び原告ｆについては、喫煙指数による肺がんの発症

リスクの増加倍率を考慮して、被災者ｋについては肺がんとの因果関係を否

定し、少なくとも両名について大幅な減額を行うべきである。喫煙を原因と

する肺気腫の影響が認められる場合は喫煙歴による損害への影響を具体的に

判断することが可能である。 15 

２ 原告らの主張 

 喫煙によって肺がんを発症するか否かは個人差が大きい。本件各被災者に

喫煙習慣があったことをもって損害額を減額するのは相当ではない。 

第５節 本件各被災者の損害額 

１ 原告らの主張 20 

 本件各被災者は、被告らが製造販売した石綿含有建材から発生した石綿粉

じんにばく露し、石綿関連疾患を発症した。その慰謝料額は２６００万円で

ある。弁護士費用についても、同金額の１割の限度で被告らの警告表示義務

違反と相当因果関係のある損害として認められる。 

２ 被告らの主張 25 

争う。 
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第４章 当裁判所の判断 

第１節 被告らの警告表示義務の有無 

第１ 認定事実 

後掲各証拠及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実が認められる。 

１ 石綿関連疾患に係る医学的知見の集積状況等 5 

⑴ 労働省は、労働衛生試験研究として、昭和３１年度から昭和３４年度ま

で、石綿肺等のじん肺に関する研究を専門家に委託した。昭和３１年度及

び昭和３２年度には、「石綿肺の診断基準に関する研究」が行われ、石綿粉

じんの分析、石綿工場の粉じん濃度の測定、石綿工場における労働者に対

する検診の実施、石綿肺の各種検査、解剖による病理組織学的研究等が行10 

われた。これらの調査研究により、石綿肺のり患の実態、臨床像、石綿粉

じんばく露との因果関係等が明らかにされた。 甲Ａ１９、甲Ａ３０〔１４

～２４頁〕） 

⑵ セリコフらは、１９６４年 昭和３９年）、アメリカ医学会誌 ＪＡＭＡ）

に調査結果を発表した。同調査結果では、１９４３年 昭和１８年）以前15 

に石綿断熱作業に就業した６３２人について１９６２年 昭和３７年）ま

でに死亡した２５５人のうち、４５人が肺又は胸膜等のがんにより死亡し

ており、４人が中皮腫により死亡しており ３人は胸膜中皮腫、１人は腹

膜中皮腫）、まれな腫瘍である中皮腫の発症率としては非常に高いこと等が

報告された。 甲Ａ３５〔１４３頁〕）。 20 

⑶ 労働省労働基準局長は、昭和４６年１月５日付けで、「石綿取扱い事業場

の環境改善等について」と題する通達 同日基発１号）を発出し、その中

で、「最近、石綿粉じんを大量に吸入するときは、石綿肺をおこすほか、肺

がんを発生することもあることが判明し、また、特殊な石綿によって胸膜

などに中皮腫という悪性腫瘍が発生するとの説も生まれてきた。」と指摘し25 

た 乙マ１０６３）。 
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⑷ 国立療養所近畿中央病院院長の瀬良好澄は、昭和４６年９月頃、雑誌「労

働の科学」２６巻９号において、「石綿作業と肺疾患」と題する論文を発表

した。同論文では、石綿と肺がんの発症との間に因果関係があることにつ

いては今や異論のないところであるとされ、石綿吹付作業に従事した３９

名中６名に石綿肺を認めたこと等から吹付作業については強力な予防指導5 

を要すると思われるなどとされている。 甲Ａ２７〔４、６頁〕） 

 労働省労働衛生研究所の松下秀鶴及び河合清之は、昭和４６年９月頃、

雑誌「労働の科学」２６巻９号において、「アスベストの発がん性」と題す

る論文を発表した。同論文では、石綿ばく露と中皮腫の関係について強い

関心が寄せられるようになったのは１９６０年 昭和３５年）のワグナー10 

らの報告以来であり、この報告以後、胸膜及び腹膜の中皮腫に関する疫学

的研究が、英国、南アフリカ、米国、カナダ、イタリア、ドイツ等から次々

と発表され、その研究結果からは、比較的低濃度の石綿ばく露であっても、

長い年月を経れば十分に中皮腫が発症する危険があるなどとされている。

また、同論文では、石綿に発がん性があるということは、疫学的にも実験15 

腫瘍学的にも、まず疑う余地はないように思われるなどとされている。 甲

Ａ２７〔１７、１８、２０頁〕） 

⑸ セリコフらが１９７２年 昭和４７年）に行った報告では、米国及びカ

ナダの断熱作業労働者等について行った調査の結果、肺がんによる死亡は

ばく露開始後１５～１９年で有意に増加し、肺がんによる死亡者数が最も20 

多いのはばく露開始後３０～３９年及びそれ以降であり、ばく露開始から

少なくとも４０年間観察しないと石綿ばく露による影響を十分に評価する

のは困難であるとされている。 

労働省労働衛生研究所の坂部弘之は、昭和４８年３月以降に、「昭和４７

年度環境庁公害研究委託費によるアスベストの生体影響に関する研究報告」25 

において、上記報告を紹介した。 
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 以上につき、甲Ａ３４〔６２～６５頁、紹介時期につき１１９頁〕） 

⑹ １９７２年 昭和４７年）１月に開催された国際労働機関 ＩＬＯ）の

「職業がんについての専門家会議」は、石綿は職業がんの危険性がある物

質であると指摘した 甲Ａ２９の２〔９頁〕）。 

⑺ 世界保健機関 ＷＨＯ）の付属機関である国際がん研究機関 ＩＡＲＣ）5 

は、１９７２年 昭和４７年）１０月、石綿の生物学的影響に関して討議

を行った。その結果の報告では、商業用の主要な種類の石綿は、全て肺が

んを引き起こし得るとされ、アンソフィライトを除く商業用の全ての種類

の石綿が中皮腫を引き起こし得るエビデンスが得られている、中皮腫を引

き起こす危険は石綿の種類によって大きな相違があり、クロシドライトが10 

最も大きく、アモサイトはこれを下回り、クリソタイルはこれより明らか

に低いとされている。 甲Ａ２９の２〔９頁〕、甲Ａ３２〔１４頁〕、甲Ａ３

４〔１０２～１０３頁〕） 

 労働省労働衛生研究所の坂部弘之は、昭和４８年３月以降に、「昭和４７

年度環境庁公害研究委託費によるアスベストの生体影響に関する研究報告」15 

において、ＩＡＲＣの報告を紹介した 甲Ａ３４）。 

⑻ 労働省労働基準局長は、昭和４８年７月１１日付けで、「特定化学物質等

障害予防規則に係る有害物質 石綿およびコールタール）の作業環境気中

濃度の測定について」と題する通達 同日基発第４０７号。以下「昭和４

８年通達」という。）を発出し、都道府県労働基準局長に対し、指導すべき20 

石綿粉じんの抑制濃度 後記２⑵イ）を指示した。昭和４８年通達では、

通達発出の理由として、最近、石綿が肺がん、中皮腫等の悪性新生物を発

生させることが明らかとなったこと等により、各国の規制においても気中

石綿粉じん濃度を抑制する措置が強化されつつあることが挙げられていた。

 甲Ｂ９） 25 

⑼ 昭和大学医学部助教授山口裕は、昭和４８年、雑誌「労働の科学」２８
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巻２号に掲載された「建設業における労働災害と疾病」において、建設労

働者の職業性疾病の将来の展望として、要旨「近年アスベスト肺、および

アスベストによる呼吸器その他のがん発生が大きな問題となってきた。現

在建設業においては、アスベスト製品の加工使用によるアスベスト発じん

作業が増加している。現在、技能工として盛んにアスベスト粉じんに曝露5 

されている若い労働者の将来に黒い影がさしている」と指摘した 甲Ａ１

８０〔４８頁〕）。 

⑽ 労働省は、昭和５１年、石綿粉じんにばく露することによる肺がん及び

中皮腫の労災認定基準を検討するため、「石綿による健康障害に関する専門

家会議」を設置した。同会議は、産業現場における石綿ばく露の実態、石10 

綿関連疾患の臨床、病理、疫学、環境管理等に関する国内外の文献を幅広

く検討し、昭和５３年９月に報告書をまとめた。同報告書では、石綿ばく

露量が大となるにつれて肺がん発生の超過危険が大きくなる傾向がみられ、

症例としては石綿ばく露歴がおおむね１０年を超える労働者に発生したも

のが多いとされている。また、同報告書では、現時点の知見では、全ての15 

種類の石綿繊維に肺がんの危険性があると考えるのが妥当であるとされ、

中皮腫については、石綿粉じん濃度が低くても発生した例もあり、肺がん

を発生するのに必要なばく露量よりも少量で発生する可能性があるなどと

されている。 甲Ａ４７〔５１頁〕、甲Ａ９３の２〔１７０～１７２頁〕） 

⑾ ＩＬＯは、１９８６年 昭和６１年）６月２４日、クロシドライトの使20 

用及び石綿の吹付作業を原則禁止し、それ以外の石綿の吹付作業以外の使

用は一定の管理を求めることを定める条約を採択した 甲Ａ４７〔４５頁〕）。 

２ 石綿粉じん濃度の規制等 

⑴ア 日本産業衛生学会（ 日本産業衛生協会と表記する書証もある。）は、昭

和４０年、石綿粉じんの許容濃度として、１㎥当たり２ｍｇ 石綿の繊25 

維数に換算すると、１㎤当たり３３本）を勧告した。許容濃度とは、労
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働者が有害物に連日ばく露した場合に、空気中の有害濃度がこの数値以

下であれば、健康に有害な影響がほとんど見られないという濃度であり、

その数値は、感受性が特別に高くない労働者が、１日８時間以内、中等

労働に従事する場合の１日のばく露労働時間内の平均濃度である。 甲Ａ

４７〔２２頁〕、甲Ａ４８） 5 

イ 日本産業衛生学会は、昭和４８年３月、昭和４０年の勧告に示された

石綿粉じんの許容濃度の数値の改訂を行い、クリソタイル、アモサイト、

トレモライト、アンソフィライト及びアクチノライトの気中許容濃度を、

時間荷重平均として、５μｍ 当時の表記はμ（〔ミクロン〕）以上の繊維

で１㎤当たり２本、天井値 いかなる時も１５分間の平均濃度がこの値10 

を超えてはならない数値）として、５μｍ以上の繊維で１㎤当たり１０

本とし、クロシドライトの許容濃度については、これらの濃度をはるか

に下回る必要があるとした。この改訂の理由として、石綿肺のみでなく

肺及び消化器のがん及び中皮腫が注目されるようになり、日本の現行許

容濃度が近年に各国で設定又は改訂された許容濃度と比較すると極めて15 

高い値であること等が挙げられている。 甲Ａ７〔１４１頁〕、甲Ａ２８

〔５３頁〕、甲Ａ３４〔１１９～１２０頁〕、甲Ａ４７〔２２頁〕、甲Ａ９

４〔２９頁〕。なお、改訂時期について、甲Ａ４７は昭和４９年とし、大

阪泉南 １陣）最判も昭和４８年とした原判決の誤記の訂正として昭和

４９年としており、同資料に基づいて判断した可能性がある。しかし、20 

甲Ａ４７は厚生労働省が平成１７年にわずか１か月弱の期間で取りまと

めた調査報告書であり、その一次資料は明らかでない。それ以前に発行

された複数の資料は昭和４８年としており、とりわけ同年３月と明記し

ている甲Ａ３４は昭和４７年度研究委託費による研究報告書で、同年４

月から昭和４８年３月までの研究についての報告書であると考えられる25 

ことを踏まえ、同資料に基づき認定する。） 
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ウ 日本産業衛生学会は、昭和５７年、クロシドライトの許容濃度として、

１㎤当たり０．２本を勧告した 甲Ａ４７〔２４頁〕）。 

エ 日本産業衛生学会は、平成１３年、リスクアセスメントの手法を導入

し、石綿を発がん物質と分類した上、過剰発がん生涯リスクレベル１０

－３、１０－４に対応する評価値として、クリソタイルのみのときは、それ5 

ぞれ１ｍｌ当たり０．１５本、１ｍｌ当たり０．０１５本、クリソタイ

ル以外の石綿繊維を含むときは、それぞれ１ｍｌ当たり０．０３本、１

ｍｌ当たり０．００３本を勧告した 甲Ａ１８３〔７０頁〕）。 

⑵ア 労働大臣は、昭和４６年４月２８日、旧特化則の制定に際し、局所排

気装置の性能要件として、石綿の抑制濃度の規制値を１㎥当たり２ｍｇ10 

と定めた 甲Ａ４７〔２１頁〕）。 

イ 労働省労働基準局長は、昭和４８年７月１１日付けで、昭和４８年通

達を発出し、当面、石綿粉じんの抑制濃度を５μｍ以上の繊維で５本／

㎤と指導することを指示した。これは、当時、石綿について、濃度基準

を医学的に適切であると考えられるようになった繊維数で表示するとと15 

もに、上記１⑻のとおり、石綿が悪性新生物を発生させるとの知見に基

づき石綿粉じんを抑制する措置を強化するものであった。 甲Ｂ９） 

ウ 労働大臣は、昭和５０年９月３０日、特化則に基づく告示を改正し、

石綿の抑制濃度の規制値を５μｍ以上の繊維で１㎤当たり５本と定めた

 甲Ａ４７〔２２頁〕）。 20 

エ 労働省労働基準局長は、昭和５１年５月２２日付けで、「石綿粉じんに

よる健康障害予防対策の推進について」と題する通達 同日基発第４０

８号）を発出し、最近、１０年を超えて石綿粉じんにばく露した労働者

から肺がん又は中皮腫が多発することが明らかとされ、その対策の強化

が要請されているとして、当面、１㎤当たり２本 クロシドライトにあ25 

っては、１㎤当たり０．２本）以下の環気中粉じん濃度を目途とするよ
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う指導することを指示した 甲Ｂ１４）。 

オ 労働省労働基準局長は、昭和５９年２月１３日付けで、「作業環境の評

価に基づく作業環境管理の推進について」と題する通達 同日基発第６

９号）を発出し、石綿の管理濃度を１㎤当たり２本とした。管理濃度と

は、有害物質に関する作業環境の状態を評価するために、対象となる区5 

域について実施した測定結果から当該区域の作業環境管理の良否を判断

する際の管理区分を決定するための指標である。個々の労働者のばく露

量と対比することを前提として設定されている許容濃度とは異なる考え

方である。 甲Ａ４７〔２３～２４頁〕、甲Ｂ２５〔１９７～１９８頁〕） 

カ 労働大臣は、昭和６３年法律第３７号による安衛法の改正に伴い、管10 

理濃度に基づく作業環境管理が法制化されたことから、同年、石綿の管

理濃度を５μｍ以上の繊維として１㎤当たり２本 クロシドライトにあ

っては、１㎤当たり０．２本）と定めた 甲Ａ４７〔２４～２５頁〕）。 

キ 厚生労働大臣は、平成１６年１０月１日、石綿の管理濃度を５μｍ以

上の繊維として１㎤当たり０．１５本と定めた 甲Ａ４７〔２７頁〕）。 15 

３ 石綿粉じん濃度の測定結果 

⑴ 屋内建設作業に係る測定結果 

労働科学研究所の木村菊二は、昭和４６年、雑誌「労働の科学」２６巻

９号において、「作業現場の石綿粉塵」と題する論文を発表した。同論文

には、石綿板製造工場における石綿板切断に係る石綿粉じん濃度の測定結20 

果が記載されているところ、これによれば、除じん装置がない場合で１０．

８～１６．２本／㎤、除じん装置がある場合で７．４～１０．０本／㎤で

あったとされている。 甲Ａ３８〔２２頁〕） 

また、木村菊二は、昭和５１年、第４９回日本産業衛生学会・第２０回

日本産業医協議会において、「アスベスト粉塵の測定法についての検討」25 

と題する講演を行った。同講演では、最近の数年間に測定を行った作業場
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における石綿粉じん濃度の測定結果が、①電動のこを使用して大型のアス

ベスト板を切断した場合において、吸じん装置作動中は２．８９～２５．

０８本／㎤、吸じん装置休止中は１４７．０３～３９１．５０本／㎤であ

り、②手動のこを使用して小型のアスベスト板を切断した場合において、

０．３１～２．５５本／㎤あるいは０．１１～０．３８本／㎤であったと5 

されている。 甲Ａ１８４〔３７２～３７３頁〕） 

⑵ 屋外建設作業に係る測定結果 

ア 医学博士海老原勇は、平成１９年、「建設作業者の石綿関連疾患－その

爆発的なひろがり－」と題する書籍を出版した。同書籍では、昭和６２

年、屋外の木造住宅の建設現場において、防じん電動丸のこ、電動丸の10 

こ又は手のこを使用して外壁材の切断及び張付けの作業をする者につき

測定時間を１２９～２０３分として石綿粉じんの個人ばく露濃度を測定

した結果は、４件で０．９４～１．５８本／㎤であり、防じん電動丸の

こを使用して外壁材の切断を中心とする作業をする者につき測定時間を

１１～１５分として個人ばく露濃度を測定した結果は、３件で２．３～15 

６．７本／㎤であったとされている。 甲Ａ５３〔４～８頁〕） 

イ 名古屋大学医学部衛生学教室の久永直見らは、昭和６３年、雑誌「労

働衛生」に「アスベストに挑む三管理・環境管理と作業管理－建築業の

現場を中心に－」と題する論文を発表した。同論文では、同年、屋根葺

き用石綿スレートによる屋根葺き作業をする者につき測定時間を１１５20 

分としてその者の鼻先で気中石綿粉じん濃度を測定した結果は、０．１

３本／㎤であったとされている。 甲Ａ５１〔２８頁〕） 

久永直見らは、平成元年科研費 科学研究費助成事業）による研究と

して、「建築業における石綿粉塵曝露とその健康影響に関する研究」を行

い、その概要として、建築現場１９箇所で８５名の作業者の鼻先の気中25 

石綿粉じん濃度を光顕法 ４００倍）により測定したところ、屋外での
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作業では０．０１～１．２本／㎤の石綿粉じんを検出し、うち９箇所２

７名の作業者の鼻先の気中石綿粉じん濃度を分析電顕法 １万倍）で測

定したところ、屋外での作業では０．０６～２．２５本／㎤の石綿粉じ

んを検出した旨報告した 甲Ａ５２）。 

ウ 建設業労働災害防止協会は、平成９年に「改訂 石綿含有建築材料の5 

施工における作業マニュアル－石綿粉じんばく露防止のために－」を出

版した 初版は平成４年）。このマニュアルでは、昭和６２年から昭和６

３年にかけての測定結果として、屋外で除じん装置の付いていない電動

丸のこ又はバンドソーを使用してスレート等の切断、葺上げ、張付け等

の作業をする者につき採取時間を３２～１８０分として石綿粉じんの個10 

人ばく露濃度を測定した結果は、１４件で０．０１～０．３１本／㎤（ う

ち０．１５本／㎤以上のものは５件）であったとされ、昭和６２年の測

定結果として、屋外で除じん装置付き電動丸のこを使用して押出成形板

の切断、葺上げ、張付け等の作業をする者につき採取時間を１５～２３

０分として石綿粉じんの個人ばく露濃度を測定した結果は、１０件で０．15 

００２～０．０９１本／㎤であったとされている。上記マニュアルには、

屋外での石綿含有建材の切断作業に際しては、大気の拡散効果により、

除じん装置を使用していなくても、風向き、天候によっては石綿粉じん

の管理濃度の５分の１以下となり、作業者に対してはばく露抑制となっ

ている旨が記載されている。 甲Ａ４６〔３１、３６、３７頁〕） 20 

４ 電動工具の普及状況及び防じんマスクの着用状況 

⑴ 電動工具の普及状況 

電動丸のこ、電動グラインダ、電動ドリル等の電動工具で建材を加工す

る場合、手工具で加工する場合に比して多量の粉じんが発散する。機械統

計年報によれば、日本における電動工具（ 電動のこぎり、電動グラインダ、25 

電動ドリル以外の電動工具を含む。）の年間販売台数は、昭和４１年に１０
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０万台、昭和４４年に２００万台、昭和４８年に３００万台、昭和５２年

に５００万台、昭和５５年に７００万台、昭和５９年に１０００万台まで

増加し、その後も平成８年まで１０００万台以上の販売台数を維持した。

 甲Ａ４５の１～４５の１０、弁論の全趣旨）。 

⑵ 防じんマスクの着用状況 5 

昭和６０年～昭和６３年頃の石綿粉じんが生じる建設現場においても、

大半の労働者は防じんマスクを着用していなかった 甲Ａ５１〔３０頁〕、

甲Ａ６３〔９頁〕、弁論の全趣旨）。 

５ 建設現場における石綿粉じんの発散 

 木造建物の新築・改築 改修）工事において、大工や内装工等が新たな石10 

綿含有建材の切断、穿孔、やすりがけ、釘打ち等の作業をする際に、石綿粉

じんが発散した。左官工が石綿を含有するモルタル混和材等を現場で練り上

げる場合には、石綿粉じんが発散した。設備工事においても、電工や配管工

等が新たに取り付けられた石綿を含有するボード等に穴を開ける際に、石綿

粉じんが発散した。 15 

鉄骨造建物や鉄筋コンクリート造建物の新築・改築 改修）工事において

も、木造建物の場合と同様に石綿粉じんが発散するほか、吹付工が石綿含有

吹付材を吹き付ける際に多量の石綿粉じんが発散し、大工、内装工、電工や

配管工等が吹付材を削る際にも石綿粉じんが発散した。 

 建物の改築 改修）工事においては、既存の石綿含有建材を修繕又は解体20 

 撤去）したり、作業のために既存の石綿含有建材に穴を開けたり削ったり

する際にも、石綿粉じんが発散した。 

 建物の解体工事において、既存の石綿含有建材を解体 撤去）する際に、

石綿粉じんが発散した。 

建設作業従事者は、自らが行った作業により発散した石綿粉じんに直接的25 

にばく露することがあったほか、同じ建設現場で他の者が行った作業によっ
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て発散した石綿粉じんに間接的にばく露することもあった。 

 以上につき、弁論の全趣旨） 

第２ 被告らの石綿含有建材の危険の認識可能性の有無及び認識可能な時期 

１ 屋内建設作業従事者との関係における認識可能性 

⑴ 認識可能性の有無及び認識可能な時期 5 

 上記認定事実によれば、昭和３１年度及び昭和３２年度の「石綿肺の診

断基準に関する研究」が報告された頃には、石綿粉じんにばく露すること

と石綿肺の発症との関連性に関する医学的知見が確立されたということが

でき、昭和４７年には、石綿粉じんにばく露することと肺がん及び中皮腫

の発症との関連性並びにそのばく露による肺がん及び中皮腫が潜伏期間の10 

長い遅発性の疾患であることが明らかとなっていた。 

また、日本産業衛生学会は、昭和４８年に、各国の許容濃度の数値等を

踏まえ、石綿粉じんの許容濃度を従前よりも大幅に厳格化し、国も、同年

に、石綿が肺がん・中皮腫等の悪性新生物を発生させることが明らかとな

ったこと等を理由として、石綿粉じんの抑制濃度に関する指導を大幅に強15 

化した 昭和４８年通達）。 

石綿の輸入量は昭和４０年代に大幅に増加し、石綿含有建材は石綿の主

要な用途であって、多量の粉じんを発散する電動工具の普及とあいまって、

屋内の建設現場は石綿粉じんにばく露する危険の高い作業環境にあったに

もかかわらず、大半の労働者は、石綿含有建材の危険について十分な認識20 

を有しておらず、防じんマスクを着用していなかった。昭和４８年当時、

屋内建設作業従事者は昭和４８年通達の抑制濃度を上回る濃度の石綿粉じ

んにさらされることがあり、特に吸じん装置のない電動工具を使用した場

合の濃度は極めて高く、屋内建設作業従事者には石綿含有建材から発散さ

れる石綿粉じんにばく露することにより石綿関連疾患にり患する危険が生25 

じていたと認められる。 
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被告らは、石綿含有建材を製造販売するのであるから、当然に石綿含有

建材の使用の実態や石綿粉じん濃度の規制の内容を把握してしかるべきで

あり、遅くとも昭和４８年通達が発出された頃には、その発出の理由とな

った医学的知見の集積についても把握することができたというべきである。 

以上の諸点に照らすと、被告らは、昭和４８年中には、自らの製造販売5 

する石綿含有建材を使用する屋内建設作業従事者に石綿関連疾患にり患す

る危険が生じていることを認識することができたと認めるのが相当である。 

⑵ 被告らの主張について 

ア 昭和４０年代における認識可能性の有無 

 被告らの中には、昭和４０年代において、石綿含有建材の加工作業に10 

危険が伴うことを示す石綿粉じん濃度の測定結果はないこと、同年代は

電動工具が未だ普及過程にあること、被告らが製造する石綿含有建材の

中には、けいカル板等の電動工具で切断されることを想定していないも

のがあること等を主張する者がいる。 

しかし、石綿粉じんへのばく露に関する医学的知見の集積や規制の状15 

況に照らして、昭和４８年中には被告らの石綿含有建材の危険の認識可

能性が認められることは上記⑴のとおりである。石綿含有建材を製造販

売していた被告らは、石綿含有建材が使用される建設現場の建設作業従

事者がばく露する石綿粉じん濃度を自ら調査し、又は調査を委託するこ

とが容易であったと考えられるから、このような調査の結果が昭和４８20 

年頃までに公表されていなかったとしても、石綿含有建材の危険につい

ての被告らの認識可能性を否定する理由とはならない。 

電動工具の出荷台数 甲４５の２～４によれば、昭和３９年から昭和

４８年までの１０年間の累計は１８００万台を超える。）も踏まえると、

被告らは、昭和４８年頃の時点で、石綿含有建材の切断等に電動工具が25 

使用される可能性を認識できたといえる。そして、このように電動工具
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が相当程度普及していたことに鑑みると、電動工具を使用しなくても切

断等が可能な石綿含有建材であるけいカル板等の切断等についても、電

動工具が使用されることは多くなっており、被告らにおいてもこれを認

識することができたと認めるのが相当である。被告らの建材の使用態様

に係る意図・認識が建設現場における使用状況等と異なっていたとして5 

も、結論が左右されるものではない。 

イ 防じんマスク着用状況の認識可能性 

 被告らの中には、防じんマスクの備付けないし着用は法令によって義

務付けられており、かかる義務が履行されないことを被告らが認識する

ことはできない旨主張する者がいる。 10 

しかし、労働者の呼吸用保護具の使用義務を定めた旧安衛則は昭和４

７年に廃止され、昭和４８年当時施行されていた旧特化則及び安衛則は、

使用者ないし事業者が呼吸用保護具を備え付ける義務を定めていたのみ

で、労働者が呼吸用保護具を着用する義務や使用者ないし事業者が労働

者に呼吸用保護具を着用させる義務を定めていたものではないから、大15 

半の屋内建設作業従事者が防じんマスクを着用していなかった状況は法

令に反する状態であったとはいえない。 

 そして、被告らにおいて、石綿含有建材の危険についての警告を行っ

ていなかったにもかかわらず、屋内建設作業従事者が石綿含有建材の危

険を認識して防じんマスクを使用していると信じることがやむを得なか20 

った事情は見当たらない。被告らが建設現場における防じんマスクの着

用状況を具体的に認識していなかったとしても、石綿含有建材の危険に

ついての被告らの認識可能性を否定する事情にはならない。 

なお、石綿含有建材を製造販売していた被告らは、石綿含有建材の使

用態様や需要等の建設現場における実情を踏まえて石綿含有建材の製造25 

販売に取り組んでいたと考えるのが自然であり、建設現場における防じ
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んマスクの着用状況についても把握することが困難であったとも考え難

い。 

２ 屋外建設作業従事者との関係における認識可能性 

 石綿粉じん濃度の測定結果 上記第１の３）によれば、屋外建設作業でば

く露する粉じん濃度は、全体として屋内建設作業に係る建設現場の粉じん濃5 

度の測定結果を大きく下回っており、平成１６年１０月１日以降の管理濃度

をも下回ることがあったもので、屋外建設作業に従事する者が、屋内建設作

業従事者のような高濃度の石綿粉じんにばく露するとは認められない。した

がって、平成１８年の安衛令改正により石綿含有建材の製造販売がほぼ終了

するまでの期間を通じて、被告らは、屋外建設現場における建設作業従事者10 

が石綿含有建材から発散された石綿粉じんにばく露することにより石綿関連

疾患にり患する危険があることを具体的に認識できたとはいえない。 平成

１５年当時の認識可能性につき京都１陣最判、平成２年当時の認識可能性に

つき大阪１陣最判各参照） 

第３ 被告らの警告表示義務の有無、始期、内容 15 

１ 警告表示義務の有無、内容 

⑴ 警告表示義務の有無 

 石綿含有建材は、切断や加工等の際に石綿粉じんを発散し、石綿粉じん

にばく露した者が石綿関連疾患にり患する危険のある製品であるから、こ

れらを製造販売をしていた被告らにおいて、建設作業従事者に対する上記20 

危険を具体的に認識することができた場合には、建設作業従事者の生命・

身体・健康という重要な法益への侵害を防止するために、建設作業従事者

に対し、その製造販売する石綿含有建材に内在する危険の内容及び回避手

段について警告すべき義務を負うものというべきである。 

⑵ 警告表示義務の内容 25 

ア 警告表示義務の内容 
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石綿含有建材の流通形態等を踏まえれば、警告の具体的な方法として

は、①建材に石綿が含有されていること、②石綿粉じんを吸引すると石

綿肺、肺がん、中皮腫等の重篤な石綿関連疾患を発症する危険があるこ

と、③上記危険を回避するために、当該建材を取り扱う者やその周辺の

者は適切な防じんマスクを着用する必要があること等を、当該建材に明5 

確かつ具体的に表示することが要求され、当該建材を取り扱う建設作業

従事者の目に確実に触れるように、個々の建材自体 又はその最小単位

の包装）にラベルを貼付すること等により表示する義務を負うものとい

うべきである。 

イ 表示方法通達について 10 

被告らの中には、警告表示義務を負うとしても、表示方法通達を上回

る内容の警告表示義務は認められず、そう判断したこともやむを得ない

旨主張する者がいる。 

しかし、被告らは、その使用により石綿関連疾患にり患する危険のあ

る製品を製造販売するのであるから、当然に自らの責任においてその危15 

険を回避すべき措置を講ずるべきものであり、法令等による規制の存否・

規制内容が講ずるべき措置の内容を検討する上での考慮要素となるとし

ても、法令等による規制を満たしていれば十分な措置を講じたものとい

えるものではない。当時の表示方法通達の内容は石綿含有建材の使用に

より石綿関連疾患にり患する危険を回避するのに十分なものではなかっ20 

たというべきであるから、表示方法通達の内容に関わらず、上記アの警

告表示を行う義務が認められる。 

また、被告らが負う警告表示義務は、石綿含有建材を取り扱う者の生

命・身体の安全に直接影響するものであり、その履行に際しては細心の

注意を払う必要があることも踏まえると、被告らが表示方法通達に則っ25 

た表示をしていれば同義務を履行できていると判断したことがやむを得
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ないと評価することはできない。 

ウ ＪＩＳマーク及び「ａ」マーク等について 

 被告らの中には、自社の製造販売した石綿含有建材にＪＩＳマークな

いし「ａ」マークを付すことで警告表示を行った旨主張する者がいる。

しかし、ＪＩＳマーク及び「ａ」マークは、当該建材に石綿が含有され5 

ている事実を示すのみであって、石綿関連疾患を発症する危険があるこ

とやその回避手段等を表示するものではないから、警告表示の内容とし

ては不十分である。 

 被告らの中には、取扱い注意事項や、加工上の注意事項等を記載した

書面を添付していた旨主張する者もいるが、これを裏付ける客観的な証10 

拠は提出されていない。また、当該被告は当該書面には必要に応じ防じ

んマスクを着用すべき旨が記載されていた旨主張しており、その主張を

前提としても、防じんマスクの着用の必要性が明確に記載されていたと

はいえない。 

２ 警告表示義務の始期 15 

 上記第２の１⑴のとおり、石綿含有建材を製造販売していた被告らは、昭

和４８年中には、屋内建設現場における建設作業従事者が、自らの製造販売

する石綿含有建材から発散される石綿粉じんにばく露し、石綿関連疾患にり

患する危険を具体的に認識することができた。石綿関連疾患が及ぼす生命・

身体への影響の大きさに照らせば、被告らが石綿含有建材に起因して石綿関20 

連疾患にり患する危険を具体的に認識できた以上は、上記１⑵アの警告表示

を迅速に行う必要性が高いというべきである。被告らが上記１⑵アの警告表

示を行うことは、何ら他人の利益を害したり行動を制約するものではないか

ら、警告表示を行うに当たって石綿含有建材の上記危険の詳細に関する調査

等を行う必要性があったとはいえない。また、上記１⑵アの警告表示の態様25 

に照らすと、警告表示を行うのに長期の準備期間を要するともいえない。こ



43 

れらの事情からすると、被告らは、昭和４９年１月１日には、屋内建設現場

における建設作業従事者との関係で、警告表示義務を負担することになった

というべきである。 

なお、被告らの中には最高裁が警告表示義務の始期についての判断を示し

た旨主張する者がいるが、吹付作業以外の屋内建設作業従事者に対する警告5 

表示義務の始期について、京都１陣最判及び北海道１陣最決は昭和４９年１

月１日とする原判決の、大阪１陣最判、神奈川２陣最判及び九州１陣最決は

昭和５０年１月１日とする原判決の、神奈川１陣最判は昭和５０年４月１日

とする原判決の、各判断の当否に踏み込んだ判断を示していない。 

３ 警告表示義務の相手方、対象建材 10 

⑴ 後続作業者及び周辺作業者 

上記第１の５のとおり、屋内建設現場においては、石綿含有建材を最初

に直接取り扱う者が切断や加工等により石綿粉じんを発散させてばく露す

るほか、石綿含有建材が一旦設置されるなどした後の工程において、当該

建材に配線や配管のため穴を開ける作業等を実施する者が石綿粉じんを発15 

散させてばく露することや、石綿粉じんの発散を伴う作業の周辺でその作

業と並行して又はその作業が行われた後に他の作業等 現場の清掃等を含

む。）を実施する者が発散された石綿に間接的にばく露することがある。石

綿含有建材を製造販売する被告らにおいても、このような屋内建設現場に

おける作業実態を認識することができなかったとは考え難い。このような20 

後続作業者及び周辺作業者は、石綿含有建材に施された警告表示を直接に

視認できない場合があると考えられるが、石綿含有建材に警告表示が施さ

れていれば、これを視認した者から同一の建設現場で作業する者らに警告

表示の内容が伝達されることが期待できる。したがって、被告らは、自ら

が製造販売した石綿含有建材を最初に取り扱う者のみならず、同一の建設25 

現場における後続作業者及び周辺作業者に対する関係においても警告表示
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義務を負うものと認めるのが相当である。 

⑵ 建物の改築 改修）・解体工事の作業従事者 

上記第１の５のとおり、建物の改築 改修）（・解体工事においては、既存

の石綿含有建材の加工や解体 撤去）等の作業をする際に石綿粉じんを発

散させてばく露することがある。上記作業に従事する者への警告表示につ5 

いては、最初に当該建材を取り扱った建設現場で作業した者からの伝達は

期待し難いし、石綿含有建材の種類によっては建材自体に警告表示を施す

ことが困難な場合があるほか、建材自体又はその周辺に警告表示を施した

としても、加工や経年劣化等により警告情報の判読が困難な状態となるこ

とも想定でき、被告らが石綿含有建材を製造販売するに当たり、実効性等10 

の高い警告表示の方法があったとはいえない。加えて、被告らは、その製

造販売した石綿含有建材が使用された建物の改築 改修）・解体工事に関与

し得る立場にないことにも鑑みると、建物の改築 改修）・解体工事におけ

る上記作業は、工事を実施する事業者等において、当該建物の工事の時点

での状況等を踏まえ、あらかじめ職業上の知見等に基づき安全性を確保す15 

るための調査をした上で必要な対策をとって行われるべきものということ

ができる。したがって、被告らが、建物の改築（ 改修）・解体工事において

既存の石綿含有建材の加工や解体 撤去）等の作業を行う者に対して、警

告表示義務を負っていたということはできない。（ 解体工事の解体作業従事

者につき、神奈川２陣最判参照） 20 

なお、建物の改築 改修）工事において、新たな石綿含有建材が使用さ

れる場合には、当該建材を製造販売した被告らは、その建設現場で当該建

材を取り扱う者及び周辺作業者に対して、警告表示義務を負うものといえ

る。 

⑶ 二次加工メーカー等への出荷建材 25 

 被告らの中には、二次加工メーカー等に対して出荷した建材に係る警告
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表示義務は当該二次加工メーカー等が負うべきものであり、被告らは同義

務を負わないと主張する者がいる。しかし、一次メーカーと二次加工メー

カー等はいずれもその使用により石綿関連疾患にり患する危険のある製品

を製造販売する者であるから、それぞれが警告表示義務を負うと解するの

が相当であり、二次加工メーカー等が警告表示義務を負っているからとい5 

って、一次メーカーの警告表示義務を否定する理由にはならない。被告ら

の中には、一次メーカーが警告表示を施しても二次加工メーカー等の加工

によって消失する旨主張する者もいるが、一次メーカーが警告表示を施す

態様によっては二次加工メーカー等の加工にかかわらず残存して建設作業

従事者が認識できる場合もあると考えられるし、一次メーカーが施した警10 

告表示が二次加工メーカー等の加工によって消失する場合であっても、一

次メーカーが警告表示を施していれば、これを契機として二次加工メーカ

ー等が警告表示を施すことも期待できたといえる。したがって、二次加工

メーカー等に対して出荷した建材についても、被告らの警告表示義務が認

められる。 15 

⑷ もっぱら屋外建設作業で使用される建材 

上記第２の２のとおり、被告らは、屋外建設現場における建設作業従事

者との関係で、石綿含有建材から発散された石綿粉じんにばく露すること

により石綿関連疾患にり患する危険があることを具体的に認識できたとは

いえない。したがって、もっぱら屋外建設作業で使用される建材について20 

は、被告らが警告表示義務を負っていたとは認められない。 

４ 小括 

被告らは、昭和４９年１月１日以降、石綿含有建材 もっぱら屋外建設作

業で使用される建材を除く。）を製造販売する際に上記１⑵アの警告表示を

行う義務を負っていたにもかかわらず、その製造販売の終了に至るまで警告25 

表示義務を履行していなかったもので、被告らが製造販売した石綿含有建材
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 もっぱら屋外建設作業で使用される建材を除く。）が到達した建設現場に

おいて当該建材から発散された石綿粉じんに直接的又は間接的にばく露した

屋内建設作業従事者との関係で、警告表示義務違反が認められる。 

第２節 本件各被災者に対する被告らの建材現場到達事実の有無 

第１ 民法７１９条１項後段の類推適用 5 

 複数の者がいずれも被害者の損害をそれのみで惹起し得る行為を行い、そ

のうちのいずれの者の行為によって損害が生じたのかが不明である場合には、

被害者の保護を図るため公益的観点から規定された民法７１９条１項後段の

適用により、因果関係の立証責任が転換され、上記の行為を行った者らが自

らの行為と損害との間に因果関係が存在しないことを立証しない限り、上記10 

の者らが連帯して損害の全部についての賠償責任を負うこととなるところ、

被害者によって特定された複数の行為者のほかに被害者の損害をそれのみで

惹起し得る行為をした者が存在しないことは、民法７１９条１項後段の適用

の要件であると解される。 

 本件各被災者は、複数の建材メーカーが製造販売した石綿含有建材から発15 

散した石綿粉じんに累積的にばく露し、石綿関連疾患にり患したもので、本

件各被災者が、被告ら以外の建材メーカーが製造販売した石綿含有建材から

発散される石綿粉じんに、それのみでも石綿関連疾患にり患する程度にばく

露している可能性もあることを踏まえると、民法７１９条１項後段を直接適

用するのは困難である。 20 

 しかし、被告らは警告表示義務を履行することなく石綿含有建材を製造販

売していたもので、被告らが製造販売した石綿含有建材が本件各被災者の作

業する建設現場に相当回数にわたり到達していた事実 建材現場到達事実）

が認められる場合には、当該建材が石綿関連疾患の発症に寄与しているとい

える。被告らにおいて本件各被災者が石綿粉じんに累積的にばく露して石綿25 

関連疾患にり患することは想定できたことに鑑みると、被害者保護の見地か
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ら、建材現場到達事実が認められる場合には、民法７１９条１項後段が直接

適用される場合との均衡を図り、同項後段の類推適用により、因果関係の立

証責任が転換されると解するのが相当である。 

 ただし、被告らについて、民法７１９条１項後段の類推適用によって不法

行為責任が認められる者があったとしても、当該被告が警告表示義務に反し5 

て製造販売した石綿含有建材から発散した石綿粉じんへの本件各被災者のば

く露量は、本件各被災者の石綿粉じんへのばく露量全体の一部にとどまると

いう事情があるから、当該被告は、こうした事情等を考慮して定まるその行

為の損害の発生に対する寄与度に応じた範囲での損害賠償責任を負うものと

解すべきである。 10 

また、民法７１９条１項後段の類推適用によって不法行為責任が認められ

る被告が複数あり、各被告が本件各被災者の石綿関連疾患の発症に個別にど

の程度の影響を与えたのか明らかでない場合には、複数の被告はこのような

事情も考慮して定まる共通の寄与度に応じた範囲で連帯して損害賠償責任を

負うと解するのが相当である。 以上につき、神奈川１陣最判参照） 15 

すなわち、本件各被災者について建材現場到達事実が認められる被告は、

当該建材現場到達事実と当該被災者の石綿関連疾患の発症との間に因果関係

が存在しないことを立証しない限り、民法７１９条１項後段の類推適用によ

り、当該被災者の石綿関連疾患の発症による損害について不法行為責任を負

うが、損害賠償責任は寄与度に応じた範囲で認められ、このような不法行為20 

責任を負う被告が複数あり、個別の寄与度が明らかでない場合には、複数の

被告は、共通の寄与度に応じた範囲で連帯して損害賠償責任を負うものと解

するのが相当である。 

第２ 建材現場到達事実の認定方法 

１ 上記第１からすれば、建材現場到達事実は、民法７１９条１項後段の類推25 

適用により因果関係の立証責任を転換する前提となる事実である。したがっ
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て、建材現場到達事実については、高度の蓋然性をもって立証されなければ

ならない。 

 そして、建材現場到達事実の立証は、原告らにおいて被災者ごとに、作業

に従事した建設現場や当該建設現場に到達した石綿含有建材及びこれを製造

販売した者を具体的に特定することが望ましいものの、これに限られるもの5 

ではなく、原告らが主張する主要原因建材及び主要原因企業の特定による立

証にも相応の合理性が認められるから（ 東京１陣最判参照）、当裁判所は、建

材現場到達事実を次の方法で認定する。 

２ 建材現場到達事実の認定方法（ 主要原因建材及び主要原因企業の認定方法） 

⑴ 本件各被災者の職種、就労時期・期間、選別された種類の石綿含有建材10 

の製造時期及び販売時期を対比するほか、本件各被災者の作業した建物の

構造・性質、作業現場の実態、作業内容、石綿含有建材の性質及び石綿含

有建材の取扱状況等を踏まえて、原告らの主張する種類の石綿含有建材が、

その石綿粉じんにばく露したことにより本件各被災者の石綿関連疾患の発

症に与えた影響が大きい主要原因建材であると認められるか否かを認定す15 

る。 

⑵ 原告らが、上記⑴で認定された主要原因建材につき、ある被告のシェア

が大きいことを理由として当該被告が主要原因企業である旨主張する場合

には、本件各被災者が当該主要原因建材の石綿粉じんにばく露したと認め

られる建設現場の数、当該主要原因建材における当該被告のシェアの程度20 

のほか、本件各被災者の個別事情及び当該被告の個別事情も加味して、当

該被告が主要原因企業であるか否か 建材現場到達事実の有無）を認定す

る。 

原告らが、上記以外の立証方法によりある被告が主要原因企業である旨

主張する場合には、その立証方法に応じて当該被告が主要原因企業である25 

か否か 建材現場到達事実の有無）を認定する。 
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⑶ シェアの基準について 

 建材現場到達事実の有無を認定する際のシェアの基準について、原告ら

は１０％で足りる旨主張するのに対し、被告らの中には２０～２５％を基

準とすべき旨主張する者がいる。 

この点、シェアが１０％以上あるような主要な建材メーカーについては、5 

その建材メーカーが製造販売した建材が１箇所の建設現場に到達する確率

はシェアと同程度であると考えられるところ、原告らが主張するように、

ある被災者がある主要原因建材の石綿粉じんにばく露したと認められる建

設現場の数が２０箇所である場合、シェアが１０％の建材が当該被災者の

作業する１箇所以上の建設現場に到達する確率は約８７．８％ １－ １10 

－０．１）２０）となる。しかし、建設作業従事者の作業期間は建設現場に

よっては短期間の場合もあるのが通常であると考えられ、このような建設

作業従事者については、建設現場の１箇所で作業しただけでは石綿関連疾

患の発症に寄与したと認められるほどに石綿粉じんにばく露したとは直ち

にいい難いから、民法７１９条１項後段の類推適用により因果関係の立証15 

責任を転換する前提となる建材現場到達事実は、１回の到達で足りるもの

ではなく、相当回数の到達を要すると解するべきである 原告らの主張も

これを前提としていると解される。）。そうすると、上記確率計算が妥当す

るのは、ある主要原因建材の石綿粉じんにばく露した建設現場が１年当た

り２０箇所あり、相当年数にわたって建設作業に従事したような被災者で20 

あるといえる。 

もっとも、例えばある被災者がある主要原因建材の石綿粉じんにばく露

したと認められる建設現場の数が合計８０箇所 １年当たり２０箇所とし

て４年）である場合、別紙５確率計算記載のとおり、シェアが１０％の建

材が当該被災者の作業する合計３箇所以上の建設現場に到達する確率は約25 

９８．９％となり、合計５箇所以上の建設現場に到達する確率は約９１．
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２％となる。 

このような確率計算も考慮すると、ある主要原因建材の石綿粉じんにば

く露したと認められる建設現場の合計数がこのように多い被災者との関係

では、ある被告のシェアが１０％を超えるか否かを当該被告の建材現場到

達事実の認定の考慮要素とすることは合理性があるものといえる。 5 

第３ 原告らが主要原因建材と主張する石綿含有建材の特徴等 

 後掲各証拠及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実が認められる。 

１ フレキ板 

⑴ 特徴及び用途 

石綿含有スレートは、石綿とセメントを主原料とした建材であり、その10 

形状により石綿含有スレート波板と石綿含有スレートボードに大別される。 

 フレキ板は石綿含有スレートボードの代表的製品であり、防火性能が高

く、湿度による膨張・収縮が少ないという特性を有しており、外装材とし

ては軒天井に、内装材としては壁、天井等に使用された。また、湿度によ

る影響が少ないため、浴室の壁、天井、台所の壁等にも使用された。 15 

石綿含有スレートボード フレキ板、平板のほか、データベースの分類

では軟質板、軟質フレキ板等を含む。）全体での用途は、住宅が約４０％、

住宅以外が約６０％である。 

 以上につき、甲Ｃ８の３、甲Ｃ８の６の２、甲Ｃ１６〔４８～４９頁〕、

甲Ｃ１７〔４８～４９頁〕、甲Ｃ１９〔４４～４６頁〕、乙マ１０２７） 20 

⑵ 被告らの製造期間 

 フレキ板が製造されていた期間は昭和２７年から平成１６年までであり、

被告Ａ＆ＡＭは昭和３３年から平成１６年まで、被告ＭＭＫは昭和３３年

から平成１３年まで、それぞれフレキ板を製造していた 甲Ｃ８の６）。 

２ 平板 25 

⑴ 特徴及び用途 



51 

 平板は、石綿含有スレートボードの普及品と位置づけられ、防火性が認

められ、外装材としては軒天井に、内装材としては壁、天井に使用され、

住宅の台所や軒天井などの防火用建材として古くから使用されていた 甲

Ｃ８の７の２、乙マ１０２７）。 

⑵ 被告らの製造期間 5 

平板が製造されていた期間は昭和６年から平成１６年までであり、被告

Ａ＆ＡＭは昭和１０年から平成１６年まで、被告ＭＭＫは昭和３３年から

平成５年まで、それぞれ平板を製造していた 甲Ｃ８の７）。 

３ けいカル板 

⑴ 特徴及び用途 10 

 けいカル板は、石綿、けい酸カルシウム及びセメント又は石灰を原料と

した板状の建材であり、軽量で耐火性・断熱性に優れ、比較的水漏れに強

いという特性を有することから、一般建築物の天井、壁に使用され、住宅

では火気使用室 台所、浴室等）を中心に内装材として使用され、複合材

は耐火間仕切り壁として使用され、外装では軒天井等に使用された。他の15 

建材に比べると高価であった。けいカル板の用途は住宅が約３０～４０％、

住宅以外が約６０～７０％である 甲Ｃ８の１４の２、甲Ｃ１６〔５０～

５１頁〕、甲Ｃ１７〔５０～５１頁〕、甲Ｃ１９〔４７～４９頁〕、乙マ１０

２５）。 

⑵ けいカル板の切断方法について 20 

 被告ニチアスは、被告ニチアスが製造するけいカル板の主要な切断方法

はカッターでの切断であるから主要原因建材にならない旨主張する。 

しかし、上記第１節第２の１⑵アでも述べたように、電動工具の普及に

伴い、電動工具を使用しなくても切断等が可能な石綿含有建材の切断等に

ついても、電動工具が使用されることは多くなったと認めるのが相当であ25 

る。被告ニチアスが提出する証拠にも、電動工具の使用を否定する記載は
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なく、かえって主要な選択肢として掲げる記載もある 乙マ１０２５〔１

４頁〕）。以上によれば、被告ニチアスの主張は採用できない。 

⑶ 被告らの製造期間 

 けいカル板が製造されていた期間は昭和３５年から平成１６年までであ

り、被告Ａ＆ＡＭは昭和４４年から平成１６年まで、被告ＭＭＫは昭和４5 

７年から平成９年まで、被告ニチアスは昭和３５年から平成４年まで、被

告神島化学は昭和４７年から平成１４年まで、それぞれけいカル板を製造

していた 甲Ｃ８の１４）。 

４ 耐火二層管 

⑴ 特徴及び用途 10 

 耐火二層管は、硬質ポリ塩化ビニル管を内管とし、セメント及び繊維を

配合して成形した管を外管とした建材であり、耐火被覆塩ビ管とも呼ばれ

る。マンション、ホテル、学校、事務所ビルの汚水及び雑排水管、雨水管、

通気管等に使用され、このうち汚水及び雑排水用途が全体の８０％以上を

占めている 甲Ｃ８の３１の２、甲Ｃ１１〔１４１頁〕、甲Ｃ２５）。 15 

⑵ 被告Ａ＆ＡＭの製造期間 

 耐火二層管の製造期間は昭和４９年から平成１８年までであり、被告Ａ

＆ＡＭは昭和５６年から昭和６３年まで耐火二層管を製造していた 甲Ｃ

２５）。 

５ 石綿セメント円筒 20 

⑴ 特徴及び用途 

石綿セメント円筒は、セメント及び繊維を配合し、円筒状に成形した建

材であり、換気用部材、煙突等に使用された 甲Ｃ８の３１の２）。 

⑵ 被告Ａ＆ＡＭの製造期間 

石綿セメント円筒の製造期間は昭和１２年から平成１６年までであり、25 

被告Ａ＆ＡＭは昭和３５年から平成１２年まで石綿セメント円筒を製造し
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ていた 甲Ｃ８の３１）。 

第４ 本件被災者らの作業の実態及び主要原因建材 

１ ボード２種とけいカル板とのシェアの合算について 

原告らは、ボード２種及びけいカル板がそれぞれ本件各被災者の主要原因

建材であるとして、それぞれのシェアに基づいて主要原因企業を特定するの5 

に対し、被告らは、シェアの算定にあたり、ボード２種とけいカル板とを合

算すべき旨主張する。これは本件各被災者の主要原因建材がボード３種であ

ると認められるにとどまるか、さらにボード２種及びけいカル板がそれぞれ

主要原因建材であると認められるかという問題であるといえる。 

確かに、上記第３の事実によれば、ボード２種とけいカル板は、住宅と住10 

宅以外の双方で使用され、防火性・耐火性に優れ、湿度や水漏れに比較的強

く 平板についても、古くから台所に使用されており、湿度に対して弱いと

は考え難い。）、軒天井や住宅であれば浴室や台所の内装材として使用される

ことが多いなど特徴や用途が相当程度共通する。他方で、けいカル板は耐火

間仕切り壁が主要な用途として掲げられるなどの相違もある。そこで、この15 

ような各石綿含有建材の特徴や用途を踏まえて、本件各被災者の作業した建

物の構造・性質、作業現場の実態、作業内容等の作業の実態を検討し、被災

者ごとに、ボード３種が主要原因建材であると認められるにとどまるのか、

ボード２種及びけいカル板がそれぞれ単独でも主要原因建材であると認めら

れるのかを検討するのが相当である。 20 

２ 被災者ｋの作業の実態及び主要原因建材 

⑴ 認定事実 作業の実態） 

証拠 甲Ｄ１の１、甲Ｄ１の２の１～６、証人ｌ）及び弁論の全趣旨に

よれば、以下の事実が認められる。 

ア 被災者ｋは、他の職種や他の事業所での配管工としての勤務を経て こ25 

の間の石綿粉じんへのばく露は認められない。）、昭和４８年５月頃から
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平成２７年９月頃まで、兄ｌが経営する乙工業 高松市）に雇用され、

配管工として建設現場での作業に従事し、石綿粉じんにばく露した。 

以下は、乙工業における作業の実態である。 

イ 被災者ｋは、香川県内の建物の新築・改築 改修）工事において、ガ

ス、給湯、給水、排水の配管工事 新築工事では配管の新設、改築〔改5 

修〕工事では配管の新設、修理、撤去等）に従事した。作業した建設現

場の数は、平均すると年間２５箇所以上であった。工事の種類は、新築

工事が約７割、改築 改修）工事が約３割で、建設現場の種類は、マン

ション、オフィスビル、事務所、店舗、工場、病院、学校等の大規模建

築が９割以上であり、戸建住宅は１割未満であった。 10 

被災者ｋは、平成１１年頃までは、建設現場でほとんど防じんマスク

を着用していなかった。 

ウ 被災者ｋは、約４割の建設現場で耐火二層管を取り扱い、耐火二層管

を新設するためにサイズを調整する際、屋内で、耐火二層管を高速カッ

ターで切断加工しており、耐火二層管の切断加工により石綿粉じんにば15 

く露した。 

  被災者ｋは、約７割の建設現場で、屋内で、配管を通すために電動ド

リルを使用して壁や天井に円形の穴を開けたり、消火器の収納ボックス

やエアコン設置スペース等を作るために電動サンダーないし電動丸のこ

を使用して壁や天井を切断しており、石綿を含有する内装材の切断や開20 

口により石綿粉じんにばく露した。被災者ｋは、大工等の他の職種が内

装材を電動丸のこで切断する近くで配管工事をすることもあり、その石

綿粉じんに間接的にばく露した。多くの建設現場ではこれらの内装材に

ボード３種のいずれかが含まれており、けいカル板が含まれることが比

較的多かった。 25 

エ このほか、被災者ｋは、石綿吹付作業が行われている近くで配管工事
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を行うことや、建物の改築 改修）工事では、耐火二層管や石綿を含有

する保温材が施された配管の修理、撤去や配管に施されたアスベストパ

ッキンの取替を行うことがあり、これらの際にも石綿粉じんにばく露し

た。 

⑵ 事実認定の補足説明 5 

上記認定事実は、概ね労災認定手続で提出・作成された資料 甲Ｄ１の

２の１～６）と整合している。なお、工事の種類について、ｌは新築工事

が約８割である旨供述するが（ 甲Ｄ１の１、証人ｌ）、甲Ｄ１の２の６（ 労

災認定手続で提出された同僚作成の書類）で被災者ｋが保温材が施された

配管の修理、撤去やアスベストパッキンの取替に従事した旨記載されてい10 

る工事は改築 改修）工事であると考えられるから、その建設現場数を踏

まえて、上記⑴イのとおり認定した。 

被告らの中には、被災者ｋが内装材の切断や開口を行ったのは改築 改

修）工事のみである旨主張する者がいる。この点、被災者ｋが作成した労

災認定の申立書 甲Ｄ１の２の２）には、改築 改修）工事における作業15 

についてのみ記載されているが、新築工事においても配管工事等に伴う内

装材の切断や開口の必要が生じるのが自然であり、甲Ｄ１の２の６の内容

に照らし、新築工事と改築 改修）工事を含めた全体の約７割の建設現場

で、内装材の切断や開口を行ったものと認めるのが相当である。 

被災者ｋが切断や開口を行ったり、被災者ｋの近くで切断が行われたり20 

した内装材については、労災認定手続で提出・作成された資料には、（「石綿

含有けい酸カルシウム板等」と記載されている部分 甲Ｄ１の２の２〔２

頁〕）もあるものの、「石綿含有建材」等と記載されている部分がほとんど

である。そうすると、上記内装材の多くがボード３種であったと認めるに

は足りず、ボード３種以外の内装材の切断等が行われることも少なくなか25 

ったと認めるのが相当であるが、被災者ｋがガス、給湯、給水、排水の配
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管工事に従事していたことに照らすと、多くの建設現場では、これらの内

装材に防火性・耐火性に優れ、湿度や水漏れに比較的強いボード３種のい

ずれかが含まれていたと認めるのが相当である。けいカル板が含まれるこ

とが比較的多かった事実は、上記「石綿含有けい酸カルシウム板等」の記

載とｌの証言 １８頁）に基づくが、被災者ｋが作業に従事した建設現場5 

の９割以上が大規模建築であったと認められるところ、このような建設現

場では使用される建材の種類も多くなり、比較的高価な建材が使用される

ことも多くなると考えられること、耐火間仕切り壁が設置される場合も多

くなると考えられることに照らし、同証言は信用できる。 

⑶ 主要原因建材の認定 10 

ア 被災者ｋは、耐火二層管の切断加工により石綿粉じんに直接的にばく

露したと認められるから、耐火二層管は被災者ｋの主要原因建材である

と認めるのが相当である。 

イ 被災者ｋは内装材の切断や開口により石綿粉じんに直接的にばく露し、

他の職種の内装材の切断による石綿粉じんに間接的にばく露したと認め15 

られるところ、多くの建設現場ではこれらの内装材にボード３種のいず

れかが含まれていたから、ボード３種は被災者ｋの主要原因建材である

と認めるのが相当である。 

これに加えて、このような内装材にはけいカル板が含まれることが比

較的多かったと認められるから、けいカル板は、単独でも被災者ｋの主20 

要原因建材であると認めるのが相当である。 

他方、ボード２種については、単独で被災者ｋの主要原因建材である

と認めるに足りる事情はない。 

⑷ 被告らの主張について 

 被告らの中には、被災者ｋは配管工であるからボード３種は主要原因建25 

材にはならない旨主張する者がいる。しかし、主要原因建材は職種のみで
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一律に判断すべきものでなく、被災者の個別事情を踏まえて判断すべきで

あるから、その主張は採用できない。 

 被告らの中には、被災者ｋの主要原因建材は吹付材であってボード３種

ではない旨主張する者がいる。この点、被災者ｋが石綿吹付作業が行われ

ている近くで配管工事を行うことがあったことは上記⑴エのとおりである。5 

しかし、甲Ｄ１の２の６によれば、このような建設現場は、被災者ｋが作

業に従事した建設現場の数％にすぎないと考えられ、吹付材が主要原因建

材であると直ちに認めることはできない。また、主要原因建材は複数認め

られ得るから、仮に吹付材が主要原因建材であったとしても、ボード３種

が主要原因建材であることを否定することはできない。 10 

 被告らの中には、大規模建築の建設現場においては、多職種が同時並行

的に作業を行う可能性は乏しい旨や、防じんマスクが備え付けられていた

旨を主張する者がいるが、その主張を裏付ける証拠はない。工程の管理が

行われていたとしても、少なくとも配管工事と内装工事が同時並行的に行

われることは不自然でないし、防じんマスクの着用率は上記第１節第１の15 

４⑵のとおりであり、大規模建築の建設現場における着用率が高かったこ

とを示す証拠もないから、これらの主張は採用できない。 

３ 原告ｅの作業の実態及び主要原因建材 

⑴ 認定事実 作業の実態） 

証拠 甲Ｄ２の１、甲Ｄ２の２の１・２・６、原告ｅ本人）及び弁論の20 

全趣旨によれば、次の事実が認められる。 

ア 原告ｅは、昭和４０年４月頃から昭和４２年１０月頃まで、小林工務

店に雇用され、大工として建設現場での作業に従事し、昭和４２年１１

月頃から昭和４４年１１月頃まで、臼井工務店に雇用され、タンカーの

内装工として造船所での作業に従事し、いずれも石綿粉じんにばく露し25 

た。 
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イ 原告ｅは、昭和４４年１２月頃から父が経営する甲建築 香川県三豊

市詫間町）に雇用され、昭和５０年頃からは父を引き継いで原告ｅ自身

が同一屋号の甲建築として個人事業を開始して、平成２９年９月まで大

工として建設現場での作業に従事し、うち平成２３年１２月頃までの作

業で石綿粉じんにばく露した。 5 

以下は、甲建築における作業の実態である。 

ウ 原告ｅは、主として詫間町内の個人の木造住宅の新築・改築工事にお

いて内装・外装工事全般に従事し、建物の解体工事において解体作業に

従事することもあった。昭和５０年頃以降の約４２年間に作業した建設

現場の数は、新築工事が合計７０～８０箇所、改築工事が合計３００箇10 

所以上、解体工事が合計７０～８０箇所であり、１箇所当たりの作業期

間は新築工事が約６か月、改築工事が１～２か月、解体工事が長くて４

～５日であった。 

原告ｅは、建設現場でほとんど防じんマスクを着用していなかった。 

エ 原告ｅは、主に屋内で、ボード３種、パルプセメント板、ロックウー15 

ル吸音天井板等の内装材を、電動丸のこ等で切断し、電動ドライバーで

ビス止めして設置するなどの作業を行っており、石綿を含有する内装材

の切断や穿孔により石綿粉じんにばく露した。多くの建設現場ではこれ

らの内装材にボード３種のいずれかが含まれていた。 

オ このほか、原告ｅは屋内で外装材の切断を行うことがあり、石綿粉じ20 

んにばく露した。また、原告ｅは、建物の改築工事や解体工事では、石

綿含有建材の解体 撤去）に従事し、石綿粉じんにばく露した。 

原告ｅは、作業終了後の清掃の際にも石綿粉じんにばく露した。 

⑵ 事実認定の補足説明 

上記認定事実は、概ね労災認定手続で提出・作成された資料 甲Ｄ２の25 

２の１・２・６）と整合している。なお、労災認定手続で作成された原告
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ｅの聴取書には、改築工事が年１件程度であった旨の記載があるが 甲Ｄ

２の２の６〔４枚目〕）、新築工事と解体工事はいずれも年２件程度であっ

た旨記載されており、新築工事と解体工事の両方に従事する大工の改築工

事への従事が少ないというのは不自然であるから、改築工事の建設現場の

数は原告ｅの本人尋問における供述に基づき認定した。 5 

原告ｅが切断や穿孔を行って設置した内装材については、内装工事に従

事する大工は１箇所の建設現場でも用途に応じて様々な内装材を取り扱う

のが通常であり、原告ｅも同様であって、多くの建設現場で、防火性・耐

火性に優れ、湿度や水漏れに比較的強いボード３種のいずれかを取り扱っ

たと認めるのが相当である。 10 

原告ｅは、これに加えて、ボード２種を主に屋内の内装材として、けい

カル板を主に軒天井材として、それぞれ使用した旨主張するが、本人尋問

においては、けいカル板は主に軒天井に使用した旨供述するにとどまり、

ボード２種を軒天井に使用したことを否定する供述やけいカル板の使用頻

度に関する供述はなく、屋内の内装材は「ボードとか」を使用した旨供述15 

するにとどまる。一般的にはボード２種とけいカル板はいずれも屋内の内

装材としても軒天井材としても使用できる建材であり、労災認定手続で提

出・作成された資料には両者を区別した記載はなく、原告ｅが、多くの建

設現場で、ボード２種とけいカル板の両方を取り扱ったと認めるには足り

ない。 20 

⑶ 主要原因建材の認定 

 原告ｅは内装材の切断や穿孔により石綿粉じんに直接的にばく露したと

認められるところ、多くの建設現場ではこれらの内装材にボード３種のい

ずれかが含まれていたから、ボード３種は原告ｅの主要原因建材であると

認めるのが相当である。 25 

他方、ボード２種及びけいカル板について、それぞれ単独で原告ｅの主
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要原因建材であると認めるに足りる事情はない。 

４ 原告ｆの作業の実態及び主要原因建材 

⑴ 認定事実 作業の実態） 

証拠 甲Ｄ３の１、甲Ｄ３の２の１～８、原告ｆ本人）及び弁論の全趣

旨によれば、以下の事実が認められる。 5 

ア 原告ｆは、昭和４２年４月から左官の親方をしていた父の下で 雇用

ではなく個人事業と解される。）、平成元年からは父を引き継いで原告ｆ

自身が親方として、平成１２年頃まで左官として建設現場での作業に従

事し、石綿粉じんにばく露した。なお、その後も他の事業所で左官とし

て勤務しているが、石綿粉じんへのばく露は認められない。 10 

以下は、平成１２年頃までの作業の実態である。 

イ 原告ｆは、主として香川県内の建物の新築・改築 改修）工事におい

て、浴室、トイレ、台所、洗面所等の左官工事に従事していた。作業し

た建設現場の数は、平均すると年間約３０件であった。工事の種類は、

新築工事が約１割、改築 改修）工事が約９割であり、１箇所当たりの15 

作業期間は、新築工事が１～２か月、改築 改修）工事が約１～２週間

であった。建設現場の種類は、主に個人の木造住宅であったが、１年に

１～２回程度、ビルや学校等もあった。 

原告ｆは、建設現場でほとんど防じんマスクを着用していなかった。 

ウ 内装材の設置は大工等の他の職種が行うことが多かったが、原告ｆは、20 

約１～２割の小規模な浴室の改築 改修）工事等の建設現場では、工程

の全てを請け負い、屋内で、内装材を電気サンダー等で切断して浴室等

に設置する作業をしており、石綿を含有する内装材の切断により石綿粉

じんにばく露した。このような内装材の多くはボード３種のいずれかで

あった。 25 

原告ｆは、多くの建設現場で、大工等の他の職種が設置する内装材を
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電動丸のこで切断する近くで左官工事を行っており、その石綿粉じんに

間接的にばく露した。多くの建設現場ではこのような内装材にボード３

種のいずれかが含まれていた。 

原告ｆは、風呂釜の煙突等に用いる石綿セメント円筒のサイズを調整

するために石綿セメント円筒を電気サンダーで切断加工していた。この5 

作業は屋外で行うことも納屋等の屋内で行うこともあり、屋内で行った

場合には原告ｆは石綿粉じんにばく露した。 

エ このほか、原告ｆは、建物の改築 改修）工事において、風呂やトイ

レ等の改修のために既存の内装材や煙突等の解体 撤去）に従事するこ

とも多く、大工等の他の職種が既存の内装材を解体（ 撤去）する近くで、10 

左官工事を行うことも多かった。 

 原告ｆは、石綿を含有するモルタル混和材であるテーリングをセメン

トに混ぜて左官工事を行うことがあった。 

原告ｆは、作業終了後の清掃の際にも石綿粉じんにばく露した。 

⑵ 事実認定の補足説明 15 

上記認定事実は、概ね労災認定手続で提出・作成された資料 甲Ｄ３の

２の１～８）と整合している。 

原告ｆが切断を行った内装材は、その全てがボード３種であったと認め

るには足りないものの、労災認定手続で提出・作成された資料には「けい

酸カルシウム板、スレートボード等」と記載されているものが多く、原告20 

ｆが浴室、トイレ、台所、洗面所等の左官工事に従事していたことに照ら

すと、防火性・耐火性に優れ、湿度や水漏れに比較的強いボード３種のい

ずれかであることが多かったものと認めるのが相当であり、多くの建設現

場では原告ｆの近くで切断が行われた内装材にボード３種のいずれかが含

まれていたと認めるのが相当である。 25 

原告ｆは、既存の内装材等を解体 撤去）する作業はごくわずかであっ
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た旨主張するが、これを裏付ける客観的な証拠はなく、原告ｆの本人尋問

における供述も具体的なものとはいえず、採用できない。 

被告らの中には、原告ｆは新たなボード３種の設置作業に従事していな

い旨主張する者がいる。確かに、原告ｆが新たに内装材を設置する作業に

従事した建設現場は多くないというべきであるが、甲Ｄ３の２の７ 労災5 

認定手続で作成された聴取書）にも「新築改築の際にケイ酸カルシウム板

や石綿含有スレートボードの切断加工をしていました」との原告ｆの供述

が記載されていること 甲Ｄ３の２の７〔２枚目〕）に照らして、小規模な

浴室の改築等は自分で内装材を切断して設置することがあり、その数は約

１～２割 原告ｆ本人・２５頁）であった旨の原告ｆの供述までもが不自10 

然であるとはいえない。 

  原告ｆは、使用していたのは石綿を含有しない混和材であった旨主張す

るが、労災認定手続では「石綿が入ったテーリング剤を使っていました。

ひび割れ防止のためテーリング剤をセメントに混ぜて左官作業の際に使っ

ていました。」と供述している 甲Ｄ３の２の７〔２枚目〕）。原告ｆの主張15 

は、上記供述と整合せず、直ちに採用できるものではない。 

⑶ 主要原因建材の認定 

ア 原告ｆは内装材の切断により石綿粉じんに直接的にばく露し、他の職

種の内装材の切断による石綿粉じんに間接的にばく露したと認められる。

多くの建設現場ではこのような内装材にボード３種のいずれかが含まれ20 

ていたから、ボード３種は原告ｆの主要原因建材であると認めるのが相

当である。 

 他方、ボード２種及びけいカル板について、それぞれ単独で原告ｆの

主要原因建材であると認めるに足りる事情はない。 

イ 原告ｆは石綿セメント円筒の切断により石綿粉じんに直接的にばく露25 

したもので、石綿セメント円筒は原告ｆの主要原因建材であると認める
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余地がある。 

原告ｆは、同人の供述等により石綿セメント円筒の主要原因企業が被

告Ａ＆ＡＭであることを立証しようとするので、その当否についてここ

で検討すると、原告ｆは、本人尋問において、取り扱った石綿セメント

円筒はいろいろあったが、「アサノ」と書かれていたものをよく見かけた5 

旨や納屋等の屋内で石綿セメント円筒を切断することもあった旨を供述

するが、屋内で「アサノ」と書かれた石綿セメント円筒を切断した旨の

明確な供述はない。そうすると、原告ｆが屋内で相当回数にわたって被

告Ａ＆ＡＭが製造販売した石綿セメント円筒を切断した事実を認めるに

は足りず、仮に石綿セメント円筒が原告ｆの主要原因建材であるとして10 

も、被告Ａ＆ＡＭが主要原因企業であると認めることはできない。 

なお、原告ｆが切断した石綿セメント円筒は煙突 煙突内部での作業

が予定されるような大型の煙突ではなく、乙キＣ６によれば内径７．５

～１８ｃｍ程度である。）や換気用部材としてもっぱら屋外に設置される

ことが想定されている建材であると考えられ、これを製造販売した建材15 

メーカーはその加工も屋外で行われることを想定していたと考えられる。

石綿セメント円筒を屋内で切断した経緯や状況に関する原告ｆの供述も

具体的なものとはいえず、その切断が屋内で行われることが一般的であ

ったことを認めるに足りる証拠はない。そうすると、石綿セメント円筒

が警告表示義務の対象となる建材であるかも疑問であるといわざるを得20 

ない。 

⑷ 被告らの主張について 

 被告らの中には、原告ｆは主として既存のボード３種の解体・撤去作業

に従事したもので、新たなボード３種の設置作業に従事していないから、

ボード３種は主要原因建材ではない旨主張する者がいる。しかし、原告ｆ25 

が新たなボード３種の設置作業に従事したと認められることは上記⑵のと
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おりである。また、多くの建設現場で他の職種が新たな内装材を切断する

近くで左官工事をしていた旨の原告ｆの供述は不自然ではなく、被告らは

建材を直接に取り扱う者の周辺作業者に対しても警告表示義務を負ってい

たから 上記第１節第３の３⑴）、間接ばく露も主要原因建材の認定の根拠

となる。上記主張は採用できない。 5 

 被告らの中には、左官工であった原告ｆの主要原因建材は混和材のテー

リングである旨主張する者がいる。この点、原告ｆがテーリングをセメン

トに混ぜることがあったことは上記⑵のとおりであるが、その頻度や回数

が多かったことを認めるに足りる証拠はなく、テーリングが主要原因建材

であると直ちに認めることはできない。また、主要原因建材は職種のみな10 

らず被災者の個別事情を踏まえて判断すべきこと、テーリングが主要原因

建材であったとしてもボード３種が主要原因建材であることを否定するこ

とはできないことは、上記２⑷と同様である。 

５ 小括 

以上によれば、本件各被災者の主要原因建材で主要原因企業を検討すべき15 

ものは次のとおりである。 

⑴ 被災者ｋ ボード３種、けいカル板、耐火二層管 

⑵ 原告ｅ ボード３種 

⑶ 原告ｆ ボード３種 

第５ 主要原因建材である石綿含有建材のシェア 20 

１ シェアの基準について 

上記第２の２⑶のとおり、建材現場到達事実の有無を認定する際のシェア

の基準は、被災者ごとにある主要原因建材の石綿粉じんにばく露したと認め

られる建設現場の合計数を考慮して検討すべきである。 

⑴ 被災者ｋ 25 

ア ボード３種及びけいカル板 
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上記第４の２⑴の認定事実によれば、被災者ｋは年間２５箇所以上の

建設現場で配管工事に従事し、その約７割の現場で内装材の切断や開口

を行ったものである。改築 改修）工事の建設現場では既存の内装材の

切断や開口を行ったにすぎない可能性もあるから新築工事 約７割）に

限るとしても、被災者ｋが新たな内装材の切断や開口を行った建設現場5 

は年間約１２箇所以上で ２５×０．７×０．７＝１２）、被告らの警告

表示義務の始期である昭和４９年から被告ニチアスのけいカル板の製造

が終了した平成４年までの１９年間 それより後は、少なくとも被告ニ

チアスが製造販売したけいカル板の到達は認められない。他の被告につ

いては、上記期間のみでは建材現場の合計数が少なければ、各被告の建10 

材の製造期間に応じた検討を行うこととする。）に限っても合計数は２３

０箇所以上になり（ ２５×０．７×０．７×１９＝２３３）、その他にも

被災者ｋが内装材の石綿粉じんに間接的にばく露した建設現場がある。 

その多くの建設現場で内装材としてボード３種が使用され、比較的多

くの建設現場で内装材としてけいカル板が使用されたから、これらの建15 

材が使用されなかった建設現場があり得ることを踏まえても、被災者ｋ

との関係で、ボード３種及びけいカル板について、ある被告のシェアが

１０％を超えるか否かを当該被告の建材現場到達事実の認定の考慮要素

とすることは合理性がある。 

イ 耐火二層管 20 

上記第４の２⑴の認定事実によれば、被災者ｋは年間２５箇所以上の

建設現場で配管工事に従事し、その約４割の現場で耐火二層管を取り扱

ったものであるが、甲Ｄ１の２の６によれば、被災者ｋが耐火二層管の

施工 設置）・修理・撤去を行った建設現場の数は昭和５７年から昭和６

３年までの７年間では４５箇所にとどまる。うち５箇所は、保温材が施25 

された配管の修理・撤去を行っているから、改築 改修）工事の建設現
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場であり、既存の耐火二層管の修理・撤去を行ったにすぎない可能性が

ある。そうすると、上記期間に新たな耐火二層管の切断加工を行ったと

認められる建設現場は４０箇所であり、被告Ａ＆ＡＭが耐火二層管を製

造していた昭和５６年から昭和６３年までの８年間で被災者ｋが新たな

耐火二層管の切断加工を行った建設現場の合計数は４５箇所程度である5 

と考えられる ４０÷７×８＝４５。被告Ａ＆ＡＭが耐火二層管の製造

を開始した昭和５６年にも被告Ａ＆ＡＭの耐火二層管が被災者ｋの作業

する建設現場に到達した可能性があることを前提とし、その帰結として

後記４⑴のシェアの認定においては被告Ａ＆ＡＭの販売実績の乏しい昭

和５６年を含めて算定する。）。 10 

建材現場到達事実は相当回数の到達を要することに鑑みると、新たな

耐火二層管の石綿粉じんにばく露したと認められる建設現場の合計数が

比較的少ない被災者ｋについて、被告Ａ＆ＡＭのシェアが１０％を超え

るか否かを被告Ａ＆ＡＭの建材現場到達事実の認定の考慮要素とするこ

とに合理性があるとはいい難く、被告Ａ＆ＡＭのシェアが１０％を大き15 

く上回るか否かも考慮して、被告Ａ＆ＡＭの建材現場到達事実を認定す

るのが相当である。 

⑵ 原告ｅ 

上記第４の３⑴の認定事実によれば、原告ｅは４２年間で合計３７０箇

所以上 新築工事７０箇所以上、改築工事３００箇所以上）の建設現場で20 

内装工事に従事し、内装材の切断や穿孔を行ったものである。大工である

原告ｅは、改築工事においても新たな内装材を取り扱うのが通常であった

と認めるのが相当であり、原告ｅが新たな内装材の切断や穿孔を行った建

設現場の合計数は、被告らの警告表示義務の始期である昭和４９年から被

告ニチアスのけいカル板の製造が終了した平成４年までの１９年間に限っ25 

ても１６０箇所以上になる ３７０÷４２×１９＝１６７）。 
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その多くの建設現場で内装材としてボード３種が使用されたから、ボー

ド３種が使用されなかった建設現場があり得ることを踏まえても、原告ｅ

との関係で、ボード３種について、ある被告のシェアが１０％を超えるか

否かを当該被告の建材現場到達事実の認定の考慮要素とすることは合理性

がある。 5 

⑶ 原告ｆ 

上記第４の４⑴の認定事実によれば、原告ｆは年間約３０箇所の建設現

場で左官工事に従事し、その建設現場の合計数は、被告らの警告表示義務

の始期である昭和４９年から被告ニチアスのけいカル板の製造が終了した

平成４年までの１９年間に限っても約５７０箇所になる。そのうち、原告10 

ｆが新たな内装材を切断する作業を行った改築 改修）工事の建設現場は

約１～２割であり、仮に約１割であったとすると約５７箇所になるが、こ

れに加えて原告ｆが内装材の石綿粉じんに間接的にばく露した建設現場が

あり、約１割の新築工事の建設現場では他の職種による新たな内装材の切

断が行われ、改築 改修）工事でも他の職種による新たな内装材の切断が15 

行われた建設現場が多かったものである なお、新たな内装材の設置を伴

わない建設現場もあったと考えられる。）。 

これらの多くの建設現場で内装材としてボード３種が使用されたから、

ボード３種が使用されなかった建設現場があり得ることを踏まえても、原

告ｆに関して、ボード３種について、ある被告のシェアが１０％を超える20 

か否かを当該被告の建材現場到達事実の認定の考慮要素とすることは合理

性がある。 

２ 被告Ａ＆ＡＭのシェアの認定方法 浅野スレートのシェアとアスクのシェ

アの合算の当否） 

本件におけるシェアの認定は被告らの不法行為責任の原因となる建材の建25 

材現場到達事実の認定の考慮要素として行うもので、浅野スレートが製造販
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売した建材とアスクが製造販売した建材はいずれも被告Ａ＆ＡＭの不法行為

責任の原因となるから、両社とも製造販売していたボード３種及びけいカル

板については、両社のシェアの合計が１０％を超えるか否かを被告Ａ＆ＡＭ

の不法行為責任の原因となる建材の建材現場到達事実の認定の考慮要素とす

るのが合理的である。 5 

３ ボード３種及びけいカル板のシェアの認定 

⑴ シェアの認定に用いる資料 

ア 協会年報 

ボード３種及びけいカル板のシェアに関する資料として、石綿スレー

ト統計年報 スレート統計年報という名称を用いた時期もある。以下、10 

「協会年報」という。）が提出されているところ、同資料は石綿スレート

協会 スレート協会という名称を用いた時期もある。以下、単に（「協会」

という。）が所属する建材メーカーの工場ごと、建材の種類ごとの生産量

や出荷量を詳細に調査したもので、他の資料が参照する一次資料であり、

資料としての価値が高い。 15 

もっとも、被告ニチアス及び被告神島化学は協会に所属していなかっ

たもので 弁論の全趣旨）、協会年報のデータにはこのような協会に所属

しない建材メーカーが製造販売したけいカル板は含まれないから、他の

資料によってこれを補完する必要がある。 

他方、協会が作成した資料に石綿スレートメーカーの全部が協会に入20 

会している旨の記載があり 乙マ１０３９〔本文５頁〕）、協会はボード

２種の建材メーカーは全て協会に入会していると認識していたものと認

められるから、協会に所属しない建材メーカーがシェアの認定において

考慮すべき量のボード２種を製造販売していたとは認められない。甲Ｃ

１９ ４５頁）は、協会年報と昭和５３年建材統計年報 乙シ２、乙シ25 

２４。以下「建材年報」という。）とで石綿含有スレートボードの出荷量
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が整合しないとして、（「アウトサイダー」として協会に所属しない建材メ

ーカーが石綿含有スレートボードを製造販売していたことを示唆してい

るが、建材年報は寸法の異なる建材を一定の寸法に換算して枚数を算出

していることがうかがわれ、協会年報と出荷量が異なるのはこのような

換算に起因する可能性がある。なお、建材年報の「石綿スレート用途別5 

出荷」 乙シ２４）のボード２種の出荷量は協会年報と同一であり、建材

年報のこの部分は協会年報（ （「ボード第１５表 年間品種別使用箇所別出

荷実績調査表」〔乙シ３の１の目次参照。当該部分は書証として提出され

ていない。〕であると考えられる。）を取りまとめた二次資料であって、

協会に所属しない建材メーカーの分は含まれないと解される。 10 

協会年報は、昭和４６年 乙マ１０４４。昭和４６年石綿スレート統

計年報）、昭和５３年 乙シ３の１。昭和５３暦年石綿スレート統計年報）、

平成２年 乙シ３の２。平成２暦年スレート統計年報）の生産量や出荷

量に関するものが提出されている。 

このうち、昭和５３年については、次のイのとおり、協会に所属しな15 

い建材メーカーの出荷量に関する資料が提出されているから、出荷量に

基づく同年のシェアについて検討することとする。なお、甲Ｃ１８ １

９８０年版日本の建材産業）には、「石綿セメント硅酸カルシウム板」の

「メーカー動向」として協会に所属しない建材メーカーを含めた建材メ

ーカーごとの生産量が記載されているが、協会に所属する建材メーカー20 

の同資料における生産量は協会年報と整合しない部分が多いから採用し

ない。 

イ 甲Ｃ１９ ‘８０年版建材用途・部位別需要動向と競合性） 

「石綿セメント硅酸カルシウム板」の「主要メーカー出荷量推定」の

表に協会に所属しない建材メーカーを含めた建材メーカーごと及び国内25 

合計の出荷量が記載されている。協会に所属する建材メーカーの出荷量



70 

の記載は協会年報の数値よりも若干多く丸められているほか、協会年報

ではけいカル板の出荷が記載されていない久保田鉄工株式会社 協会年

報の「久保田社」）の出荷量が記載されている。「石綿セメント硅酸カル

シウム板」の本文には、耐火被覆板に関する記載 ４７頁）や「サイデ

ィング」に関する記載 ４９頁）がある。 5 

なお、（「石綿スレート」の「主要メーカー出荷量推定」にも「波形」と

「ボード」に分けて同様の記載があるが、データの近似性に照らすと、

「ボード」に関する記載のうち建材メーカーごとの出荷量は協会年報の

「ボード類」 ボード３種のほか、軟質板、軟質フレキ板、パーライト板

及び（「ドライ製品」等を含む。）の出荷量を、国内合計の出荷量は建材年10 

報の（「石綿セメント板」 ボード３種の他、軟質板及びパーライト板を含

む。）の出荷量を取りまとめた二次資料であると解される。 

⑵ 昭和５３年のけいカル板のシェアの認定 

被告Ａ＆ＡＭ及び被告ＭＭＫの出荷量は協会年報 乙シ３の１〔１１４

～１１５頁〕）により認定できるから（ 「浅野社」が浅野スレート、（「朝日社」15 

がアスク、「三菱社」が被告ＭＭＫであると認める。浅野スレート５２万８

７８３枚、アスク１９１万２３７１枚、被告ＭＭＫ１１７万２２９１枚。）、

被告らのシェアを認定するには、被告ニチアス及び被告神島化学の出荷量

並びに協会に所属しない建材メーカーを含めた国内合計の出荷量を認定す

ることを要する。 20 

甲Ｃ１９の「石綿セメント硅酸カルシウム板」の「主要メーカー出荷量

推定」の表には被告ニチアスの出荷量が３３０万枚、国内合計の出荷量が

１０１５万枚と記載されているから、これを採用するのが相当である。被

告神島化学が製造して自ら又は大建工業株式会社が販売した出荷量は甲Ｃ

１９の上記表の「その他」に含まれると解されるが、これを具体的に認定25 

することはできない。甲Ｃ１９の「石綿セメント硅酸カルシウム板」の出
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荷量は、被告ニチアスも製造していた耐火被覆板であるけいカル第２種（ 甲

Ｃ８の３５の１・２）の出荷量や久保田鉄工株式会社のシェアが大きい（「サ

イディング」（ データベースの分類では石綿含有窯業系サイディングに含ま

れると考えられる。）の出荷量を含む可能性があるが、乙シ４（ 石綿含有建

築材料廃棄物量の予測量調査結果報告書）によれば、昭和５３年の国内合5 

計のけいカル板の出荷量が１１９８万１０００㎡であるのに対してけいカ

ル第２種の出荷量はわずか１７万９０００㎡にとどまること、甲Ｃ１９に

よれば、（「サイディング」の国内合計の出荷量 １５７万㎡）は（「石綿セメ

ント硅酸カルシウム板」の国内合計の出荷量 １６７５万㎡〔４８頁の円

グラフ〕）の１割以下であると考えられ、「サイディング」での被告ニチア10 

スのシェアは低く（ 「サイディング」の出荷量に関する表では「その他」に

含められている。）、これを含めた方がけいカル板における被告ニチアスの

シェアは低く算定されること、その他の被告らとの関係でも母数が大きい

方がシェアは低く算定され、被告らのシェアの手堅い認定になることを踏

まえ、修正は行わない。 15 

以上によれば、昭和５３年の被告らのけいカル板の出荷量及びこれに基

づくシェアは次の表のとおりであり 表の出荷量は１万枚未満を四捨五入

して記載し、シェアは四捨五入前の出荷量で算定して小数第２位以下を四

捨五入して記載する。「－」は認定できないことを意味する。以下同じ。）、

被告Ａ＆ＡＭ、被告ＭＭＫ及び被告ニチアスのシェアが１０％を超える。 20 

 出荷量 万枚） シェア 

被告Ａ＆ＡＭ 浅野スレート） ５３ 計２４．１％ 

 被告Ａ＆ＡＭ アスク） １９１ 

被告ＭＭＫ １１７ １１．５％ 

被告ニチアス ３３０ ３２．５％ 



72 

被告神島化学 － － 

国内合計 １０１５  

⑶ 昭和５３年のボード３種のシェアの認定 

ア ボード２種の出荷量 

ボード２種の被告Ａ＆ＡＭ、被告ＭＭＫ及び国内合計の出荷量は協会

年報（ 乙Ｃ３の１（〔１１４～１１５頁〕）により認定でき（ 浅野スレート

合計３５８万８９０８枚、アスク合計４６８万４８９０枚、被告ＭＭＫ5 

合計３０１万１７７６枚、国内合計１７６１万５８８２枚）、被告ニチア

ス及び被告神島化学はボード２種を製造販売していたとは認められない。 

イ 内装材としての出荷量を考慮した合算 

ところで、原告らの主要原因建材の認定で述べたところによれば、本

件で検討すべきはボード３種の内装材としての建材現場到達事実である10 

から、内装材としての出荷量を認定することが望ましい。 

この点、乙シ２４（ 建材年報の「石綿スレート用途別出荷」）は、フレ

キ板、平板及びけいカル板のそれぞれについて、用途別の出荷量を記載

している なお、甲Ｃ１９にも「石綿スレート」及び「石綿セメント硅

酸カルシウム板」の各項に用途別の割合の記載があるが、建材の分類が15 

協会年報と異なっている可能性があり、記載内容が協会年報と整合して

いる乙シ２４を採用する。）。乙シ２４で「内装用」に分類されている（「内

壁」、「天井」及び「間仕切」の昭和５３年の各出荷量の合計を分子とし、

昭和５３年の合計出荷量を分母として、ボード２種 フレキ板と平板の

合計）とけいカル板のそれぞれの出荷量における内装材としての出荷割20 

合を算定すると、次のとおりである。 

ボード２種  4,268,268＋624,889＋404,651＋2,454,832＋297,263＋

144,523）÷ 11,919,873＋5,696,009）×100＝46.5％ 

けいカル板  2,721,606＋831,484＋30,049）÷3,632,855×100＝
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98.6％ 

建材メーカーごとのボード２種及びけいカル板の出荷量における内装

材の割合を的確に示す資料はない。被告Ａ＆ＡＭは昭和５３年に化粧板

のけいカル板を製造販売していなかった被告Ａ＆ＡＭのけいカル板の出

荷量における内装材の割合はより低い旨主張するものと解されるが、こ5 

れを認めるに足りる証拠はない なお、被告Ａ＆ＡＭが出荷したけいカ

ル板を二次加工メーカーが化粧板に加工した場合であっても被告Ａ＆Ａ

Ｍが不法行為責任を免れないことは、上記第１節第３の３⑶のとおりで

ある。）。 

しかし、ボード２種とけいカル板とで内装材としての出荷割合に上記10 

のような大きな差がある以上、建材メーカーごとの割合が明らかでない

からといってこれを考慮せずに合算することは合理性に欠け、次のよう

に、各被告及び国内合計のボード２種の出荷量には４６．５％を、けい

カル板の出荷量には９８．６％を乗じた上で合計し、ボード３種の内装

材としての出荷量を算出するのが相当である。 15 

浅野スレート 3,588,908×0.465＋528,783×0.986＝2,190,222 

アスク    4,684,890×0.465＋1,912,371×0.986＝4,064,072 

被告ＭＭＫ  3,011,776×0.465＋1,172,291×0.986＝2,556,355 

被告ニチアス 3,300,000×0.986＝3,253,800 

国内合計   17,615,882×0.465＋10,150,000×0.986＝18,199,285 20 

ウ 小括 

以上の算定を行った結果、昭和５３年の被告らのボード３種の内装材

としての出荷量及びこれに基づくシェアは次の表のとおりであり、被告

Ａ＆ＡＭ、被告ＭＭＫ及び被告ニチアスのシェアが１０％を超える。 

 出荷量 万枚） シェア 
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被告Ａ＆ＡＭ 浅野スレート） ２１９ 計３４．４％ 

 被告Ａ＆ＡＭ アスク） ４０６ 

被告ＭＭＫ ２５６ １４．０％ 

被告ニチアス ３２５ １７．９％ 

被告神島化学 － － 

国内合計 １８２０  

⑷ 昭和５３年以外のシェアの認定 

ア 昭和４９年、昭和５１年、昭和５４年及び昭和５５年のけいカル板の

シェア 

被告らの警告表示義務の始期である昭和４９年以降では、昭和４９年

 甲Ｃ１６。昭和５１年版建材用途・部位別需要動向と競合性）、昭和５5 

１年 甲Ｃ１７。昭和５２年～５３年版建材用途・部位別需要動向と競

合性）、昭和５４年及び昭和５５年 乙シ６。１９８１年版／市場調査資

料住宅システム市場調査総覧）について、協会に所属しない建材メーカ

ーを含めた建材メーカーごと及び国内合計のけいカル板の出荷量が記載

された資料が提出されている。これらの資料では協会年報と建材の分類10 

が異なっていたり数値が丸められている可能性もあるが、各年における

シェアを試算して主要原因企業の認定の考慮要素とするのが相当である。 

上記各資料によれば、けいカル板のシェアは次の表のとおり試算され

る。なお、昭和４９年及び昭和５１年の被告神島化学のシェアの記載は、

被告神島化学が製造して大建工業株式会社が販売した製品のシェアであ15 

る。 

 昭和４９年 昭和５１年 昭和５４年 昭和５５年 

被告Ａ＆ＡＭ ３０．５％ ２４．７％ ２３．９％ ２３．３％ 

被告ＭＭＫ １２．２％ ９．４％ ９．６％ ９．８％ 
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被告ニチアス ３６．６％ ３５．３％ ３０．４％ ３０．６％ 

被告神島化学 １２．２％ ９．４％ － － 

なお、甲Ｃ１６及び甲Ｃ１７の「石綿スレート」の「主要メーカー出

荷量推定」には昭和４９年及び昭和５１年の「ボード」の建材メーカー

ごと及び国内合計の出荷量に関する記載があるが、甲Ｃ１６及び甲Ｃ１

７は甲Ｃ１９の別年度の資料である。上記⑴イで述べたところによれば

「ボード」の出荷量にはボード３種以外の建材の出荷量も含まれている5 

と考えられ、ボード３種の建材メーカーごと及び国内合計の出荷量を的

確に推定することはできないから、昭和４９年及び昭和５１年について

ボード３種のシェアの試算は行わない。 

イ 平成２年の被告Ａ＆ＡＭ及び被告ＭＭＫのけいカル板のシェア 

被告らの警告表示義務の始期である昭和４９年以降では、平成２年の10 

被告Ａ＆ＡＭ及び被告ＭＭＫのけいカル板の出荷量は協会年報 乙シ３

の２（〔７４～７５頁〕）により認定できる（ 浅野スレート（〔浅野社〕６７

６万１２６１枚、アスク〔アスク社〕３８４万８１７１枚、被告ＭＭＫ

〔三菱社〕３００万２３８４枚。）。乙シ４によれば、全国のけいカル板

の出荷量 面積）は昭和５３年の１１９８万１０００㎡に対して平成２15 

年は３８７７万２０００㎡と約３．２倍になっているから、これを昭和

５３年の全国のけいカル板の出荷量 枚数）１０１５万枚 上記⑵）に

乗じると平成２年の全国のけいカル板の出荷量 枚数）は３２８４万６

６５７枚 計算は上記倍率を四捨五入せずに行っている。）となる。 

以上によれば、平成２年の被告Ａ＆ＡＭ及び被告ＭＭＫのけいカル板20 

のシェアは次の表のとおり試算される。なお、同年の被告ニチアス及び

被告神島化学のけいカル板の出荷量は明らかでないから、シェアの試算

は行わない。 
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 出荷量 万枚） シェア 

被告Ａ＆ＡＭ 浅野スレート） ６７６ 計３２．３％ 

 被告Ａ＆ＡＭ アスク） ３８５ 

被告ＭＭＫ ３００ ９．１％ 

国内合計 ３２８５  

ウ 平成２年のボード３種における被告Ａ＆ＡＭ及び被告ＭＭＫのシェア 

平成２年のボード２種の被告Ａ＆ＡＭ、被告ＭＭＫ及び国内合計の出

荷量は協会年報 乙シ３の２（〔７４～７５頁〕）により認定できる（ 浅野

スレート合計３５１万６００８枚、アスク合計２６９万３１７４枚、被

告ＭＭＫ合計２５６万９２７３枚、国内合計１５７８万８２８３枚）。 5 

上記⑶イと同様の方法でボード３種の内装材としての出荷量を算出す

ると、次のようになる なお、平成２年の用途別の出荷量に関する書証

は提出されていないため、上記⑶イの出荷割合を用いる。）。 

浅野スレート 3,516,008×0.465＋6,761,261×0.986＝8,301,547 

アスク    2,693,174×0.465＋3,848,171×0.986＝5,046,623 10 

被告ＭＭＫ  2,569,273×0.465＋3,002,384×0.986＝4,155,063 

国内合計   15,788,283×0.465＋32,846,657×0.986＝39,728,355 

以上によれば、平成２年の被告Ａ＆ＡＭ及び被告ＭＭＫのボード３種

の内装材としての出荷量及びこれに基づくシェアは次の表のとおり試算

される。被告ニチアス及び被告神島化学のシェアの試算を行わないのは15 

上記イと同様である。 

 出荷量 万枚） シェア 

被告Ａ＆ＡＭ 浅野スレート） ８３０ 計３３．６％ 

 被告Ａ＆ＡＭ アスク） ５０５ 

被告ＭＭＫ ４１６ １０．５％ 
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国内合計 ３９７３  

⑸ 小括 

ア ボード３種のシェア 

昭和５３年の内装材としてのボード３種のシェアは、被告Ａ＆ＡＭ、

被告ＭＭＫ及び被告ニチアスが１０％を超えており、他の年においてこ

れらの被告のシェアが１０％を下回っていたと認めるに足りる証拠はな5 

いから、被告らの警告表示義務の始期である昭和４９年から被告ニチア

スのけいカル板の製造が終了した平成４年までの内装材としてのボード

３種の平均的なシェアにおいて、被告Ａ＆ＡＭ、被告ＭＭＫ及び被告ニ

チアスが１０％を超えていたと認めるのが相当である。これに対し、被

告神島化学が上記平均的なシェアにおいて１０％を超えていたとは認め10 

られない。 

イ けいカル板のシェア 

昭和５３年のけいカル板のシェアは、被告Ａ＆ＡＭ、被告ＭＭＫ及び

被告ニチアスのシェアが１０％を超えており、うち被告Ａ＆ＡＭ及び被

告ニチアスについては、他の年のシェアが１０％を下回っていたと認め15 

るに足りる証拠はないから、被告らの警告表示義務の始期である昭和４

９年から被告ニチアスのけいカル板の製造が終了した平成４年までのけ

いカル板の平均的なシェアにおいて、被告Ａ＆ＡＭ及び被告ニチアスが

１０％を超えていたと認めるのが相当である。他方、被告ＭＭＫは、昭

和５１年、昭和５４年、昭和５５年及び平成２年について試算したシェ20 

アが１０％を下回っていたことに照らすと、上記平均的なシェアにおい

て１０％を超えていたと認めることはできない。また、被告神島化学が

上記平均的なシェアにおいて１０％を超えていたとは認められない。 

ウ ボード３種及びけいカル板はいずれも被災者ｋの主要原因建材である

が、ボード３種の一部であるけいカル板の昭和４９年から平成４年まで25 
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の平均的なシェアが１０％を超えていた被告Ａ＆ＡＭ及び被告ニチアス

は、ボード３種の上記シェアも１０％を超えていたから、以下では、け

いカル板の主要原因企業についてボード３種と別個に検討する必要性が

生じない限り、ボード３種についてのみ検討する。 

⑹ 四国内のシェアの算定の適否 5 

被告らの中にはボード３種やけいカル板について四国内のシェアを算定

すべき旨主張する者がいる。本件各被災者は主に四国内の建設現場で作業

していたから、四国内におけるシェアを認定することが望ましいといえる

が、協会年報には、協会に所属する建材メーカーごとに（「ボード類」（ 上記

⑴イのとおり、ボード３種のほか、軟質板、軟質フレキ板、パーライト板10 

及び（「ドライ製品」等が含まれる。）の四国内の出荷量が記載されているも

のの、建材の種類ごとの四国内の出荷量は記載されていないし、協会に所

属しない建材メーカーの四国内の出荷量を認定する方法もないから、協会

年報の上記記載のみで四国内におけるシェアを試算することが合理的とは

いい難い。 15 

また、国内におけるシェアが１０％を超えるが、四国内におけるシェア

が１０％を下回る被告がいる場合には、当該被告に関する考慮事情として

四国内におけるシェアを試算することも考えられるが、このような被告が

いるとは認められない。被告Ａ＆ＡＭは、浅野スレートとアスクのシェア

を合算しないことを前提に各社の四国内のシェアは１０％を下回る旨主張20 

するが、被告Ａ＆ＡＭの建材現場到達事実は両社のシェアを合計したシェ

アに基づいて検討すべきことは上記２のとおりであり、仮に四国内におけ

るシェアを試算しても被告Ａ＆ＡＭのシェアが１０％を下回るとは考え難

い。なお、上記⑶のボード３種のシェアの認定においては、協会年報の「四

国浅野社」のボード２種の出荷量は被告Ａ＆ＡＭの出荷量に含めていない25 

が、乙マ１０４５には、四国浅野スレート、浅野防火建材等の外注工場は
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浅野スレート出資比率５０％又は１００％のスレート製品生産工場で、事

実上浅野スレートの生産部門である旨記載されており、被告Ａ＆ＡＭが「四

国浅野社」が製造したボード２種について不法行為責任を負う可能性も否

定できない。 

⑺ 他の建材との合算によるシェアの認定の適否 5 

被告らの中には、スラグせっこう板やせっこうボードの一種である防水

ボードは、ボード３種と用途が共通するため、シェアの算定にあたって考

慮すべき旨主張する者がいる。しかし、証拠 甲Ｃ８の１１の２、甲Ｃ８

の１６の２、乙キＣ７）によれば、スラグせっこう板やせっこうボードは

耐火性の高い建材であるが、その全てが防水性が高いものではなく せっ10 

こうボードは水に弱いとされる。）、防水性の高い塗装等を施したスラグせ

っこう板や防水処理を行ったせっこうボード 防水ボード）のみが、ボー

ド３種と特徴や用途が共通していたと考えられる。スラグせっこう板が主

に昭和５６年以降に出荷されるようになった建材であること 甲Ｃ８の１

１の２、乙シ４。なお、乙シ４はスラグせっこう板の使用部位を外装材と15 

し、内装材としては掲げていない。）、防水性の高いせっこうボードの需要

はせっこうボードのうちの平ボードの１％に満たないとする資料があるこ

と 甲Ｃ１９〔７６頁〕）に照らすと、これらの建材がボード３種の建材現

場到達事実の認定に大きな影響を及ぼすものとはいえないから、シェアの

算定に当たって考慮することが合理的であるとはいえない。 20 

なお、全ての建設現場で必ずボード３種が使用されていたとは認め難い

から、ボード３種と用途が競合する他の建材が使用されてボード３種が使

用されない建設現場があり得ることを前提として建材現場到達事実は検討

すべきであり、このことを踏まえても、本件各被災者に関しては、ボード

３種について、ある被告のシェアが１０％を超えるか否かを当該被告の建25 

材現場到達事実の認定の考慮要素とすることに合理性があることは上記１
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のとおりである。 

⑻ 無石綿化建材との合算によるシェアの認定の適否 

本件各被災者については、上記１のとおり、被告ニチアスのけいカル板

の製造が終了した平成４年までの期間に限っても、ボード３種について、

ある被告のシェアが１０％を超えるか否かを当該被告の建材現場到達事実5 

の認定の考慮要素とすることに合理性が認められ、その検討において、ボ

ード３種が使用されない建設現場があり得ることは前提とされている。一

般的に、建材現場到達事実の有無を検討すべき期間において石綿含有建材

が無石綿化された建材が製造販売されていた場合には、シェアの認定にお

いて無石綿化建材を考慮すべきであるとしても、平成４年までの期間にお10 

いて、シェアの認定において考慮すべき量のボード３種に関する無石綿化

建材が製造販売されていた事実は認められない。 

⑼ 被告ニチアスのけいカル板に関する考慮事情の有無 

 被告ニチアスは、自身が製造販売するけいカル板は、中高層ビル等の非

住宅の建築工事で使用され、戸建住宅の建築工事ではほとんど使用されな15 

かった旨主張するところ、証拠 乙マ１０３２、乙マ１０３３、乙マ１０

４５）によれば、被告ニチアスのけいカル板の昭和５０年頃の用途はゼネ

コンへの出荷が約９０％であり、工場やマンションを含む中高層建築に使

用されることが多く、戸建住宅に使用されるような商社や建材販売代理店

への出荷は約１０％であったこと、その傾向はその後も続き、住宅用比率20 

がやや上昇傾向にあった平成１９年でもマンション以外の住宅の用途割合

は約２０％ 無石綿化されたけいカル板の用途割合であると考えられる。）

であったことが認められる。一般的にはけいカル板の用途は住宅が約３０

～４０％、石綿含有スレートボードの用途は住宅が約４０％とされており、

これらの数値におけるマンション等の集合住宅の扱いが明確でないなどの25 

事情を考慮しても、被告ニチアスのけいカル板の昭和４９年から平成４年
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までの戸建住宅の用途割合 被告ニチアスはボード２種を製造販売してい

ないから、ボード３種の用途割合も同一である。）は、一般的なけいカル板

やボード３種における用途割合の半分以下であったと認めるのが相当であ

る。けいカル板における被告ニチアスのシェアは３０％を上回っているか

ら、上記事情を考慮しても、戸建住宅向けのけいカル板における被告ニチ5 

アスのシェアが１０％を下回るとは直ちにいい難いが、ボード３種におけ

る被告ニチアスのシェアは１８％程度であるから、上記事情を考慮すると、

戸建住宅向けのボード３種における被告ニチアスのシェアは１０％を下回

ると認められる。そこで、戸建住宅向けのボード３種における被告ニチア

スのシェアが低かったことは、本件各被災者の個別事情を踏まえボード３10 

種の主要原因企業を判断する際に考慮することとする。 

 この点、原告らは、被告ニチアスが製造販売するけいカル板は、一般の

建材販売代理店にも相当量出荷されており、被告ニチアスが主張するよう

な傾向は認められない旨主張し、その根拠として甲Ｃ２６～２９を提出す

る。しかし、これらの証拠には、大阪府内の建材販売代理店が回答した昭15 

和５０年～平成元年頃に仕入れていたけいカル板のメーカーが記載されて

いるにすぎず、被告ニチアスからのけいカル板の仕入れ量が記載されてい

るものではなく、これらの証拠をもって、国内の建材販売代理店に対する

被告ニチアスのけいカル板の出荷量を推認することはできないから、上記

結論は左右されない。 20 

また、原告らは、被告ニチアスが主張する被告ニチアスのけいカル板の

住宅の用途割合は出荷量の割合であり、これを建築物の床面積を考慮して

建設現場数の割合にすると、建設現場数における住宅の割合が３０％にな

るなどと主張するが、建築物の床面積を考慮して建設現場数を推認する手

法の合理性には疑問があるし、一般的にはけいカル板の出荷量において用25 

途が住宅であるものが約３０～４０％とされているのであるから 甲Ｃ１
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６〔５１頁〕、甲Ｃ１７〔５１頁〕、甲Ｃ１９〔４９頁〕）、出荷量の割合に

おける被告ニチアス独自の事情を考慮するのが相当である。その他、原告

らは、上記証拠 乙マ１０３２、乙マ１０３３、乙マ１０４５）の内容が

信用できない旨や、被告ニチアスが住宅用の出荷割合の増加を試みていた

旨を主張するが、客観的な裏付けはなく、採用することはできない。 5 

⑽ 被告Ａ＆ＡＭのボード３種に関する考慮事情の有無 

 被告Ａ＆ＡＭは、シェアの算定において、二次加工メーカー等への出荷

分を除外すべきである旨主張するが、二次加工メーカー等への出荷分につ

いても一次メーカーが不法行為責任を免れないことは、上記第１節第３の

３⑶のとおりである。 10 

被告Ａ＆ＡＭは、自身が製造販売したボード３種の多くはプレハブメー

カーや住宅機器メーカーに出荷されており、このような建材は建設現場で

は組み立てられるだけで石綿粉じんを発散しないから除外すべき旨主張す

る。しかし、被告Ａ＆ＡＭのボード３種のプレハブメーカーや住宅機器メ

ーカーへの出荷量を認定できる証拠はない。被告Ａ＆ＡＭは、プレハブメ15 

ーカーの資材に関する資料 乙キＣ１１）の「石綿板」がボード３種であ

る旨主張するが、その裏付けはなく、ボード３種以外の板状の石綿含有建

材が広く含まれている可能性は否定できない。また、プレハブ住宅の新築

工事において内装材を設置する際にその切断や加工等を要しなかったとは

直ちに認め難いし、内装材が設置された後の開口等を要しなかったとも認20 

め難い。住宅機器メーカーが加工販売する内装材についても同様である。

被告Ａ＆ＡＭの出荷先にプレハブメーカーや住宅機器メーカーが含まれる

ことが、内装材としてのボード３種のシェアの認定や主要原因企業の判断

において考慮すべき事情とはいえない。 

被告Ａ＆ＡＭは、自身が製造販売したボード３種の多くを大手ゼネコン25 

から材工一式方式で請け負った内装工事の自社施工に使用したから、これ
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を除外してシェアを算定すべき旨主張するが、被告Ａ＆ＡＭが大手ゼネコ

ンから請け負った工事の自社施工に使用したのは、石綿含有スレート波板

が多かったことがうかがわれる 乙キＣ４（〔５１頁、５４頁〕、乙キＣ５（〔３

３頁〕）。ボード３種の製造販売について、被告Ａ＆ＡＭに関して他の建材

メーカーと異なる独自の事情があったことを認めるに足りる証拠はない。 5 

なお、内装材としてのボード３種における被告Ａ＆ＡＭのシェアは３

０％を超えるものであり、仮に被告Ａ＆ＡＭに他の建材メーカーと異なる

独自の事情があったとしても、それを考慮した被告Ａ＆ＡＭのシェアが１

０％を下回ることになるとは考え難い。 

４ 耐火二層管のシェアの認定 10 

⑴ シェアの認定 

 耐火二層管のシェアに関する資料として甲Ｃ１１ 昭和６１年度版特殊

管材市場の総点検と展望〔上巻〕）及び甲Ｃ１２ 配管材市場のマーケッ

ト・マニュアル）が提出されている。甲Ｃ１１ １４０頁）には昭和５６

年度から昭和６０年度までの、甲Ｃ１２ ８６頁）には昭和６１年度の、15 

トーアトミジ株式会社、昭和電工株式会社及び被告Ａ＆ＡＭ 浅野スレー

ト）の耐火二層管の各販売実績額が記載されており、これらの期間におい

て上記３社以外の耐火二層管のメーカーがあったことはうかがわれない

から、上記販売実績額によりシェアを認定するのが相当である。 

上記各資料に記載された販売実績額を合計すると、昭和５６年度から昭20 

和６１年度までの耐火二層管の販売実績額の合計は、トーアトミジ株式会

社が約１７３億３０００万円、昭和電工株式会社が約３４億４０００万円、

被告Ａ＆ＡＭが約２９億８０００万円であり、上記３社の合計額は約２３

７億５０００万円であるから、昭和５６年度から昭和６１年度までの被告

Ａ＆ＡＭのシェアは約１２．５％である（ ２９．８億÷２３７．５億×１25 

００＝１２．５）。また、被告Ａ＆ＡＭの販売実績額及びシェアは昭和５
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６年度から昭和６１年度まで右肩上がりに伸びているが、被告Ａ＆ＡＭが

耐火二層管の製造を終了した昭和６３年度には無石綿化建材（ 乙キＣ２０）

の製造が開始されたものと考えられ、被告Ａ＆ＡＭの耐火二層管の出荷量

が相当に落ち込んだ可能性もあることを踏まえると、耐火二層管について、

被告Ａ＆ＡＭが耐火二層管を製造していた昭和５６年から昭和６３年ま5 

での８年間における被告Ａ＆ＡＭの平均的なシェアは約１２．５％であっ

たと認めるのが相当である。 

⑵ 被告Ａ＆ＡＭに関する考慮事情の有無 

被告Ａ＆ＡＭは、甲Ｃ１１ １４０頁）に四国における被告Ａ＆ＡＭの

販売実績額が「微量」である旨記載されていることを根拠として、四国内10 

の耐火二層管における被告Ａ＆ＡＭのシェアは、四国内に被告Ａ＆ＡＭの

耐火二層管の代理店が存在しなかったため、国内のシェアと異なる旨主張

する。 

 この点、甲Ｃ１１には、トーアトミジ株式会社及び昭和電工株式会社も

併せた四国における耐火二層管の販売実績額の合計を認定できる記載はな15 

いから、四国内の耐火二層管における被告Ａ＆ＡＭのシェアを算定するこ

とはできない。 

もっとも、四国における被告Ａ＆ＡＭの販売実績額に関する上記（「微量」

の記載は、被告Ａ＆ＡＭの四国における販路が乏しかったことをうかがわ

せる事情である。主に四国の建設現場で作業した被災者ｋとの関係におい20 

ては、四国内の耐火二層管における被告Ａ＆ＡＭのシェアが国内のシェア

を下回っていた可能性があることを考慮するのが相当である。 

⑶ 被告Ａ＆ＡＭの主張について 

ア 他の建材との合算について 

被告Ａ＆ＡＭは、耐火二層管は強化プラスチック複合管及びフッ素樹25 

脂ライディング鋼管と用途が共通するから、これらと合算してシェアを
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算定すべき旨主張する。しかし、甲Ｄ１の２の６によれば、被災者ｋが

昭和５７年から昭和６３年までに４５箇所の建設現場で施工 設置）・修

理・撤去を行ったのは耐火二層管であると認められる。汚水及び雑排水

管、雨水管、通気管等に使用された耐火二層管と、農業用水路等に多く

使用された強化プラスチック管複合管（ 甲Ｃ２０〔１０９頁〕）や、化学5 

プラント分野、半導体分野等を主たる用途とするフッ素樹脂ライディン

グ鋼管 甲Ｃ２０〔２０頁〕）との用途が共通するとはいえないことに鑑

みると、他の建材と区別して耐火二層管の施工 設置）・修理・撤去につ

いて説明した甲Ｄ１の２の６の信用性が低いとはいえないから、他の建

材と合算してシェアを算定する必要性は認められない。 10 

イ ＯＥＭ製品について 

被告Ａ＆ＡＭは、被告Ａ＆ＡＭが製造し、三菱樹脂株式会社が販売し

たＯＥＭ製品を被告Ａ＆ＡＭのシェアから除外すべき旨主張するが、二

次加工メーカー等への出荷分と同様に、製造者である被告Ａ＆ＡＭの作

業現場従事者に対する警告表示義務を否定する理由はなく、かかる主張15 

は採用できない。 

第６ 本件各被災者に対する被告らの建材現場到達事実の有無 

１ 被災者ｋ 

⑴ ボード３種についての主要原因企業 

ボード３種について昭和４９年から平成４年までの平均的なシェアが１20 

０％を超えていたのは被告Ａ＆ＡＭ、被告ＭＭＫ及び被告ニチアスである。

被災者ｋが作業した建設現場の９割以上が大規模建築であったから、戸建

住宅向けのボード３種における被告ニチアスのシェアが低かったことは被

災者ｋに関する主要原因企業の認定に影響する事情とはいえず、被災者ｋ

のボード３種についての主要原因企業は被告Ａ＆ＡＭ、被告ＭＭＫ及び被25 

告ニチアスである したがって、けいカル板の主要原因企業を別途に検討



86 

する必要性はない。）。 

⑵ 耐火二層管についての主要原因企業 

 被告Ａ＆ＡＭが耐火二層管を製造していた昭和５６年から昭和６３年ま

での８年間で被災者ｋが新たな耐火二層管の切断加工を行ったと認められ

る建設現場の合計数は４５箇所程度であるところ、この期間の国内の耐火5 

二層管における被告Ａ＆ＡＭの平均的なシェアは約１２．５％であり、１

０％を大きく上回るとはいえない。四国の耐火二層管における被告Ａ＆Ａ

Ｍのシェアは国内のシェアを下回っていた可能性があることも考慮すると、

被災者ｋの耐火二層管についての主要原因企業が被告Ａ＆ＡＭであると認

めることはできない。 10 

⑶ 小括 

 以上より、被災者ｋについて、被告Ａ＆ＡＭ、被告ＭＭＫ及び被告ニチ

アスが製造販売したボード３種の建材現場到達事実が認められる。 

２ 原告ｅ 

 ボード３種の昭和４９年から平成４年までの平均的なシェアが１０％を15 

超えていたのは被告Ａ＆ＡＭ、被告ＭＭＫ及び被告ニチアスである。しかし、

原告ｅが上記期間に作業した建設現場は主として個人の木造住宅であるから、

戸建住宅向けのボード３種における被告ニチアスのシェアが低かったことを

踏まえると、被告ｅについて、被告ニチアスがボード３種の主要原因企業で

あるとは認められず、原告ｅのボード３種についての主要原因企業は被告Ａ20 

＆ＡＭ及び被告ＭＭＫである。 

以上より、原告ｅについて、被告Ａ＆ＡＭ及び被告ＭＭＫが製造販売した

ボード３種の建材現場到達事実が認められる。 

３ 原告ｆ 

 原告ｆが昭和４９年から平成４年までに作業した建設現場は主として個人25 

の木造住宅であるから、原告ｅと同様に、被告ニチアスがボード３種の主要
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原因企業であるとは認められず、原告ｆについても、被告Ａ＆ＡＭ及び被告

ＭＭＫが製造販売したボード３種の建材現場到達事実が認められる。 

第３節 被告らの損害賠償責任の範囲の考慮事情 

第１ 寄与度総論 

１ 被告らの損害賠償責任の範囲 5 

本件各被災者についてボード３種の建材現場到達事実が認められる被告

 被災者ｋについて、被告Ａ＆ＡＭ、被告ＭＭＫ及び被告ニチアス。原告ｅ

及び原告ｆについて被告Ａ＆ＡＭ及び被告ＭＭＫ。以下、このような被告を

併せて（「責任被告ら」という。）は、民法７１９条１項後段の類推適用による

立証責任の転換により、責任被告らの行為と損害との間に因果関係が存在し10 

ないことの立証責任を負うところ、上記建材現場到達事実と本件各被災者の

石綿関連疾患の発症との間に因果関係が存在しないとは認められないから

 被災者ｋの喫煙歴を理由として因果関係を否定する主張は、後記第３の２

のとおり採用できない。）、責任被告らは、本件各被災者の石綿関連疾患の発

症による損害について不法行為責任を負う 上記第２節第１）。 15 

その損害賠償責任の範囲は寄与度に応じたものとなるが、複数の被告の建

材現場到達事実が認められ、各被告が本件各被災者の石綿関連疾患の発症に

個別にどの程度の影響を与えたのか明らかでない場合には、複数の被告はこ

のような事情も考慮して定まる共通の寄与度に応じた範囲で連帯して損害賠

償責任を負うことになる 上記第２節第１）。 20 

２ 寄与度の認定方法 

⑴ 概要 

責任被告らの寄与度を定める上では、責任被告らが警告表示義務に反し

て製造販売したボード３種から発散した石綿粉じんへの本件各被災者のば

く露量が本件各被災者の石綿粉じんへのばく露量全体に占める割合が主要25 

な考慮事情となる。 
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⑵ 考慮要素 

責任被告らが警告表示義務に反して製造販売したボード３種が本件各被

災者の作業する建設現場に到達したと考えられる期間 以下「本件責任期

間」という。）より前に本件各被災者が石綿粉じんにばく露した期間（ 以下

「本件責任前期間」という。）がある場合には、石綿粉じんや石綿等に関す5 

る規制が強化された経緯等に照らすと、時期が後になるほど石綿粉じんへ

のばく露は抑制されており、本件責任前期間における石綿粉じんへの１年

当たりのばく露量はそれより後の期間における石綿粉じんへの１年当たり

のばく露量を下回らないと考えられるから、本件責任前期間が本件各被災

者が石綿粉じんにばく露する作業に従事した期間 以下「石綿粉じんばく10 

露作業期間」という。）に占める比率は、寄与度を定める上での考慮事情と

するのが相当である。 

また、本件責任期間以降（ 本件責任期間及び本件責任期間より後の期間）

において、本件各被災者がボード３種以外の石綿含有建材から発散した石

綿粉じんにばく露したり、建物の改築 改修）・解体工事における既存の石15 

綿含有建材の加工や解体 撤去）等の建材メーカーが本件各被災者に対す

る警告表示義務を負わない作業 屋外建設作業も含まれるが、屋外建設作

業による石綿粉じんへのばく露量は乏しいと考えられる。）で発散した石綿

粉じんにばく露している場合には、このようなボード３種以外の建材や建

材メーカーが不法行為責任を負わない建材 以下、併せて「責任外建材」20 

という。）による石綿粉じんへのばく露は責任被告らの不法行為責任の原因

とはならないから、そのばく露量が同期間のばく露量全体に占める比率は、

寄与度を定める上での考慮事情となる。同比率を的確に認定することは困

難な場合が多いと考えられるが、本件各被災者の個別の事情を踏まえて控

えめに考慮するのが相当である。なお、本件責任期間より後の石綿粉じん25 

へのばく露は、責任外建材によるばく露に含めて考慮することになるが、
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時期が後になるほど石綿粉じんへのばく露は抑制されたと考えられること

を踏まえて考慮するのが相当である。 

他方で、ボード３種の建材メーカーの各シェアが、当該建材メーカーが

本件各被災者の石綿関連疾患の発症に与えた影響の程度にそのまま反映さ

れるものとはいい難いこと 神奈川１陣最判）に鑑みると、通常は、責任5 

被告ら以外のボード３種の建材メーカーが本件各被災者の石綿関連疾患の

発症にどの程度の影響を与えたのかは明らかにならないから、責任被告ら

の寄与度を定める上でこのような建材メーカーの存在を考慮するのは相当

でない。 

また、責任被告らのうちのある被告が本件各被災者の石綿関連疾患の発10 

症に個別にどの程度の影響を与えたのかも、同様に、通常は明らかになら

ないと考えられる。警告表示義務に反してボード３種を製造販売した期間

が被告によって異なる場合も同様である。 

⑶ 小括 

以上によれば、本件責任被告らの寄与度については、主に①本件各被災15 

者の本件責任前期間が石綿粉じんばく露作業期間に占める比率による寄与

度減責と、②本件責任期間以降における㋐ボード３種以外の石綿含有建材

による石綿粉じんばく露の有無、同建材の種類・性質・使用期間、㋑既存

の石綿含有建材の加工や解体 撤去）等の作業による石綿粉じんばく露の

有無、同作業の内容・期間等を考慮した責任外建材による寄与度減責とを20 

考慮して、寄与度を定めるのが相当である。 

３ 原告ら及び被告らの主張について 

原告らは、責任被告らの本件責任期間が本件各被災者の石綿関連疾患発症

に十分といえる場合は寄与度減責を認めるべきではない旨主張するが、その

ような場合であっても、責任被告らに起因する石綿粉じんばく露のみでも石25 

綿関連疾患を発症する可能性があったといえるにとどまり、責任被告らに起
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因する石綿粉じんばく露と石綿関連疾患の発症との因果関係が認められるも

のではない。そうすると、責任被告らの不法行為責任はやはり民法７１９条

１項を類推適用して立証責任が転換されることにより認められるのであるか

ら、責任被告らの損害賠償責任の範囲は寄与度に応じたものとするのが相当

である。石綿関連疾患は、累積的に石綿粉じんにばく露することによって発5 

症する疾病であることに鑑みると、本件責任期間が長期であったとしても、

責任被告らの不法行為責任とは別個の石綿粉じんばく露が石綿関連疾患の発

症に寄与することは否定できない。原告らの主張は採用できない。 

被告らの中には、建設事業者の安全配慮義務違反の責任、国の規制権限不

行使の責任及び二次加工メーカー等の責任を寄与度の判断にあたって考慮す10 

べき旨主張する者がいる。しかし、ある建設現場でのある建材による石綿粉

じんへのばく露について、当該建材を製造販売した建材メーカーの警告表示

義務違反、当該建設現場に関する建設事業者の安全配慮義務違反及び国の規

制権限不行使はそれぞれ因果関係が認められ得るものであり、二次加工メー

カー等の建材による石綿粉じんへのばく露については、一次メーカーの警告15 

表示義務違反及び二次加工メーカー等の警告表示義務違反はそれぞれ因果関

係が認められ得るものである。これらの損害賠償責任は両立して併存する関

係にあるから、かかる事情は、寄与度の判断に際して考慮すべきではない。

なお、寄与度による損害賠償責任の範囲の限定を行うのであるから、寄与度

とは別に、さらに因果関係の立証の困難等の事案の特質等を理由とする損害20 

賠償責任の範囲の限定 国の規制権限不行使による賠償責任について大阪泉

南 ２陣）高判参照）を行うことが相当とはいえない。 

第２ 本件各被災者の石綿関連疾患発症に対する責任被告らの寄与度 

１ 被災者ｋ 

⑴ 本件責任前期間による寄与度減責 25 

 上記第２節第３及び第４の２のとおり、被災者ｋの石綿粉じんばく露作
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業期間は昭和４８年５月頃から平成２７年９月頃までの約４２年間であり、

責任被告らの本件責任期間は、警告表示義務の始期である昭和４９年から

被告Ａ＆ＡＭのボード３種の製造が終了した平成１６年までである。本件

責任前期間は１年に満たないから、本件責任前期間による寄与度減責の必

要性は認められない。 5 

⑵ 本件責任期間以降の責任外建材による寄与度減責  

 被災者ｋが約４割の建設現場で耐火二層管 被告Ａ＆ＡＭが主要原因企

業であるとは認められない以上、責任外建材に該当する。）の切断加工等を

行ったこと、ボード３種以外の石綿を含有する内装材の切断や開口を行う

こともあったこと、石綿吹付作業が行われている近くで作業を行うことも10 

あったこと、新たなボード３種の切断や開口を行うのは配管工事に必要な

範囲に限られること等 上記第２節第４の２⑴）に照らすと、新たな石綿

含有建材による石綿粉じんへのばく露量のうちの半分以上はボード３種以

外の建材によるものであったと認められる。 

建設現場数の約３割を占める改築 改修）工事では石綿を含有する既存15 

の内装材の切断や開口、石綿を含有する配管部材の修理や撤去等の作業を

行ったこと、平成２７年９月頃まで石綿粉じんにばく露する作業に従事し

たことに照らすと、改築 改修）工事における作業期間が新築工事より短

いと考えられることを考慮しても、既存の石綿含有建材による石綿粉じん

へのばく露量も一定程度あったと認められる。 20 

これらの事情を踏まえると、本件責任期間以降の石綿粉じんへのばく露

量のうち責任外建材によるばく露量が占める比率は少なくとも約６０％を

下回らないものと認めるのが相当である。 

⑶ 小括 

 被災者ｋに係る上記事情を考慮すると、責任被告らの寄与度は４０％と25 

するのが相当である。 
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２ 原告ｅ 

⑴ 本件責任前期間による寄与度減責 

 上記第２節第３及び第４の３のとおり、原告ｅの石綿粉じんばく露作業

期間は昭和４０年４月頃から平成２３年１２月頃までの約４６年間であ

り、責任被告らの本件責任期間は、被災者ｋと同様に昭和４９年から平成5 

１６年までである。本件責任前期間は昭和４０年４月頃からの約８年９か

月であるから、石綿粉じんばく露作業期間に占める比率は約１９％である。 

⑵ 本件責任期間以降の責任外建材による寄与度減責 

 原告ｅが石綿を含有する多様な内装材や外装材を取り扱ったこと等 上

記第２節第４の３⑴）に照らすと、新たな石綿含有建材による石綿粉じん10 

へのばく露量のうちの半分近くはボード３種以外の建材によるものであ

ったと認められる。 

原告ｅが建設現場数の約８割以上を占める改築工事や解体工事で既存

の石綿含有建材の解体（ 撤去）に従事したこと、平成２３年１２月頃まで

石綿粉じんにばく露する作業に従事したことに照らすと、改築工事や解体15 

工事における作業期間が新築工事より短いことを考慮しても、既存の石綿

含有建材による石綿粉じんへのばく露量も相当程度あったと認められる。 

これらの事情を踏まえると、本件責任期間以降の石綿粉じんへのばく露

量のうち責任外建材によるばく露量が占める比率は少なくとも約６０％

弱を下回らないものと認めるのが相当である。 20 

⑶ 小括 

 原告ｅに係る上記事情を考慮すると、責任被告らの寄与度は３５％とす

るのが相当である。 

３ 原告ｆ 

⑴ 本件責任前期間による寄与度減責 25 

 上記第２節第３及び第４の４のとおり、原告ｆの石綿粉じんばく露作業
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期間は昭和４２年４月から平成１２年頃までの約３３年であり、責任被告

らの本件責任期間は昭和４９年から平成１２年頃までである。本件責任前

期間は６年９か月であるから、石綿粉じんばく露作業期間に占める比率は

約２０％である。 

⑵ 本件責任期間以降の責任外建材による寄与度減責 5 

 原告ｆが新たなボード３種を切断するのは小規模な浴室の改築 改修）

工事等に限られ、その他のボード３種による石綿粉じんへのばく露は間接

ばく露であること、ボード３種以外の内装材による石綿粉じんにばく露す

ることがあったこと、屋内で石綿セメント円筒を切断加工することがあっ

たこと、石綿含有混和材 テーリング）をセメントに混ぜる作業を行うこ10 

とがあったこと等 上記第２節第４の４⑴）に照らすと、新たな石綿含有

建材による石綿粉じんへのばく露量のうちの相当程度はボード３種以外の

建材によるものであったと認められる。 

原告ｆが、建設現場数の約９割を占める改築工事では、間接ばく露のみ

ならず、既存の石綿含有建材の解体 撤去）に従事して石綿粉じんに直接15 

的にばく露することも多かったことに照らすと、改築工事における作業期

間が新築工事より短いことを考慮しても、既存の石綿含有建材による石綿

粉じんへのばく露量は新たな石綿含有建材によるものを相当程度上回った

と認められる。 

これらの事情を踏まえると、本件責任期間以降の石綿粉じんへのばく露20 

量のうち責任外建材によるばく露量が占める比率は少なくとも約７０％を

下回らないものと認めるのが相当である。 

⑶ 小括 

 原告ｆに係る上記事情を考慮すると、責任被告らの寄与度は２５％とす

るのが相当である。 25 

第３ 喫煙歴の石綿関連疾患発症への影響について 
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１ 喫煙歴の考慮 

 肺がんの発症リスクは、喫煙歴も石綿粉じんばく露歴もない人を１とする

と、喫煙歴があり石綿粉じんばく露歴がない人では約１０倍、喫煙歴がなく

石綿粉じんばく露歴がある人では約５倍、喫煙歴も石綿粉じんばく露歴もあ

る人では約５３倍になると報告されていること 上記第２章第２節第３の２5 

⑴ア）からすれば、喫煙は肺がんの発症リスクを高めるものといえる。した

がって、肺がんを発症した被災者のうち喫煙歴がある者の慰謝料を定めるに

あたっては、損害の公平な分担の見地に照らし、民法７２２条２項を類推適

用して、相当程度の減額を認めるのが相当である。もっとも、各人の喫煙量・

喫煙期間が、どの程度肺がんの発症に影響を与えたかは必ずしも明らかでは10 

ないこと等に照らすと、肺がんを発症した者については、一律に約１割を減

ずるのが相当である。 

肺がん以外の石綿関連疾患については、喫煙が発症リスクを高めることを

認めるに足りる証拠がない。 

２ 被告らの主張について 15 

被告らの中には、喫煙量と喫煙期間に基づく喫煙指数による肺がんの発症

リスクの増加倍率を考慮して、被災者の喫煙歴の内容によっては石綿粉じん

へのばく露と肺がんの発症との因果関係を否定し、少なくとも大幅な減額を

行うべき旨主張する者がいる。しかし、喫煙指数による肺がんの発症リスク

の増加倍率は、特定の被災者について喫煙歴が肺がんの発症に影響した程度20 

の認定に直結するものではないから、喫煙指数によって損害額の減額率を定

めることが相当とは認められない。喫煙指数が高い場合であっても、石綿粉

じんへのばく露と喫煙が相乗的に肺がんの発症に作用したことは否定できな

いから、石綿粉じんへのばく露と肺がんの発症との因果関係が否定されるも

のではない。 25 

 被告らの中には、喫煙を原因とする肺気腫の影響が認められる場合は喫煙
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歴による損害への影響を具体的に判断することが可能である旨主張する者が

いるが、本件各被災者の中に肺気腫にり患した者がいるとは認められない。 

第４節 本件各被災者の損害額 

第１ 損害額の概要 

原告らは本件各被災者の個別の財産的損害を主張立証することなく慰謝料5 

に関する請求のみをしているが、その慰謝料額については、本件各被災者が

り患した石綿関連疾患の種類及び死亡の有無等の本件にて顕れた一切の事情

を考慮し、本件各被災者の精神的苦痛のほか、本件各被災者に労災保険給付

等によっても填補されない財産的損害が生じたと考えられることも踏まえた

包括的なものとして定めるのが相当である。 10 

原告らの弁護士費用については、慰謝料額に寄与度及び喫煙歴による修正

を加えた額の約１割について、責任被告らの不法行為との相当因果関係を認

めるのが相当である。 

第２ 被災者ｋの損害額 

１ 基本慰謝料額 15 

 被災者ｋは、ボード３種から発散した石綿粉じんにばく露したことによっ

て肺がんを発症し、死亡しているところ、本件にて顕れた一切の事情を考慮

すると、慰謝料額は２６００万円とするのが相当である。 

２ 寄与度による修正 

 上記第３節第２の１⑶のとおり、被告Ａ＆ＡＭ、被告ＭＭＫ及び被告ニチ20 

アスの寄与度はいずれも４０％であるから、寄与度による修正後の額は１０

４０万円となる。 

３ 喫煙歴による修正 

 被災者ｋは、１８歳から５８歳までの間、１日あたり５０本程度喫煙して

いたから 甲Ｄ１の２の９〔１枚目〕）、寄与度による修正後の額の約１割を25 

減額するのが相当である。 
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４ 損害額 

 以上によれば、被告Ａ＆ＡＭ、被告ＭＭＫ及び被告ニチアスが損害賠償責

任を負う被告ｋの慰謝料額は９３６万円となる。 

 上記第２章第２節 前提事実）第１の１のとおり、被災者ｋの権利義務に

つき、妻である原告ａ並びに子である原告ｂ、原告ｃ及び原告ｄが相続して5 

いる。原告ａｂｃｄが承継した上記慰謝料額及び原告ａｂｃｄの弁護士費用

のうち被告Ａ＆ＡＭ、被告ＭＭＫ及び被告ニチアスの不法行為と相当因果関

係の認められる額は、以下のとおりである。 

⑴ 原告ａ 

ア 慰謝料額 ４６８万円 10 

イ 弁護士費用 ４６万円 

ウ 合計 ５１４万円 

⑵ 原告ｂ、原告ｃ及び原告ｄ 

ア 慰謝料額 各１５６万円 

イ 弁護士費用 各１５万円 15 

ウ 合計 各１７１万円 

第３ 原告ｅ 

１ 基本慰謝料額 

 原告ｅは、ボード３種から発散した石綿粉じんにばく露したことによって

びまん性胸膜肥厚を発症しているところ、本件にて顕れた一切の事情を考慮20 

すると、慰謝料額は２３００万円とするのが相当である。 

２ 寄与度による修正 

 上記第３節第２の２⑶のとおり、被告Ａ＆ＡＭ及び被告ＭＭＫの寄与度は

いずれも３５％であるから、寄与度による修正後の額は８０５万円となる。 

３ 喫煙歴による修正 25 

 原告ｅは肺がんを発症したものではないから、喫煙歴による修正の必要は
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ない。 

４ 損害額 

 以上によれば、被告Ａ＆ＡＭ及び被告ＭＭＫが損害賠償責任を負う原告ｅ

の慰謝料額及び原告ｅの弁護士費用のうち被告Ａ＆ＡＭ及び被告ＭＭＫの不

法行為と相当因果関係の認められる額は、以下のとおりである。 5 

⑴ 慰謝料額 ８０５万円 

⑵ 弁護士費用 ８０万円 

⑶ 合計 ８８５万円 

第４ 原告ｆ 

１ 基本慰謝料額 10 

 原告ｆは、ボード３種から発散した石綿粉じんにばく露したことによって

肺がんを発症しているところ、本件にて顕れた一切の事情を考慮すると、慰

謝料額は２３００万円とするのが相当である。 

２ 寄与度による修正 

 上記第３節第２の３⑶のとおり、被告Ａ＆ＡＭ及び被告ＭＭＫの寄与度は15 

いずれも２５％であるから、寄与度による修正後の額は５７５万円となる。 

３ 喫煙歴による修正 

 原告ｆは、２０歳から４０歳まで、１日あたり一箱程度喫煙していた 甲

Ｄ３の２の２〔２枚目〕）から、寄与度による修正後の額の約１割を減額する

のが相当である。 20 

４ 損害額 

 以上によれば、被告Ａ＆ＡＭ及び被告ＭＭＫが損害賠償責任を負う原告ｆ

の慰謝料額及び原告ｆの弁護士費用のうち被告Ａ＆ＡＭ及び被告ＭＭＫの不

法行為と相当因果関係の認められる額は、以下のとおりである。 

⑴ 慰謝料額 ５１８万円 25 

⑵ 弁護士費用 ５１万円 
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⑶ 合計 ５６９万円 

第５ 遅延損害金の起算日 

 不法行為に基づく損害賠償債務は、慰謝料はもとより、弁護士費用につい

ても、なんらの催告を要することなく損害の発生と同時に遅滞に陥る 最高

裁昭和３４年 オ）第１１７号同３７年９月４日第三小法廷判決・民集１６5 

巻９号１８３４頁、最高裁昭和５５年 オ）第１１１３号同５８年９月６日

第三小法廷判決・民集３７巻７号９０１頁参照）。本件各被災者の損害は石綿

関連疾患を発症した時に発生するもので、その後の死亡等により損害が拡大

した部分を含めて、原告らに対する損害賠償債務は遅くとも労災認定手続で

認定された石綿関連疾患の診断確定日に遅滞に陥るものと解するのが相当で10 

ある。 

第５章 結論 

 以上によれば、原告らの請求は、原告ａの請求につき、被告Ａ＆ＡＭ、被

告ＭＭＫ及び被告ニチアスに対して連帯して５１４万円及びその遅延損害金

の支払を求める限度で、原告ｂ、ｃ及びｄの請求につき、被告Ａ＆ＡＭ、被15 

告ＭＭＫ及び被告ニチアスに対して連帯して各１７１万円及びその遅延損害

金の支払を求める限度で、原告ｅの請求につき、被告Ａ＆ＡＭ及び被告ＭＭ

Ｋに対して連帯して８８５万円及びその遅延損害金の支払を求める限度で、

原告ｆの請求につき、被告Ａ＆ＡＭ及び被告ＭＭＫに対して連帯して５６９

万円及びその遅延損害金の支払を求める限度で理由があるから認容し、その20 

余はいずれも理由がないから棄却することとして主文のとおり判決する。な

お、仮執行免脱宣言については、被告Ａ＆ＡＭ及び被告ニチアスとの関係で

はその申立てに基づき、被告ＭＭＫの関係では職権で付すこととした。 

高松地方裁判所民事部 

 25 

裁判長裁判官        
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光    野    哲    治 

 

裁判官        

                         5 

山    田    雅    秋 

 

裁判官        

                         

伊    勢    若    菜 10 
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別紙１ 訴訟費用 

１ 原告ａｂｃｄに生じた費用 

２０分の１３を原告ａｂｃｄの負担とし、その余を被告Ａ＆ＡＭ、被告ＭＭＫ

及び被告ニチアスの負担とする。 

２ 原告ｅに生じた費用 5 

 １０分の７を原告ｅの負担とし、その余を被告Ａ＆ＡＭ及び被告ＭＭＫの負担

とする。 

３ 原告ｆに生じた費用 

 ５分の４を原告ｆの負担とし、その余を被告Ａ＆ＡＭ及び被告ＭＭＫの負担と

する。 10 

４ 被告Ａ＆ＡＭに生じた費用 

  ４分の１を被告Ａ＆ＡＭの負担とし、４分の１を原告ａｂｃｄの負担とし、そ

の余を原告ｅ及び原告ｆの負担とする。 

５ 被告ＭＭＫに生じた費用 

  ４分の１を被告ＭＭＫの負担とし、４分の１を原告ａｂｃｄの負担とし、その15 

余を原告ｅ及び原告ｆの負担とする。 

６ 被告ニチアスに生じた費用 

  １０分の１を被告ニチアスの負担とし、５分の１を原告ａｂｃｄの負担とし、

その余を原告ｅ及び原告ｆの負担とする。 

７ 被告神島化学に生じた費用 20 

  ３分の１を原告ａｂｃｄの負担とし、その余を原告ｅ及び原告ｆの負担とする。 

  



101 

別紙２ 略語一覧表 

第１ 頻用する略語 本文の定義等の再掲） 

１ 石綿関連疾患 石綿の吸入に起因する疾患 石綿肺、肺がん、中皮腫、びま

ん性胸膜肥厚、良性石綿胸水等） 

２ 警告表示義務 石綿含有建材から生ずる石綿粉じんにばく露すると石綿関連5 

疾患を発症する危険があること等を表示する義務 

３ データベース 国土交通省及び経済産業省が公表している石綿 アスベスト）

含有建材データベース 

４ 建材現場到達事実 特定の建材メーカーが警告表示義務に違反して製造販売

した石綿含有建材が特定の被災者の作業する建設現場に相当回数にわたり到達10 

していた事実 

５ 主要原因建材 石綿粉じんにばく露したことにより当該被災者の石綿関連疾

患の発症に与えた影響が大きい石綿含有建材の種類 

６ 主要原因企業 主要原因建材を製造販売した建材メーカーのうち建材現場到

達事実が認められる建材メーカー 15 

７ 二次加工メーカー等 二次加工メーカー、プレハブメーカー及び住宅機器メ

ーカー 

第２ 当事者等 本文の定義等の再掲） 

１ 原告ａｂｃｄ 原告ａ、原告ｂ、原告ｃ及び原告ｄの総称 

２ 被災者ｋ 原告ａｂｃｄの被相続人であるｋ 20 

３ 原告ｅ 原告ｅ 

４ 原告ｆ 原告ｆ 

５ 本件各被災者 被災者ｋ、原告ｅ、原告ｆの各人 

６ 浅野スレート 浅野スレート株式会社 

７ アスク 株式会社アスク 旧商号は朝日石綿工業株式会社） 25 

８ 被告Ａ＆ＡＭ 被告株式会社エーアンドエーマテリアル ただし、浅野スレ
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ート又はアスクを指す場合がある。） 

９ 被告ＭＭＫ 被告株式会社エム・エム・ケイ 旧商号は三好石綿工業株式会

社、三菱セメント石綿工業株式会社、三菱セメント建材株式会社、三菱マテリ

アル建材株式会社） 

１０ 被告ニチアス 被告ニチアス株式会社 旧商号は日本アスベスト株式会社） 5 

１１ 被告神島化学 被告神島化学工業株式会社 

第３ シェアの認定に関する略語 本文の定義の再掲） 

１ 協会年報 石綿スレート統計年報ないしスレート統計年報 

２ 協会 石綿スレート協会 

３ 建材年報 昭和５３年建材統計年報 10 

第４ 寄与度の認定に関する略語 本文の定義の再掲） 

１ 責任被告ら 本件各被災者についてボード３種の建材現場到達事実が認めら

れる被告の総称 

２ 本件責任期間 責任被告らが警告表示義務に反して製造販売したボード３種

が本件各被災者の作業する建設現場に到達したと考えられる期間 15 

３ 本件責任前期間 本件責任期間より前に本件各被災者が石綿粉じんにばく露

した期間 

４ 石綿粉じんばく露作業期間 本件各被災者が石綿粉じんにばく露する作業に

従事した期間 

５ 責任外建材 ボード３種以外の建材や建材メーカーが不法行為責任を負わな20 

い建材 

第５ 建材の種類 本文の定義等の再掲） 

１ フレキ板 データベースの「石綿含有スレートボード・フレキシブル板」 

２ 平板 データベースの「石綿含有スレートボード・平板」 

３ ボード２種 フレキ板及び平板を包括する建材の種類名 25 

４ けいカル板 データベースの「石綿含有けい酸カルシウム板第１種」 
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５ ボード３種 フレキ板、平板及びけいカル板を包括する建材の種類名 

６ 石綿セメント円筒 データベース 令和５年１月２５日更新後のもの）の「石

綿セメント円筒」 

７ 耐火二層管 データベース 令和５年１月２５日更新後のもの）の「石綿ビ

ニル二層管」 5 

８ 軟質板 データベースの「石綿含有スレートボード・軟質板」 

９ 軟質フレキ板 データベースの「石綿含有スレートボード・軟質フレキシブ

ル板」 

１０ スラグせっこう板 データベースの「石綿含有スラグせっこう板」 

１１ パルプセメント板 データベースの「石綿含有パルプセメント板」 10 

１２ ロックウール吸音天井板 データベースの「石綿含有ロックウール吸音天

井板」 

１３ せっこうボード データベースの「石綿含有せっこうボード」 

１４ パーライト板 データベースの「石綿含有パーライト板」 

１５ けいカル第２種 データベースの「石綿含有けい酸カルシウム板第２種」 15 

第６ 法令等 ９は本文の定義の再掲。そのほかは、別紙３に定義を記載した。） 

１ 旧労基法 昭和４７年法律第５７号による改正前の労働基準法 昭和２２年

公布） 

２ 旧安衛則 昭和２２年制定の労働安全衛生規則 昭和４７年廃止） 

３ 旧特化則 昭和４６年制定の特定化学物質等障害予防規則（ 昭和４７年廃止） 20 

４ 安衛法 労働安全衛生法 昭和４７年公布） 

５ 安衛令 労働安全衛生法施行令 昭和４７年制定） 

６ 安衛則 労働安全衛生規則 昭和４７年制定） 

７ 特化則 特定化学物質等障害予防規則 昭和４７年制定） 

８ 表示方法通達 「労働安全衛生法第５７条に基づく表示の具体的記載方法に25 

ついて」と題する通達 昭和５０年３月２７日基発第１７０号） 
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９ 昭和４８年通達 「特定化学物質等障害予防規則に係る有害物質 石綿およ

びコールタール）の作業環境気中濃度の測定について」と題する通達 昭和４

８年７月１１日基発第４０７号） 

１０ 石綿等 石綿及び石綿を含有する製剤その他の物 安衛令、安衛則又は特

化則が規制対象とする物に限る。） 5 

第７ 裁判例 本文には定義等を記載しない。） 

１ 神奈川１陣最判 最高裁平成３０年 受）第１４４７号、同第１４４８号、

同第１４４９号、同第１４５１号、同第１４５２号令和３年５月１７日第一小

法廷判決・民集７５巻５号１３５９頁 

２ 東京１陣最判 最高裁平成３１年 受）第５９６号令和３年５月１７日第一10 

小法廷判決・民集７５巻６号２３０３頁 

３ 京都１陣最判 最高裁平成３１年 受）第２９０号、同第２９１号、同第２

９２号令和３年５月１７日第一小法廷判決・裁判集民事２６５号２０１頁参照 

４ 大阪１陣最判 最高裁平成３１年 受）第４９１号、同第４９５号令和３年

５月１７日第一小法廷判決・裁判集民事２６５号２６７頁 15 

５ 神奈川２陣最判 最高裁令和３年 受）第１１２５号、同第１１２６号令和

４年６月３日第二小法廷判決・裁判集民事２６８号１頁 

６ 九州１陣最決 最高裁令和２年 オ）第４８３号、同年 受）第６０８号、

最高裁令和２年 オ）第４８４号、同年 受）第６０９号、最高裁令和２年 オ）

第４８５号、同年 受）第６１０号、最高裁令和２年 オ）第４８６号、同年20 

 受）第６１１号各令和４年２月９日第二小法廷決定の総称 

７ 北海道１陣最決 最高裁令和５年 受）第２３９２号令和６年２月２１日決

定 

８ 大阪泉南 １陣）最判 最高裁平成２３年 受）第２４５５号平成２６年１

０月９日第一小法廷判決・判例タイムズ１４０８号３２頁 25 

９ 大阪泉南 ２陣）高判 大阪高裁平成２４年 ネ）第１７６９号平成２５年
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１２月２５日判決・民集６８巻８号９００頁 
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別紙３ 関係法令の概要 

掲記した証拠のほか、神奈川１陣最判 原審の認定事実）を参照した。 

１⑴ 昭和２２年に公布された労働基準法 一部を除き同年１１月１日施行。以

下、昭和４７年法律第５７号による改正前の労働基準法を「旧労基法」とい

う。）においては、以下の規定が設けられた。 5 

ア 使用者は、粉じん等による危害を防止するために必要な措置を講じなけ

ればならない ４２条）。 

イ 使用者は、労働者を就業させる建設物及びその附属建設物について、換

気等に必要な措置その他労働者の健康、風紀及び生命の保持に必要な措置

を講じなければならない ４３条）。 10 

ウ 労働者は、危害防止のために必要な事項を遵守しなければならない ４

４条）。 

エ 使用者は、労働者を雇い入れた場合においては、その労働者に対して、

当該業務に関し必要な安全及び衛生のための教育を施さなければならない

 ５０条）。 15 

なお、使用者が４２条及び４３条の規定により講ずべき措置の基準及び労

働者が４４条の規定により遵守すべき事項は、命令に委任された ４５条）。 

⑵ 労働大臣は、昭和２２年１０月３１日、旧労基法の規定に基づき、労働安

全衛生規則 同年労働省令第９号。甲Ｂ１。以下「旧安衛則」という。同年

１１月１日施行）を制定した。旧安衛則には、以下の規定が設けられた。 20 

ア 粉じん等を発散するなど衛生上有害な作業場においては、その原因を除

去するため、作業又は施設の改善に努めなければならない １７２条）。 

イ 粉じん等を発散する屋内作業場においては、場内空気のその含有濃度が

有害な程度にならないように、局所における吸引排出その他新鮮な空気に

よる換気等適当な措置を講じなければならない １７３条）。 25 

ウ 屋外又は坑内において、著しく粉じんを飛散する作業場においては、注
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水その他粉じん防止の措置を講じなければならないが、作業の性質上やむ

を得ない場合はこの限りでない １７５条）。 

エ 粉じん等を発散し、衛生上有害な場所等には、必要ある者以外の者の立

ち入ることを禁止し、その旨を掲示しなければならない １７９条）。 

オ 粉じん等を発散し、衛生上有害な場所における業務等においては、その5 

作業に従事する労働者に使用させるために、防護衣、保護眼鏡、呼吸用保

護具等適当な保護具を備えなければならない １８１条）。 

カ １８１条等に規定する保護具は、同時に就業する労働者の人数と同数以

上を備え、常時有効かつ清潔に保持しなければならない １８４条）。 

キ １８１条等に規定する作業に従事する労働者は、就業中保護具を使用し10 

なければならない １８５条）。 

２ 労働大臣は、昭和４６年４月２８日、旧労基法の規定に基づき、及び旧労基

法を実施するため、特定化学物質等障害予防規則 同年労働省令第１１号。甲

Ｂ３。以下「旧特化則」という。一部を除き同年５月１日施行）を制定した。 

旧特化則においては、石綿は第二類物質とされ ２条２号、別表第２）、第二15 

類物質に係る作業に関し、以下の規定が設けられた。 

⑴ 使用者は、第二類物質の粉じん等が発散する屋内作業場について、当該発

散源に局所排気装置を設けなければならず、局所排気装置の設置が著しく困

難であること等により局所排気装置を設けない場合には、全体換気装置を設

けるなど労働者の障害を予防するため必要な措置を講じなければならない20 

 ４条１項、２項）。 

⑵ 使用者は、第二類物質を製造し、又は取り扱う作業場に、関係者以外の者

が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示しなければな

らない ２５条１号）。 

⑶ 使用者は、第二類物質の運搬又は貯蔵のために使用する容器又は包装の見25 

やすい箇所に当該物質の名称及び取扱い上の注意事項を表示しなければな
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らない ２６条２項）。 

⑷ 使用者は、第二類物質を製造し、又は取り扱う作業場に、当該物質の粉じ

ん等を吸入することによる障害を予防するため必要な呼吸用保護具を備え

なければならない ３２条）。 

⑸ 使用者は、３２条の保護具について、同時に就業する労働者の人数と同数5 

以上を備え、常時有効かつ清潔に保持しなければならない ３４条）。 

３⑴ 昭和４７年６月８日、労働安全衛生法 以下「安衛法」という。）が公布さ

れ 甲Ｂ５。一部を除き同年１０月１日施行）、これに伴い、旧労基法４２条

以下に定められていた安全及び衛生に関する規定が改正され、労働者の安全

及び衛生に関しては、安衛法の定めるところによるものとされた。安衛法は、10 

労働基準法とあいまって、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責

任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総

合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を

確保するとともに、快適な作業環境 平成４年法律第５５号による改正後は

「職場環境」）の形成を促進することを目的としており １条）、以下の規定15 

が設けられた。 

  ア 事業者は、労働災害を防止するための管理を必要とする作業で、政令で

定めるものについては、作業主任者を選任し、その者に作業に従事する労

働者の指揮その他の省令で定める事項を行わせなければならない １４条）。 

イ 事業者は、粉じん等による健康障害を防止するため必要な措置を講じな20 

ければならない ２２条）。 

ウ 事業者は、労働者を就業させる建設物その他の作業場について、換気等

に必要な措置その他労働者の健康、風紀及び生命の保持のため必要な措置

を講じなければならない ２３条）。 

エ 労働者は、事業者が２２条、２３条等の規定に基づき講ずる措置に応じ25 

て必要な事項を守らなければならない ２６条）。 
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オ 黄りんマッチ、ベンジジン、ベンジジンを含有する製剤その他の労働者

に重度の健康障害を生ずる物で、政令で定めるものは、製造し、輸入し、

譲渡し、提供し、又は使用してはならない ５５条）。 

カ ベンゼン、ベンゼンを含有する製剤その他の労働者に健康障害を生ずる

おそれのある物で政令で定めるもの等を譲渡し、又は提供する者は、省令5 

で定めるところにより、その容器又は包装に、名称並びに人体に及ぼす作

用及び貯蔵又は取扱い上の注意等を表示しなければならない ５７条）。 

キ 事業者は、労働者を雇い入れたとき及び労働者の作業内容を変更したと

きは、当該労働者に対し、省令で定めるところにより、その従事する業務

に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならない ５９条１10 

項、２項）。 

  なお、２２条、２３条等の規定により事業者が講ずべき措置及び２６条

の規定により労働者が守らなければならない事項は、省令に委任された ２

７条１項）。 

⑵ 内閣は、安衛法の規定に基づき、労働安全衛生法施行令 昭和４７年政令15 

第３１８号。甲Ｂ６。以下「安衛令」という。）を制定し、安衛令は、同年８

月１９日、公布され、一部の規定を除き、同年１０月１日に施行された。 

⑶ 労働大臣は、昭和４７年９月３０日、安衛法及び安衛令の規定に基づき、

並びに安衛法を実施するため、以下の規定のある労働安全衛生規則 同年労

働省令第３２号。甲Ｂ７。以下「安衛則」という。）を制定し、旧安衛則を廃20 

止し、安衛則は、一部の規定を除き、同年１０月１日に施行された。 

ア 事業者は、粉じん等を発散するなど有害な作業場においては、その原因

を除去するため、代替物の使用、作業の方法又は機械等の改善等必要な措

置を講じなければならない ５７６条）。 

イ 事業者は、粉じん等を発散する屋内作業場においては、空気中の粉じん25 

等の含有濃度が有害な程度にならないようにするため、局所排気装置又は
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全体換気装置を設けるなど必要な措置を講じなければならない ５７７条）。 

ウ 事業者は、有害物を含む排気を排出する局所排気装置その他の設備につ

いては、当該有害物の種類に応じて、集じんその他の有効な方式による排

気処理装置を設けなければならない ５７９条）。 

エ 事業者は、粉じんを著しく飛散する屋外又は坑内の作業場においては、5 

注水その他の粉じんの飛散を防止するため必要な措置を講じなければなら

ない ５８２条）。 

オ 事業者は、粉じん等を発散する有害な場所等に関係者以外の者が立ち入

ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示しなければならない

 ５８５条）。 10 

カ 事業者は、粉じん等を発散する有害な場所における業務等においては、

当該業務に従事する労働者に使用させるために、保護衣、保護眼鏡、呼吸

用保護具等適切な保護具を備えなければならない ５９３条）。 

キ 事業者は、５９３条に規定する保護具については、同時に就業する労働

者の人数と同数以上を備え、常時有効かつ清潔に保持しなければならない15 

 ５９６条）。 

ク ５９３条に規定する業務に従事する労働者は、事業者から当該業務に必

要な保護具の使用を命じられたときは、当該保護具を使用しなければなら

ない ５９７条）。 

⑷ 労働大臣は、昭和４７年９月３０日、安衛法及び安衛令の規定に基づき、20 

並びに安衛法を実施するため、特定化学物質等障害予防規則 同年労働省令

第３９号。甲Ｂ８。以下「特化則」という。）を制定するとともに、旧特化則

を廃止し、特化則は、一部の規定を除き、同年１０月１日に施行された。 

特化則においても、旧特化則と同様に石綿は第二類物質とされ ２条４号、

安衛令別表第３第３号２）、第二類物質に係る作業に関し、以下の規定が設25 

けられ、従来の規制がほぼそのまま引き継がれた。 
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ア 事業者は、第二類物質の粉じん等が発散する屋内作業場について、当該

発散源に局所排気装置を設けなければならず、局所排気装置の設置が著し

く困難であること等により局所排気装置を設けない場合には、全体換気装

置を設けるなど労働者の健康障害を予防するため必要な措置を講じなけれ

ばならない ５条１項、２項）。 5 

イ 事業者は、第二類物質を製造し、又は取り扱う作業場に、関係者以外の

者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示しなけれ

ばならない ２４条１号）。 

ウ 事業者は、第二類物質の運搬又は貯蔵のために使用する容器又は包装の

見やすい箇所に当該物質の名称及び取扱い上の注意事項を表示しなければ10 

ならない ２５条２項）。 

エ 事業者は、第二類物質を製造し、又は取り扱う作業場に、当該物質の粉

じん等を吸入することによる労働者の健康障害を予防するため必要な呼吸

用保護具を備えなければならない ４３条）。 

オ 事業者は、４３条の保護具について、同時に就業する労働者の人数と同15 

数以上を備え、常時有効かつ清潔に保持しなければならない ４５条）。 

４⑴ 内閣は、昭和５０年１月１４日、安衛令を一部改正し 甲Ｂ１０。一部を

除き同年４月１日施行）、労働大臣は、同年３月２２日、安衛則を一部改正し、

同改正のうち安衛則別表第２の改正規定等は同年４月１日に施行された。 

上記の安衛令及び安衛則の改正により、石綿及び石綿を含有する製剤その20 

他の物 ただし、石綿の含有量が重量の５％以下のものを除く。以下、石綿

と安衛令、安衛則又は特化則が規制対象とする石綿を含有する製剤その他の

物とを併せて「石綿等」ということがある。）が、安衛法５７条に基づく表示

義務の対象となり、名称、人体に及ぼす作用、取扱い上の注意等を表示すべ

きこととなった 上記改正後の安衛令１８条２号の２、同条３９号、上記改25 

正後の安衛則３０条、３２条２号の２、３３条、別表第２第２号の２。ただ
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し、昭和５０年４月１日において現に存するものについては、同年９月３０

日までの間は、安衛法５７条の規定は適用しないとの経過措置が設けられ

た。）。 

⑵ 労働省労働基準局長は、昭和５０年３月２７日付けで、「労働安全衛生法第

５７条に基づく表示の具体的記載方法について」と題する通達 同日基発第5 

１７０号。甲Ｂ１２。以下「表示方法通達」という。）を発出し、石綿等につ

いての安衛法５７条に基づく表示の具体的記載方法を以下のとおりとした。 

  名  称 

  成  分 石綿 

  含 有 量   ％ 10 

注意事項 多量に粉じんを吸入すると健康をそこなうおそれがありますか

ら、下記の注意事項を守つて下さい。 

１．粉じんが発散する屋内の取扱い作業場所には、局所排気装

置を設けて下さい。 

２．取扱い中は、必要に応じ防じんマスクを着用して下さい。 15 

       ３～５は省略） 

⑶ 労働大臣は、昭和５０年９月３０日、特化則を一部改正し（ 甲Ｂ１３）、一

部の規定を除き、同年１０月１日に施行された。上記の改正のうち、石綿等

に関するものの主な内容は、次のとおりである。 

ア 石綿のほか、石綿を含有する製剤その他の物 ただし、石綿の含有量が20 

重量の５％以下のものを除く。）も、第二類物質とされ、事業者の呼吸用保

護具を備える義務の対象とされるなどした 上記⑴の改正後の安衛令別表

第３第２号４、３７、上記改正後の特化則２条１項２号、２項、別表第１

第４号）。 

イ 事業者は、石綿等を含む特別管理物質を製造し、又は取り扱う作業場に25 

は、特別管理物質の名称、人体に及ぼす作用、取扱い上の注意事項及び使
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用すべき保護具に係る事項を、作業に従事する労働者が見やすい箇所に掲

示しなければならないとされた 上記改正後の特化則３８条の３。以下、

この規定を「本件掲示義務規定」という。）。 

ウ 事業者は、原則として、石綿等を吹き付ける作業に、労働者を従事させ

てはならないとされた 上記改正後の特化則３８条の７第１項）。 5 

エ 事業者は、石綿等の切断、穿孔、研磨等の作業、石綿等を塗布し、注入

し、又は張り付けた物の破砕、解体等の作業、粉状の石綿等を容器に入れ、

又は容器から取り出す作業及び粉状の石綿等を混合する作業のいずれか

に労働者を従事させるときは、石綿等を湿潤な状態のものとすることが著

しく困難なときを除き、石綿等を湿潤な状態のものとしなければならず、10 

これらの作業を行う場所に、石綿等の切りくず等を入れるための蓋のある

容器を備えなければならないとされた 上記改正後の特化則３８条の８第

１項、２項）。 

オ 石綿等を取り扱う作業 試験研究のため取り扱う作業を除く。）が、安衛

法１４条の作業主任者の選任を要する作業とされた 上記⑴の改正後の安15 

衛令６条１８号、別表第３第２号４、３７、上記改正後の特化則２条２項、

別表第１第４号）。 

⑷ 労働省労働基準局長は、昭和５０年１０月１日付けで、「特定化学物質等障

害予防規則の一部を改正する省令の施行について」と題する通達 同日基発

第５７３号。以下「５７３号通達」という。）を発出した。この中で、特化則20 

の改正は、最近特に大きな関心事となっている職業がん等職業性疾病の発生

状況等に鑑み、特化則の充実を図ったものであるとされ、「特別管理物質」は、

人体に対する発がん性が疫学調査の結果明らかとなった物、動物実験の結果

発がんの認められたことが学会等で報告された物等人体に遅発性効果の健康

障害を与える、又は治癒が著しく困難であるという有害性に着目し、特別の25 

管理を必要とするものを定めたものであるとされた。また、同通達は、本件
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掲示義務規定の掲示事項のうち、特別管理物質の名称、人体に及ぼす作用、

取扱い上の注意事項については、表示方法通達の当該部分と同一内容として

差し支えないとした。 

５⑴ 内閣は、平成７年１月２５日、安衛令を一部改正し 一部を除き同年４月

１日施行）、アモサイト、クロシドライト及びこれらをその重量の１％を超え5 

て含有する製剤その他の物を、安衛法５５条により製造等が禁止される有害

物等に定めた 上記改正後の安衛令１６条４号、５号、１０号）。 

⑵ 労働大臣は、平成７年１月２６日、安衛則及び特化則を一部改正した い

ずれも、一部を除き同年４月１日施行）。これにより、安衛則及び特化則の規

制対象となる石綿を含有する製剤その他の物の範囲が、石綿の含有量が重量10 

の５％を超えるものから、１％を超えるものに拡大された 上記改正後の安

衛則別表第２第２号の２、上記改正後の特化則別表第１第４号、別表第５第

１号）。 

このほか、上記改正後の安衛則により、事業者に、石綿等が吹き付けられ

ている耐火建築物等における石綿等の除去の作業を行う場合の当該作業に関15 

する計画の届出義務が課され ９０条５号の２）、上記改正後の特化則により、

事業者に、石綿等の切断、穿孔、研磨等の作業、石綿等を塗布し、注入し、

又は張り付けた物の破砕、解体等の作業、粉状の石綿等を容器に入れ、又は

容器から取り出す作業及び粉状の石綿等を混合する作業のいずれかに労働者

を従事させるときに、当該労働者に呼吸用保護具、作業衣等を使用させる義20 

務 ３８条の９第１項、２項）、建築物の解体等の作業を行うときに、石綿等

が使用されている箇所及び使用状況を設計図書等により調査し、結果を記録

する義務 ３８条の１０）、建築物の鉄骨等に吹き付けられた石綿等を除去す

る作業に労働者を従事させるときに、当該除去を行う作業場所を、それ以外

の作業を行う作業場所から隔離する義務 ３８条の１１）が課された。 25 

６ 内閣は、平成１５年１０月１６日、安衛令を一部改正し 施行日は平成１６
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年１０月１日）、石綿を含有する石綿セメント円筒、押出成形セメント板、住宅

屋根用化粧スレート、繊維強化セメント板、窯業系サイディング等の製品で、

その含有する石綿の重量が当該製品の重量の１％を超えるものを、安衛法５５

条により製造等が禁止される有害物等に定めた 上記改正後の安衛令１６条１

項、別表第８の２）。 5 

７ 内閣は、平成１８年８月２日、安衛令を一部改正し 施行日は同年９月１日）、

例外的に改正附則において除外するもののほか、石綿及び石綿をその重量の０．

１％を超えて含有する製剤その他の物を、安衛法５５条により製造等が禁止さ

れる有害物等に定めた 上記改正後の安衛令１６条１項、上記改正附則３条）。 

  10 
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別紙４ 

 １枚目 訴状の７４頁 「別紙４」を付加し、頁番号を変更 

 ２枚目 訴状の７５頁 頁番号を変更 

 ３枚目 原告最終準備書面の１９５頁 「別紙１」を抹消し、頁番号を変更 

 ４枚目 原告最終準備書面の１９６頁 「別紙２」を抹消し、頁番号を変更 5 

 ５枚目 原告最終準備書面の１９７頁 「別紙３」を抹消し、頁番号を変更 
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別紙５ 確率計算 

ある建材が１箇所の建設現場に到達する確率が１０％であり、建設現場の数が

８０箇所である場合、その建材が８０箇所のうち１箇所にも到達しない確率は 

 １－０．１）８０であり、その建材が８０箇所のうちｎ箇所にだけ到達する確率

は８０Ｃｎ× １－０．１）
８０－ｎ×０．１ｎである。これにより計算すると、以下の5 

とおりである。 

８０箇所のうち 

１箇所にも到達しない確率 約０．０２％ ①） 

１箇所にだけ到達する確率 約０．１９％ ②） 

２箇所にだけ到達する確率 約０．８５％ ③） 10 

３箇所にだけ到達する確率 約２．４６％ ④） 

４箇所にだけ到達する確率 約５．２７％ ⑤） 

３箇所以上到達する確率 １００％－①～③の合計） 約９８．９％ 

５箇所以上到達する確率 １００％－①～⑤の合計） 約９１．２％ 

 15 

※備考 

８０Ｃｎ＝             ｎ！＝１×２×３×…×ｎ 

 

 

８０！ 

ｎ！ ８０－ｎ）！ 


